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令和 3年第 3回辰野町議会定例会会議録（8日目） 

 

１．開会場所   辰野町議事堂 

２．開会年月日     令和 3年 3月 8日 午前 10時 00分 

３．議員総数      12名 

４．出席議員数    12名 

1番  吉 澤 光 雄      2番 向 山   光 

3番 瀬 戸   純     4番 舟 橋 秀 仁 

5番  松 澤 千代子     6番 山 寺 はる美 

7番  樋 口 博 美     8番 池 田 睦 雄 

9番  津 谷   彰    10番 矢ヶ崎 紀 男 

  11番 小 澤 睦 美    12番 岩 田   清 

５．地方自治法第 121条により出席した者 

町長         武 居 保 男 副町長    山 田 勝 己 

教育長              宮 澤 和 德 代表監査委員     三 澤 基 孝              

総務課長     加 藤 恒 男  まちづくり政策課長   一ノ瀬 敏 樹 

住民税務課長     竹 村 智 博  保健福祉課長         小 澤 靖 一 

産業振興課長     赤 羽 裕 治  建設水道課長     宮 原 利 明 

会計管理者     中 村 京 子  生涯学習課長     西 原   功  

辰野病院事務長      今 福 孝 枝 

６．地方自治法第 123条第 1項の規定による書記 

          議会事務局長   桑 原 高 広 

          議会事務局庶務係長  田 中 香 織 

７．地方自治法第 123条第 2項の規定による署名議員 

          議席 第 11番  小 澤 睦 美  

          議席 第 １番  吉 澤 光 雄 

８．会議の顚末  

○議会事務局長 

 ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼） 

○議 長 
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おはようございます。傍聴の皆さんには、早朝から大変ありがとうございます。定

足数に達しておりますので、令和 3年第 3回定例会、第 8日目の会議は成立いたしま

した。欠席届について、菅沼こども課長より欠席届が提出されていますので報告いた

します。また役場本館トイレ改修中につきまして、休憩時間は最低 15分以上取りた

いと思いますので、ご理解いただきたいと思います。それでは直ちに本日の会議を開

きます。 

本日の議事日程は一般質問であります。2日正午までに通告がありました、一般質

問通告者 10人全員に対して、質問を許可いたします。質問答弁を含めて一人 50分以

内として、進行してまいります。また、町長等に反問を許可いたしますので、ご協力

のほどお願い申し上げます。質問順位は、抽選により決定いたしました。ただ今から

質問順位を申し上げます。 

質問順位  1 番 議席  4 番   舟 橋 秀 仁  議員 

 質問順位  2 番 議席  1 番   吉 澤 光 雄 議員 

 質問順位  3 番 議席  3 番   瀬 戸   純 議員 

 質問順位  4 番 議席  8 番   池 田 睦 雄 議員 

 質問順位  5 番 議席  7 番   樋 口 博 美 議員 

 質問順位  6 番 議席  5 番   松 澤 千代子 議員 

 質問順位  7 番 議席  2 番   向 山   光 議員 

 質問順位  8 番 議席  9 番   津 谷   彰 議員 

 質問順位  9 番 議席 11 番   小 澤 睦 美 議員 

 質問順位  10 番 議席  6 番   山 寺 はる美 議員 

以上の順に質問を許可してまいります。質問順位 1番、議席 4番、舟橋秀仁議員。 

【質問順位 1番 議席 4 番 舟橋 秀仁 議員】 

○舟 橋（4番） 

 皆さん、おはようございます。事前に許可いただきました質問通告書に沿って質問

をさせていただきます。なお時間が限られておりますので、ご答弁のほうは簡潔にい

ただければ幸いです。今回は 2つのテーマについて質問させていただきます。最初の

テーマ、町長提案の小中学校のキャンパス化構想についてでございます。これまでの

流れを簡単に整理させていただきますと、平成 29年の 9月 26日に辰野町立小中学校

あり方検討委員会が、将来の小中学校のあり方に関する提言を教育委員会に提出され



5 
 

ております。同年の 11月にですね武居町長が新町長としてご就任されたと、その後

町長は教育長との懇談であったり、あと川島小学校の現地を視察されたりいろいろと

ご自身で回られて調査も続けられた。翌年 2月 21日提言書を受けて教育委員会が川

島小の統廃合について、具体的な方針を含めた見解を示されております。その翌月に

3月 26日になりますけれども、町長が川島小学校の存続ということで意思を表明され

たわけですが、その 30 年 3 月 26 日から約 3 年間の月日が経ったわけですけれども、

この 3年間を振り返って町長に総括、自己評価をいただければと思います。 

○町 長 

 皆さん、改めましておはようございます。また傍聴にお越しの皆様方も本当にお忙

しい中、大勢の皆様お越しいただきました。ありがとうございます。マスク越しの答

弁をお許しいただきたいと思います。ただいまの舟橋議員の最初の質問でございます。

まずは今回発表した私案をめぐり、保護者や先生方をはじめとする多くの皆さんに、

不安と混乱を与えてしまったことを深くお詫びいたします。コロナ禍の中、卒園、卒

業シーズンを控えたこの時期に、余計な心配を与えてしまったことを深く反省してお

ります。さて、ご質問の川島小学校存廃問題 3年間の振り返りについてお答えいたし

ます。3年間川島小学校の存続により移住定住を促進し、児童数を増加傾向に転じる

ことに 3年の期限をきって取り組ませていただきました。この間地元と町との連絡会

議を設置しまして、協議を重ね取り組みを進めてまいりました。川島区については県

下 4番目となる長野県移住モデル地区の認定を受け、空き家バンク制度に加算措置を

設けるなど登録を推進いたしまして、地域の皆さんあるいは集落支援員の方、地域お

こし協力隊の皆さんなどの方に積極的な情報発信にも努めていただきました結果、空

き家バンク利用の移住者だけでも 3年間で 9件、19名を数え、空き家バンクの登録で

は令和 2年末までに 17件、成約率は 94.1％と町内 17区で最も高い実績を上げること

ができました。移住関係では一定の成果が得られましたが、川島小学校の児童数は平

成 30年度 10名、令和元年度 11 名、令和 2 年度 12 名とこの 3 年間の取り組みでは、

残念ながら児童数を増加傾向に転じさせることはできませんでした。川島小学校の今

後のあり方についての私の考えは、4月には皆様にお示しすることといたしておりま

すので、当然にこの 3年間の挑戦結果も真摯に受け止めて整理させていただくつもり

でおります。以上です。 

○舟 橋（4番） 
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 今のご答弁いただきました町長のこの 3年間の振り返ったポイントとしては、移住

施策に関しては一定の数字、評価ができるというものだと思います。ただ一方でその

3年間のチャレンジ期間で移住者を増やすことが目的ではなくてですね、児童数を増

やすと増加傾向にもっていくというところが 1番の目的であったということを考える

と、いろいろと多くのことに取り組まれておりましたけれども、結果としてはその期

待どおりのものが達成できなかったということだと思います。実際その 3年間という

期間はなぜ 3年間なのかというのは、当時町長はっきりとおっしゃってます。移住モ

デル地区に当時はまだ認定を受けておりませんでしたけれども、その移住モデル地区

の認定の有効期間が 3年間で、それがこの 3月に一応終了となります。かつ第五次の

総合計画の後期基本計画ですね、それも皆さんご存知のように今月末で終わると、そ

の期間がちょうど当時からすると 3年間だということで一つのチャレンジの期間、区

切りとして設けられたんだと思います。その 3年間で辰野町は人、物、金、かなりの

部分を川島に投じてきました。先ほど町長から簡単にご紹介いただいた移住の施策も

そうですし、さまざまな試みを川島をかなり重点的にですねサポートしてきた。これ

は川島小学校の存廃を考えれば私は町としては当然だと思います。ただその投じてき

た結果その児童数が増加させられなかったということは、その非常に重く受け止める

必要があるんだというふうに私は感じています。3年前のその教育委員会の皆さんと

のやり取りでこういうことをおっしゃってます。「3年間は徹底的にやる方向でいろい

ろな政策を立ててやっていきたい。もしその段階で増える傾向が見えないときには、

あきらめざるを得ない」というようにおっしゃっているんですね。町長がその当時お

話になられた内容からはそこは読み取れなかったんですが、教育委員さんから質問を

受けたそのやり取りの中でそういうふうに町長おっしゃっています。ということはで

すね、もうこの 3年間で増加数、児童の人数を増やすことはできなかったということ

でもう結果は明らかなわけですね。ですので一応その総合教育会議の中で 4月と、4

月に改めて結論を出されるということをおっしゃっておりますけれども、これはそれ

を待たずしてですね私は結論は見えてるんではないかなとふうに思っています。ここ

で誤解していただきたくないのは、私自身ですねご存知のようにこのあり方検討委員

会のメンバーでした。宮澤教育長当時もやはりいらっしゃいまして、私は川島小学校

統廃合賛成派じゃなかったんですよ。なぜかというと当時やはり私川島小学校、結局

その町の小中学校の歴史とかそういうものを知りませんでしたし、当然ここで生まれ
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育った人間ではね感じたこともなかったんですね。ですのでそういう判断ができない

ということを、再三当時宮澤教育長に申し上げた記憶があります。多くの方々がそう

いう状況にあったんですね。今町長が出された私案に対していろいろなご意見がある

と思います。一つ言えるのは川島小学校を廃校にしたいって考えている方ってほとん

どいらっしゃらないんですよね、できれば残したい。川島小学校は明治 6年官立の 4

つの小学校が元々できてですね、そこからスタートして今年で 148年の歴史をもって

るわけです。町立になったのは昭和 31 年です。ですからまだ 60 数年ですけれども、

148年の歴史をもった小学校を簡単に潰そうなんて潰すなんて誰も言えないわけです

よ。町民の方々は特に年配の方々はですね川島小学校がすごい栄えてたとき、実は昭

和 24年ですね、その町立になる 7年前、おそらくその頃川島小学校の児童数 421名

でですね、私が調べた限りでは最大の人数を誇ってました。ですからその川島小学校

の栄えてたとき、それから衰退していくところをずっと見続けてこられた町民がたく

さんいらっしゃるわけです。私たちは歴史の上に生きているわけですよね、そういう

歴史を感じられている方がほとんどでいらっしゃいますので、誰も川島小学校を簡単

に廃校にすべきなんてふうに考えていないと。その上でそのあり方検討委員会が出さ

れた提言は、どういう意味をもつのかということを私たちは考えなければいけないと

思っています。次の質問に移ります。その 3年後 1月 25日に先ほどお話のありまし

た、その町長がキャンパス化構想ということでまた私案を出されたわけです。その中

でその第 1回目の総合教育会議に私出席しておりませんでしたが、その後そのときの

資料とか拝見して 1番こう違和感を覚えたのが、事前に教育委員会であったり副町長

であったり近しい方々との協議をしてこなかったというところであったわけですが、

その理由についてお聞かせいただけますでしょうか。 

○町 長 

 はい。児童数減少の問題は町内小中学校全体に共通する課題と感じまして、あり方

検討委員会の提言以外の道はないものかと模索する中、校舎併設型公立小中一環教育

校を発想し 3年前に提案いたしました。ただそのときはまずは移住促進に注力、力を

注ぐことを念頭におきまして、具体的なその後の検討は進めてまいらなかったのは現

実でございます。移住の動きとは別に川島小学校を必要としている子ども達がおりま

して、その根底には何があるのだろうかと問い続けてきた 3年間でもありました。今

回のキャンパス化構想は発表直前にようやくまとまったものでありまして、今になれ
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ばもっと早く考えをまとめて、教育委員会の皆さんと意見交換ができていれば良かっ

たと思う次第でございます。以上です。 

○舟 橋（4番） 

 その 3年前にですね、教育委員会が出されたその提言に対して町長はその最大限に

尊重するということをおっしゃってる一方で、存続に向けた取り組みをスタートされ

たと、そのご発言自体もですね私がその関係の方々に伺う限り、やはり突然であった

というふうに聞いています。3年後に、今ですねまた突然、突然というのは結局周り

の方々と相談せずに協議もなく、おそらくその総合教育会議の数日前にはですねいろ

いろとこう当日の資料であったり、そういう関係もあって関係者の方には示されたと

思いますが、いずれにしても 3年間という長い期間の中で数日前に初めて出されると

いうのが、これはちょっと理解できないですよね。町長はその 3年前に町長に当選さ

れる折、要は選挙を進められている中でですね 3つの要は行動基準ていうか行動指針

を示されてて、3つのワークが大切だというふうにおっしゃってます。1つがチーム

ワーク、でフットワーク、ネットワークです。チームワークというのが 1番上に載っ

ていましてですね、チームワークの中にはこう書いてます、難題が生じても一人で悩

まない、上司、同僚と相談してチームとして解決していく、これはですねおそらく職

員の皆さんに対して出された行動の指針だとは思いますけれども、やはりチームワー

クの大切さていうのは町長は 1番ご存知であったんだろうと。それをですねこの大切

な事案に対して、自ら実行されなかったということは本当に残念でならないですね。

関係者の方々、こうなってしまうとですね私はその教育委員会であったり、あと副町

長ももう少し近くでいろいろと協議する、町長の話を聞く、そういう行動に出ていた

だいても良かったのかなって思えるぐらい、やっぱり町長のこの一連の 3年前と同じ

ことをやったというのはですね、何でも言葉にしずらいというかですね。町民の方に

はなかなか理解できない行動だと思いますよこれは。実際にこの 3年間のチャレンジ

期間を経て、今の時点では先日の第 2回の総合教育会議では、実施に移すまでのキャ

ンパス化構想の実施に移すまでの期間はいったん撤回されましたけれども、それ以外

の部分はまだそのままの状態にあると思います。川島小学校を存続とした判断基準、

そこがその会議等でも話されていないと思います。そこについて明確なお答えをいた

だきたいと思います。 

○町 長 
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 はい。町内の学校を 1 つの学校とした上で、それぞれの学校に特徴を持たせるキャ

ンパス化を考えたときに、川島小学校は現在の小規模校、また少人数学級の特性を生

かした体験重視の新しい教育ができるのではないかと考え、キャンパス化の 1つとし

て考えたものであります。以上です。 

○舟 橋（4番） 

 あまりにも短かすぎて全然頭に残らないご答弁だったんですけども、やはりこの判

断基準なるものがないとですね、やはりその首長として指針を示すにはですねあまり

にも心もとない気はします。地方教育行政の組織及び運営に関わる法律っていうのが

ございます。これは皆様ご存知だと思いますけれども、それの第 3章第 21 条に教育

委員会の職務権限っていうのが書かれています。それの第 1番目にこう書いてあるん

ですね。これちょっとただ読んでもですね分かりづらいんで簡単に申し上げますと、

教育委員会の所管するつまりその小中学校ですね、公立の小中学校です。小中学校の

設置・管理及び廃止に関すること、つまり設置・管理・廃止に関しては教育委員会が

職務権限を有しているということです。別の項を見ますと首長の権限は、予算編成と

執行及び条例案の提出というようになっています。その以前はですね、教育委員会の

中でなかなか民意が反映されないことがあるんではないかということもあって、今か

ら約 6年前に法律が改定されて総合教育会議というものができあがりました。そこで

首長と教育委員会が協議をして、そこで協議あと調整をしてですねより良いその学校

教育環境を作っていこうということになったわけですが、ただあくまでもその職務権

限として法律上こういうふうになっているわけです。そう考えたときに今回町長が 3

年前にとられたことというのは、その職務権限を越えて実行に移されたということで

す。当然それは総合教育会議の中で議論がされておりますので、教育委員会もそこを

承知した上でですね、町長に 3年間のチャレンジを期間を与えたということなわけで

すね。ですのでその職務権限を越えて町長がチャレンジされたという、ここにはかな

り強いですねやっぱり覚悟が必要なんですよ、覚悟が。覚悟が必要だというのはなぜ

かというとこの判断基準もそうです。この後、具体的なプランについても伺いますけ

れども、その 3年間の時間を費やしてですねやって、判断基準が明確に言えなかった

り、じゃ何で結局出てきた結論は同じなわけですよ、そこに対してやはり町長はどう

考えてるのかなということは、ちょっと改めて伺いたいんですけどいかがでしょうか。 

○町 長 
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 はい。ただ今の舟橋議員の当然、最もなことばっかりでございます。今回本当に私

自身もですねこの 3年間地域の皆さんあるいは関係の皆さん、本当に現場へ足を運び

いろいろ見聞きする中で本当にいろいろな活動もこの目で見てまいりました。ただ一

口に 3年間といってもですね非常に会議、事業あるいは視察研修も含めてあるいは研

修会も含めて本当に膨大な資料が私の書庫には溜まってしまいました。実際のところ

昨年 9月から自分の考えをまとめる作業に入ったわけですが、もう 1度読み返すある

いは自分の考えをまとめる、そういった時間にかなりの時間が費やされました。実際

のところ年末に自分の考えをまとめるべく今回の構想案を実際に筆、記入作業ってい

いますかねまとめる作業に入っていったわけですが、本当に年末年始本当にフル回転

してもですね、なかなか自分の考えも最終的には何となくおぼろげに見えていたもの

を、1度は消えたりあるいはまた現れたり、ちょっと皆さんには理解できないような

ちょっと日々を送らせていただきました。実際に総合教育会議の日が決まっておりま

したので、それに向けて作業を進めてまいりましたが、実際のところ確か 5 日前によ

うやく完成いたしました。先ほど議員の発言にありましたように、近い皆さんには何

ら相談もせずに進めてきたわけであります。確かにそういった点では、さっき言った

チームワークという点では何か言ってることとやってることが違うんじゃないかと

いうお叱りを受けるようですが、少なくともまずは自分の考えを自由な発想の中でま

とめたいという思いがございましたので、そこだけはご理解いただきたいなあと思い

ます。判断基準、いろいろな諸々の物もですね確かに今回イメージはできませんでし

た。そういったこともすべて検討しクリアになったうえで、構想すべき案だったかな

とも今は思っております。実際のところちょっと今となっては何とも言いようがあり

ませんけれど、1年間の検討期間がもしいただければ、その 1年間の中でいろいろな

スタッフあるいは専門家の方のご意見も聞きながら、細かなちょっと私自身が分析し

きれなかった部分、そういったものをつめていきたいなと考えていた次第であります。 

○舟 橋（4番） 

 この 3年間というのは町長が言い出したことですよ、町長が。今のご答弁を伺って

るとその与えられた3年間では足りなかったというふうに何か言い訳されているよう

にしか聞こえないですね。自ら設定された 3年間、何にも 3年間なんてなくて町長が

3年間時間をくれとおっしゃったわけです。それについて期間を短くすることもなく

教育委員会は認めたわけですよ。ですからそのまとめる時間がないとか、そんなのは
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もうね恥ずかしい言い訳ですよ、正直申し上げると。3年間のプランニングを何で最

初に立てなかったんだということですよ。あとねこれで 1年あろうが 2年あろうが同

じですって、プラン立てないでこれチームワークでやんなきゃいけないんですから。

そこはもう本当にあと 1 箇月という、4月にね出されるというふうにおっしゃってら

っしゃいますから、その 4月までの間にはやはりこの前の総合教育会議の議事録がま

だアップされていないんで、私ちょっといい加減なこと申し上げられないですけど、

確かまだお一人で考えられるっていうようなことをおっしゃったというようにも記

憶しています。ですからあと残り 1箇月、最終のおそらく結論を出されるんだと思い

ますが、そのときに向かっては教育委員会の皆さん、それと副町長はじめ主だった

方々ときちっと協議した上で結論を出して、かつそのときにその先の具体的なプラン

までも示してください。教育委員会が 3年前に見解、要はあり方検討委員会からの提

言を受けて、教育委員会としての見解というのを出されているんですけども、その見

解っていうのは単に提言書を受けて「はいそうです、このとおりです」って言ってる

んではなくて、その先、例えば川島小学校をその中ではですね見解の中では川島小学

校を統廃合する、西小と一緒にするって言ってるんです。そのときに今現在川島小学

校に通われてる児童さんたちのことも考えてこういう手続きに入りましょうとか、あ

る程度具体的なその道先を示された見解っていうのを出されてるんですね。ですので

町長もこの 1箇月間、向こう 1箇月間結論を出すにあたって、きちんと関係の皆様と

お話をぜひいただきたいというふうに思っています。一方でですねこういう意見もあ

ります。そのこの先々見たときに川島小人口減少というのは、川島地区だけで起こっ

てうるわけではなくて、辰野町全体の問題であると。そうなると南小、今児童数があ

る一定程度は保っておりますけれども、10数人とか 20人とかその規模です。仮にあ

り方検討委員会の提言をそのまま受けると、1学年 10人ですからいつしかその 10人

を切る可能性もある、そう考えていったときにこういうキャンパス、名前は別にして

ですけども、もう少し違った学校のあり方があってもいいんじゃあないかということ

をおっしゃる方もいらっしゃいます。それはごもっともな意見だとも思うんですね。

そこで伺いたいのは今回示されたキャンパス化構想のメリット、デメリット、これに

ついてもきちっと伺いたいんですがお願いできますでしょうか。 

○町 長 

 はい。メリット、デメリットの関係についてお答えさせていただきます。メリット
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としては児童の個性に合わせて学校を選ぶことができる、また各学校の特色をさらに

伸ばし深めることができるなどの点が上げられます。また昔は複数のクラスがあって、

例えばクラスに馴染めない、同級生や担任の先生とうまくいかない児童にとって、ク

ラス替えという形で環境を変えて再スタートを切るようなこともできましたが、今は

どの学校もクラスが減り 1学年 1クラスの学校、学年もある状況でそれが難しいもの

となっております。また児童が学校を選択できる道があれば、そのことも補えると考

えました。デメリットとしましては、学校を支えその背景となる地域とのつながりが

希薄になる、一部の学校に希望が集中する、通学手段の確保が難しいなどの懸念や課

題がございます。ただ私も今回いろんなご意見を賜る中で、歩いて通学、時には道草

をすることも非常に学習上大事な体験であるというような認識も持つことができま

した、改めてですが。そんなことも重視して考えてまいりたいと思っています。以上

です。 

○舟 橋（4番） 

 そうですね、私もそのあり方検討委員会のメンバーであったときは、こういう小中

一環にしてもう少し学校数を減らしてという、コンパクトな運営もいいんじゃないか

ということを考えたこともありました。ですので将来を見据えた時にはですねこうい

うその今の学校のあり方を変えていくその必要性はきっとあるんだろうと思います。

ただ残念ながら今回示されたものはデメリットが多いというふうに感じています。デ

メリットが多いといいますか、言葉を変えれば実現性が非常に低いものがどうしても

目についてしまうというふうに考えざるを得ません。3年前に出されました町長私案

て、たつのモデルというように呼ばれておりまして、その時点ではアイデアのような

その当時はイメージということを強くおっしゃられていたので、まだボーとした形が

あってないようなものであったんだと思いますけれども、今回はかなり具体的な内容

まで踏み込んでご提案をされていらっしゃいます。その具体的な案についても今一度

伺いたいんですけれども、1番のポイントはですね川島小のその存続ということ、も

う一つが児童が学校を選択できるということですね。先ほど町長のメリットの一つに

も挙げられておりましたけれども、自由に最短では学期ごとに児童が学校を選べると

いうことを謳われていて、それがポイントとしては大きいというように感じておりま

すけれども、その学校が選択できるということによってですね、3つの質問をさせて

いただいております。じゃあ児童の人数をどのように学校側はコントロールしていく
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のかと、要は学期ごとに子どもの人数、児童の人数が変わる可能性っていうか確実に

変わりますので、それをどうやってコントロールしていくのかということ、教職員の

皆さんの配置であったりスクールバスの運営ですね、それの実現性をどう考えている

のか、3点目保護者の皆様も非常に今回不安に思われておりますけれども、PTAの運

営それをどういうふうに考えられているのか、3点まとめて質問させていただきます。 

○町 長 

 はい。ただいまの 3点に対する回答をさせていただきます。また繰り返すようで恐

縮なんですが、今回の私案は、これもまた厳しく追求されそうですが、またイメージ

としてようやくまとまったものでございます。具体的な細部検討についてはまだ及ん

でおらないというのが現状でございます。そんなかでも児童数の管理については、す

でに学校選択制を実施している市町村がありますので、それが参考になると思われま

す。具体的には前年前の年の秋ごろに通学先の希望をとり、各学校で設定した定員あ

るいは受け入れ可能人数に合わせて、例えば抽選等により調整することとなるのかな

と思います。また PTAの運営に関しましては、区域外の保護者は積極的に参加する傾

向にあるようでありますけれども、川島小学校に特認校制度で通学されている児童の

保護者を見てもですね、同様な傾向にあるので停滞することはあまり懸念しておりま

せん。その一方で教職員の配置やスクールバスの運営については、具体的な検討を行

っておりませんが非常に課題は多いものと認識しております。以上です。 

○舟 橋（4番） 

 ただいまのご答弁で 1 番、3番、まあ実績がほかの学校でおありになるとかいうお

話もありましたけれども、実際にこれを本当に運営してこうと思うとですね、児童数

の管理というのはものすごい大変なことになると思います。児童数の管理イコール教

職員の配置ということで、プラススクールバスの運営ですからすべてが連動してくる

ので、これに関しては実績があるということではなくて、トータル的に実現の可能性

をしっかりと探っていかなければいけないわけです。でまた PTAもですねこれ大変な

ことになると思いますよ、お父さん、お母さん方。私も短い間でしたけれど PTAの役

員させていただきましたが、その一番近くにある小学校のいろいろな作業、協力をい

ただくわけですけど、それも大変なのにですね子どもがもし遠くの小学校に通ってそ

こに対していろいろと協力したいとは思ってもですね、その距離的な問題もあるでし

ょうし毎回もしかしたら PTAのその周りの方々が変わる、実際にできないわけですよ
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PTAの運営はですね。ですからどこかで実績があるということではなくて、今回示さ

れた案がトータルとして実現できるのかどうかというところは、しっかりと考えてい

ただきたいと思っています。統廃合の結論をですね来月出されるにあたって、これら

のものがどういう扱いを受けていくのかわかりませんけれども、具体的な案、その先

のですねプランがない状態でこういうものを示されたというのは非常に遺憾です。ず

さんなプランと申し上げざるを得ないですね。最後です。これは教育、特にですね川

島小の存廃を考えたときに町民の皆さん、頭のどこかにあってもですね教育はお金と

換えれないと、そういう思いもあってあまりその金額については費用ですね、川島小

学校にかかっている費用については、今までに口に出さないところもあったかと思い

ます。ただいよいよ先に進んでいかなければいけないと、その段になったらですね現

在川島小学校またキャンパス化が行われると、費用がどうなっていくのかというとこ

ろもはっきりと示す必要があると思います。そこで現在川島小学校の運営にどれだけ

の費用がかかっているのか、また示されたキャンパス化構想によって予想される運営

費用はどのぐらいになるのか伺えますでしょうか。 

○町 長 

 はい。ただいまのご質問にお答えさせていただきます。まず先生方の人数は定数法

により定められております。学級数などを元に基準で各校に配置される先生方につい

ては、県が費用を負担しておりまして把握しておりませんので、町が負担している費

用の範囲の中でお答えさせていただきます。令和元年度の決算では川島小学校にかか

る費用は 8,845万 3,000 円でありました。その中には空調設備の整備費も含まれてお

りますので、これらを除く経常的な運営経費は 3,773万円でありました。両小野小学

校を含む町内 5小学校の経常的経費こちらの方は 3億 38万 1,000円でありますので、

川島小からみではそのうちの 12.6％を占めております。キャンパス化構想に伴う運営

費用の試算は行ってございません。ただし施設面では校舎の老朽化が大変進んでおり

まして、体育館などでは外壁の剥離なども見受けられます。全面的な改修を行うとす

れば、今後、億単位の改修費用が必要となる見込みであります。以上です。 

○舟 橋(4番) 

 今の町長のご答弁の中で触れられなかった内容としてですね、普通交付税、国から

のですね交付税が抜けてらっしゃるかと思います。実際に川島小学校、約 3,700 万の

経費がかかっていると、それに対して国からの交付税というのが約 1,300万から
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1,400万、毎年交付されているという状況を聞いております。つまり差し引きその教

職員の方は別ですよ、それは町には関係ない話なので、町の負担ということに関して

申し上げると約 2,300万円のマイナス、要は負担が生じているということです。普通

交付税というのは学校数、学級数、児童数によって計算されます。ですのでこれは各

小学校によって一応割り当てられているその交付額っていうのは違うので、単純にそ

の計算式で先ほど計算した数字を申し上げた次第でございます。私はその年間ですね

約 2,300万の費用が川島小の運営にはかかると、これが児童数が少ないからいけない

とかそういうことを今申し上げるつもりではありません。ただ今後もし川島小学校を

存続させていくのであれば毎年、今後どういうふうに変わるかわかりませんけど、今

の状態のままでいけば毎年 2,300万の費用をかけて存続させていくんだということを、

やっぱり町民は知る必要があるわけです。ここを隠す、隠したりされてるってことは

ないですけども、そこをきちっと承知の上で川島小学校の存続を考えなければいけな

い。ここは改めて確認しときたいと思います。以上で川島小学校に関する質問は終わ

りますが、ちょっと繰り返しになります。一つお願いとしては先ほど来再三申し上げ

てますように向こう 1箇月の間、ぜひ教育委員会、特に教育長、あと副町長、関係の

皆様とぜひご協議いただいて、そのご協議の上で最終的な判断を出していただきたい

と、それが本当切なる願いでございます、はい。続きましてど真ん中プロジェクトに

関してでございます。ちょうど私たち今の議員がですねこの任期を始める 2 年前です

ね、2年前私もこのど真ん中を盛り上がり始めたときだったんですね。チコちゃん、

NHKのチコちゃんに叱られるで中心の中の中心としていただいてですね、辰野ど真ん

中の町として盛り上がっていくんだということで、いろいろな試みが始まりました。

ロゴのデザインもすばらしいものが決まりまして、いろいろな活動、最近ですとその

西小の生徒さんたちがいろいろなラーメンであったり、あとちょっと名前はっきり出

てきませんキャラクターを作られてですね、すごく楽しそうに町を盛り上げている姿

ってのがあるわけなんですけれども、現在そのど真ん中プロジェクトどういうような

状態になっているのか、もし課題があるとすればその課題についても教えていただけ

ますでしょうか。 

○まちづくり政策課長 

 それではど真ん中プロジェクトの現状、課題についてお答えをしてまいります。町

議が今経緯についてふれられたようにですね、西小学校の例えばキャラクター、真
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ん・中夫の登場など非常に盛り上がりを見せたこの取り組みについて、町としまして

はこの盛り上がりをぜひ政策に結び付けたいというふうに考えてきたところでござ

います。この考え方は近年ではシティープロモージョンという言い方をしております

けれども、単に観光振興ですとか移住促進のための手法ではなく、町民が町に誇りと

魅力を感じその思いが形となって動き出すための、仕組みづくりであるというふうに

言われて捉えております。ちょうどそんな観点で 1年前にど真ん中未来会議というも

のを立ち上げて、町のビジョンを改めて作りそれに基づくアイデアをプロジェクト化

していく、これを目指して再スタートを試みたんですけれども、あいにく新型コロナ

ウイルスの感染症の拡大により中断して約 1年現在にいたっているところでございま

す。課題としましては、このど真ん中プロジェクトに対して行政がどのように関わる

のか、これがこの点にあろうかと思います。これまでのように協働のまちづくり支援

金や地域発元気づくり支援金、また若者活躍応援補助金などで支援するだけでいいの

か、こういうことを大きな課題として、地域おこし協力隊ですとか地域おこし企業人

の皆さんとともに研究検討しているところでございます。以上です。 

○舟 橋（4番） 

 最後に課題について説明いただいたんですが、その課題に対する対策というのは考

えられていらっしゃいますでしょうか。 

○まちづくり政策課長 

 ど真ん中未来会議がこのコロナで中断していたこの 1年間、辰野町のまちづくりの

最も基本的かつ上位にあたります第 6次総合計画がここで策定の段階にきております。

この今回ですね 12月に議決いただいた基本構想の将来像と、これを実現するための 6

つの基本目標が決まりました。こうした中でこのど真ん中未来会議におきましても、

この第 6次総合計画の 6 つの基本目標に紐付けを行いまして、結果として将来像「一

人ひとりの活躍がつくり出す 住み続けたいまち」を共通ビジョンとして取り組む方

針といたしました。したがって人口減少に対応した協働・共創（共に創る）このまち

づくりを町を目指すための手段の一つとして、このど真ん中プロジェクトを明確に位

置づけるためにこの重点テーマとしたところでございます。具体的にはですねど真ん

中プロジェクトの政策が大きく 2つあります。一つは町民と町がお互いの思い共有す

るための場づくり、二つ目は地域づくり活動の担い手同士を繋ぐコーディネート事業

です。その狙いは最終的にはこの町に対する誇りと愛着の醸成を通じて、自発的に地
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域づくりに参加する町民を増やし、地域資源を磨き上げてその良さを町内外に伝える

ことでまちづくりの担い手を増やすことにあります。その結果として人口減少に対応

した持続可能なまちづくりを目指すところでございます。以上です。 

○舟 橋（4番） 

 2点目の質問に対して今答弁いただいたんだと思いますが、その具体的な施策とし

てその町民との場をつくったり担い手作りということをポイントに挙げられたわけ

ですけども、ちょっとご答弁の内容がちょっと抽象的な内容が多いような気がしてい

て、例えばその町民との場づくりというのはどういうものをこう考えられていらっし

ゃるのか、ちょっとイメージしやすい形でご説明いただくと助かるんですが。 

○まちづくり政策課長 

 この 2月からスタートしましたど真ん中未来会議 2021、こちらをですね町民と行政

とが共有して共創するプラットホームその場作りの場と考えております。次回今月 1

回ありますけれども、そん中でもいくつか 7つほどのテーマが出てきましたので、こ

のテーマを第 6次の総合計画の基本目標に紐付けて、必要な部署がですねいずれ関わ

りをそのプロジェクトのために、行政の側も関わりをもつとこういった場というふう

に考えて、ど真ん中未来会議 2021を考えて位置付けております。以上です。 

○舟 橋（4番） 

 ちょうど、ちょうどと言っちゃあいけないですけど、2年前に私どもが町議になっ

た直後にほたる祭りがあってですね、ほたる祭りの初日ですかその近隣の市町村の首

長さんが集まられて、夜ちょっとお食事をしたことを今思い出したんですけど、あの

ときにその口々に皆さんがおっしゃってたのは、その「辰野町はど真ん中っていうの

がそういうのがあっていいね」と。一度私ここでも申し上げたかもしれないですけど、

やはりその町にとって何か魅力ある必ずしも自然環境だけではないんですよね、その

日本の中のど真ん中なんて辰野しかないんですから。やっぱそういうものをこう最近

ちょっとからかう人もいますよね、辰野ど真ん中でとか。ある私の知り合いのお父さ

んがですね子どもが町外の学校に行かれてるんですよ、「お前のところはど真ん中ら

しいじゃん」って言って半分からかわれるように使われたりしてるってことも聞くん

ですけど、我々はど真ん中の町であるということを、胸を張って言っていかなければ

いけないんですよね。当然ながらこう町民自身が盛り上がっていかないと、このど真

ん中を活用してですね町を活性化させるってことはできないわけですけども、まだそ
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こまでは至っていないのでぜひやはり町側がですねそこを主導する形で、ど真ん中プ

ロジェクトをもう一度コロナでちょっと停滞してしまいましたんで、それを活性化さ

せて今一度こう町民全体で盛り上がれる、こうプロジェクトにぜひしていただきたい

なというふうに思います、はい。時間が参りましたので、私の一般質問はこれで終了

とさせていただきます。 

○議長 

 進行いたします。質問順位 2番、議席 1番、吉澤光雄議員。 

 【質問順位 2番 議席 1番 吉澤 光雄 議員】 

○吉 澤（1番）   

 質問通告項目の 2番と 3番の順番を入れ替えて質問します。はじめに役場の古紙リ

サイクルステーションについてです。これにつきましては 1番 2番の通告事項、私な

りにかなり理解できましたので要約して申し上げます。違う点があれば補足していた

だくことにして質問の 3 番を中心にとした質問にします。このリサイクルステーショ

ン、今から 3 年ほど前に町が用地を提供して業者が管理運営する形で、平成 30 年 2

月から運用をしています。町が設置したステーションは町内でここだけです。回収す

る古紙の量は年々増えて当初より 2、3 割多くなっております。開設当初に町は近隣

の中央町内の 4、5、6組を対象に説明会を行い、そこで出された疑問や要望への見解

を中央 4、5、6組の皆様へという形で、文書にして配布して約束していただいており

ます。この中で町はですね「ごみが散らかったら片付けたりするそんな手間がかかる

んじゃあないか」という質問に対しては「そういうことはありません」と回答してま

す。また「24 時間回収出せるステーションにするのでうるさくなるんじゃあないか」

という質問出されてますけども、それについては「状況を見ていきます」という回答

です。「スーパーとかほかの場所でできないんですか」という要望意見に対しては「第

2、第 3 の町が設置する古紙リサイクルステーションも考えていきます」という回答

です。最後には「設置前と設置後で騒音測定をして皆様にお知らせしてまいります」

という文書を回覧していただいております。ところがですね、ここのところずっとゴ

ミが散らかる、夏場には不法投棄された生ゴミが臭う、ゴミの回収回数が増えたもん

でパッカー車の音が気になる、24時間ゴミ出しだもんですから深夜にゴミを出す車の

ドアやエンジン音が騒音が気になる、交通量が増えた、あるいは農地に大型ゴミが飛

んできて稲が倒されるなどの被害があると、そういう生活営業に影響が出てきている
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んです。これについては昨年中央の町総代が担当課に申し出たということを聞いてお

ります。また文書でもそのことは私受けました。リサイクルステーションは便利です

し、なくさなんでくれよという声も中央町内でも聞きます。けれども当初から心配さ

れたとおり迷惑をかける施設でもあるわけです。当初の心配が現実になってその迷惑

が増えてきていると、こういう中ではですねこの古紙リサイクルステーションの設置

を進める上では、何らかの対策をとる必要があると考えます。そこで質問です。3 項

目の質問ですね。地元への約束の実行状況と今後の対応について町はどのように考え

ているのでしょうか。 

○住民税務課長 

 この古紙リサイクルステーションにつきましては、今議員おっしゃられたとおり 24

時間 365日ご利用いただけるものとなっております。利便性の良いことから利用頻度

も高く、コンテナがすぐいっぱいになってしまいあふれてしまうっていうことも確認

しております。その都度運営事業者には連絡をしまして回収してもらうわけでありま

すけれども、あふれた古紙類が風に吹かれて隣地に飛んでいきお叱りを受けたという

こともございます。運営業者には回収頻度を増やして、コンテナからあふれる前に回

収を行っていただくよう申し入れをしているところでございます。また深夜であって

も古紙を出すことができます。コンテナに入れる際の音の問題また今おっしゃられた

車の騒音の問題に関しましては、騒音防止看板の設置を行い利用者のマナー向上を図

ってまいりたいと考えております。またリサイクルステーションを設置する際に近隣

住民への説明会におきましては、この場所は住宅地であるため音が出るビンや缶の収

集は行わないこと、また夜間の利用にあたっては新たな照明設備を設けず、既存の照

明設備のみで対応することを確認させていただいております。そのおり寄せられたご

意見には騒音を心配される声実際にございました。コンテナを設置する前と設置した

後で騒音測定を行う約束をさせていただいており、設置後 1年間にわたり騒音測定を

行い、いずれも基準値内であったってことは確認しておりますが、近隣住民の方への

報告がされたかというのが記録がなく不明でございました。また設置から 1 年経過し

た頃、近隣住民の皆様へは 1年経過してみてご意見がある場合にはお知らせいただき

たいという旨通知を出しております。今後の対応につきまして回収頻度を週 1回から

回数を増やし、常にコンテナ周辺を清潔に保つことによって不法投棄を減らすことが

できると考えております。また不法投棄防止の看板を設置しましたし、さらに防犯カ
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メラも設置しております。騒音対策としましては、先ほど申しました新たな看板設置

を検討しております。この対応をもちましてしばらく様子を見ていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○吉 澤（1番） 

 騒音測定結果については地元に知らされていないと思います。私も先日たまたま夜

11時に古紙を出してる車を目撃しました。エンジン音やドアの音が非常に大きく響き

ます。車が行った後すぐ行ってみたら生ゴミも捨てられてありました。その車だった

かどうかわかりませんけども箱に入れてありました。ご近所の住民や耕作者は舞って

きたゴミを拾って、自分の家のゴミ袋に入れて出すなんていう協力してきています。

このゴミの中にはビニールに入れたおしっこが捨てられていたこともあったそうで

す。それでも片付けられたそうなんですよ。またステーションの隣の農地の所有者は

事前の連絡、相談まったくなかったと、新聞を見て設置するんだっていうことがわか

ったということを言っておられました。だとするとちょっと手落ちだったんではない

かなあと、謝る必要があるんじゃあないかと思います。町は地元への約束を守ってで

すねルール、マナーを徹底することと管理を改善することを進めていただきたいと。

課長さんも今いくつか言われましたが回収回数増結構だと思いますが、そうすると回

収時の騒音が増えますのでこれも何か対策が取れないか検討いただきたい。監視カメ

ラはどうも性能がかなり悪いようですね。これ内容性も考えていただきたい。から網

がゴミが飛ばないように作ってあるんですけど、大変ちゃちなものでゴミがどんどん

飛んでますのでこれもしっかりしてもらいたい。24 時間ではなくて夜 10 時から朝 5

時6時まではここは出してはいけないというステーションにする選択肢も考えていた

だきたい。一番はリサイクルステーションを町内に増やしてですね、ここにだけ集中

しないように、3 年間で 2 割 3 割と増えているわけですから、この調子でいけばどこ

まで増えるかわからないです。そういうことの取り組みをぜひ求めたいと思います。

次の質問に移ります。川島小廃止、町内小中学校の将来像検討についてです。多岐に

わたって時間がないので通告した 1．2 の内容を次の 4 つに整理して質問します。1

は川島小の評価について、2 は町の財政負担と公平性の問題について、3 番学校の存

廃と地域・まちづくりの関係について、4 番今後の進め方についてです。川島小を廃

止しなきゃいけない理由は何かということの疑問が私にはずっとありました。舟橋議

員もそういうふうに思っている人はほとんどいないじゃないかと私も聞かないんで



21 
 

すよね。だけどはっきり言っているところ文書があります。3 年前の教育委員会見解

です。その中で川島小学校について、「もはや複式学級によるメリットもまったく見

出すことができない。子どもの学びにとって好ましい状況ではない。いたずらに存続

することは適切ではない」と明記しています。そして早く統合すべきと。いわば川島

小は学校の役割を果たせないと全否定した見解です。果たしてそうかということです。

この間私は川島小学校の保護者や児童、川島小の卒業生、関係する地域の方々や教育

関係者の方からいろいろお話を伺い、川島小学校も短時間ですが見学させていただき

ました。その結果私の認識は教育委員会の見解とはますます逆の見解になってきてお

ります。川島小学校は住民の皆さんの支えと豊かな自然環境の中で立派に学校教育が

行われていると感じています。不登校だった子どもさんも通える学校として変えがた

い役割を果たしていると。あるお母さんからは「いじめで不登校になったこの子が川

島小学校に来たら学校に行きたくてしょうがないと言っている、川島小がなくなった

ら私たちはどこに行けばいいんでしょうか」っていう話もお聞きしました。また川島

小学校があることで子育て世代が移り住み、地域に効果をもたらしているということ

もわかりました。その川島小に学んでいる子どもたちはどう見ているのか、保護者か

らいただいた学級通信がありまして、その中に学校自慢というのがあります。時間が

あれば読みたいんですが省略しますが、小さい学校だからできることがあるんだよ、

一生懸命学んでるよということが見事に書かれていて、担任の先生も良く伝わるねと

いうふうに評価しておられました。また子どもたちは、特に低学年になるほどまだな

かなか意思表示や判断ができない面があるかもしれませんけど、卒業生となると自分

は川島小学校でどうだったんだろうか、自分の川島小学校生活はどうだったんだろう

か、振り返り意見を言うこともできると思います。この川島小の卒業生 1、2 年生を

南小学校と同じ規模の学校で学び 3、4、5、6 年生を川島小で学び、その後辰野中学

に進学した子どもさんの勉強の面ではどうだったの、学年が違う上下の関係ではどう

だったの、委員会活動やその他ではどうだったのという項目ごとに、それぞれの段階

でどうだったのか子どもさんの意見をお母さんがまとめてくれた表を私資料をいた

だきました。これもとても貴重でいい資料ですが、残念ながらこれも時間がないので

読み上げません。けれども川島小で川島小らしい立派な学びができたよというふうに

書いております。と同時にこの卒業生の人は大きいからいい、小さいからいいってい

うことは言えないとどちらもいいと思うと、ただ小さい学校は一人ひとりのことをよ
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く見たり、自分がどうふうに言ったりするかちゅうことをよく考える感じがすると言

っておられました。川島小で教えている先生はどう見ているのか聞きたかったんです

が、こうふうにもめていることだから先生は発言しないようにていうふうな支持が出

ているらしいんです。最もかもしれません。それで私ある元義務教育の先生に聞きま

した。この方こう言っておられました。「少人数学級、小規模学校は一人ひとりに目

が行き届く、心が行き届く、大規模校ではどんなに先生ががんばってもやりきれない

ことができる、異なる年齢の学びは兄弟関係、地域の子ども集団に変わる役割を果た

す、小規模校には願ってもない環境がある、絶対になくすべきではない」この先生は

そういうふうにこれを言われました。川島小学校には短所も課題もあるとは思います

けれども、小規模校の特徴を生かして自然の中でのびのびと教育して、不登校の子ど

もさんも通える学校として立派に機能しているんじゃあないでしょうか。西小やほか

の町内の小学校と同じく、かけがえのない学校ではないかと私は認識するに至ってお

ります。その川島小学校に対して今も教育の責任を負っている教育委員会が全否定す

るという見解、これは欠点だけを指摘した一面的なものといわざるを得ない気がしま

す。実際にある良い面や役割を正しく反映してるんでしょうか、「ここにリンゴがあ

ります。子どもが食べても大丈夫なリンゴです」という認識の人と「このリンゴは子

どもが食べたら腹をこわすリンゴなんです」という認識の親、住民では当然このリン

ゴをどう扱うか結論違いますよね。川島小学校は学校としての役割を果たせていない

学校なのか果たせている学校なのか、事実は一つですから良く調べてみんなで分かり

合って確認するべきだと思います。そこで質問です。川島小学校の教育効果、学校と

しての評価をどう考えられますでしょうか。 

○町 長 

 はい。吉澤議員のご質問にお答えします。ただいまのお話を聞いてて、やはり一つ

のことに関して人それぞれいろんな見方がございますので、偏らないことをちょっと

念頭におきながらお答えさせていただきたいなと思います。先ほどの舟橋議員にも同

様のお答えをしてございますが、重複する部分もあることをご了承いただきたいと思

います。まず先生方のご努力と地域の支援によりまして、小規模校や少人数学級の特

性また川島の豊かな自然、地域素材を生かした教科指導、体験学習などが実施されて

きております。思いやりの心や豊かな表現力がある子どもたちが育っております。ま

た児童の中には、保護者が児童の個性をより大事にして伸ばしたいとの考えで、通学
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させるケースもございますし、またクラスに馴染めない、多人数が苦手であるとか不

登校等の悩みを抱えていた児童が再出発の場としての役割も果たしてまいりました。

またその一方で地域との関わりもございます。川島小学校は地域住民の皆さんまた川

島出身者の皆さんの心の支え、シンボルになっておりまして地域の活性化にも一役を

担っていると感じられます。以上です。 

○吉 澤（1番） 

 川島小学校を廃止するかどうかっていうのは、今日になってみると舟橋議員も言わ

れたように川島だけの問題じゃあないんですよね。そういうふうになってます。ただ

ですね 3年前に教育委員会が設置した町立小中学校あり方検討委員会の見解では、学

級規模の最低基準を概ね 10 名とし、増加の見通しが立たない場合統廃合を検討され

たいっという提言があります。その根拠はグループ学習や合唱や合奏に支障があると

あげられておられます。学校教育の多様な一面だけを取り上げての論拠という気がし

ます。1学級 10人以下の学校は廃校にすべしっていうことに、根拠があるとは私には

思えません。そしてこれだけ急速に少子化が進む下では、南小も両小野小も廃校対象

なるのは時間の問題ということであります。コロナ禍の下で密になりにくい学校、少

人数学級が求められて国も動き出しました。県は山保育として山村、山里の自然環境

の中での小規模保育を推奨しています。小さな学校の時代がやってくる、スモールス

クール構想という教育論や、あえて学年が違う児童を一緒に学ばせることを推奨する

教育論もあるようです。1 学級 10人以下は統廃合を検討するそういう基準は見直して

いくべきではないかと考えます。次の質問に移ります。川島小への町の財政負担と町

の財政についてです。舟橋議員また私も事前に資料をもらってましたが、川島小への

町の持ち出しが年間四捨五入すると約 2,400万円です。町が普通会計の中で自由に使

えるお金、学校に自由に出せるお金は総額で年間約 55 億円です、令和元年度決算。

川島小学校の運営のために町の自由に使える収入の 0.4%を充てているということに

なります。家計に例えてみますと、年収 550万円の家庭で子どもを小学校に通わせる

のに年間 2万 4,000円、月に 2,000円出しているというふうになります。仮に苦しい

からといってこれを削るのかっという話であります。もしその子がほかで不登校だっ

たけれども、K 小学校へは喜んで通えているとすればなおさらのことだと思います。

どの子も町の大事な子どもと、そういうふうに考えてこの川島小学校への町の財政負

担のことは考えてみる必要があるんじゃあないかと思います。もう 1 点、2,400 万円
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は確かに小さな額ではないんですが、町は公共施設維持のために毎年一定のお金を出

してます。委託業者に支払う指定管理料だけでも、かやぶきの館一連の施設に年間

3,000 万円、湯にいくセンターに 1,900 万円、アラパに来年度から 1,800 万円などで

す。今年はコロナの影響がありその減収を補填するために、パークホテルとかやぶき

には追加で 6,300万円支出します。今私、例であげたんですがどれも大事な公共施設

ですが、小学校というのは最優先で維持されるべき施設ではないのかと、こういう視

点も必要ではないかと思います。そこで質問になります。川島小学校への町の財政負

担や町の財政への影響をどう評価しておられますでしょうか。 

○町 長 

 はい。すいませんでした。財政関連につきましては先ほどの舟橋議員のご質問にも

お答えさせていただきましたが、私の方からはちょっと観点が変わるかも知れません

が、例えば児童一人当たりに係る費用の格差が例えば問題になったときのちょっと考

え方をちょっとお話させていただきたいなと思います。そもそも全国どこに住んでお

りましても一定水準の教育が受けられること、これが憲法で保障されております。従

って各校の一人あたりの単価比較等がもし論ぜられた場合でもですね、ちょっと本来

の趣旨とは離れてしまうのではないかなと思っております。また町全体の教育費につ

いて述べますと、義務教育費の国庫負担制度が平成 18 年度の三位一体改革の中で国

庫負担割合が 2分の 1から 3分の 1に引き下げられたことで、地方自治体の財政を圧

迫しまして地域間の教育格差が生じている現状、これが問題でございます。従って教

育支援員やほっとサポートの先生方の費用等は町が独自で負担しております。義務教

育に係る国の財政負担の拡充を望むところであります。以上です。 

○吉 澤（1番） 

 今、お金の公平ということについてまで言及いただきまして、次に私触れるつもり

だったんですが、一人当たりいくら、それが違うからおかしいっていうことはとれな

いという町長の見解だったと思いますけれども、まったくそのとおりだと思います。

ただこれを公式見解として出している文書があるんですよね。3 年前の教育委員会の

小中学校のあり方検討委員会の提言です。「学校規模の違いによって児童一人当たり

にかける経費の公平性を大きく損なわないように」という記述があるんですよ。教育

長さんはですね、学校によって子ども一人ひとりにかけるお金が違うのは問題という

ようなことは、教育の理念に反するので言わないでほしいっていうことを言われたと
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か、どこかに書いてあったと聞きました。言われたんだと思います、私聞いて。なる

ほどそのとおりだと思いましたよ。学校が小さくなるほど大きな学校に比べて一人当

たりの経費が大きくなるのは当たり前です。ですけれども小さな学校が大きい学校よ

りも長く授業をやったり教える教科が多いんですか、町から多くお金をもらって豪華

な修学旅行に行ったり豪華な給食を食べているんですか、そういう不公平があるんで

すか、同じ義務教育を平等にやっているはず、町長さんが言ったとおりですよ。憲法

はそのことを保障しています。この不公平論ちゅうのは義務教育を受ける学校の規模

が違うのは不公平と言っているようなもんで、解決しようがない無理筋の感情論では

ないかと思います。またこういう考えが普遍されると、医療や福祉ほとんどの行政サ

ービスが公平にできなくなります。一人ひとりにどれだけ税金支出をしているんだ、

それが不公平にならないようになんつったらサービスが公平に逆にできなくなりま

す。町の子はどの子も平等に義務教育が受けられる、平等こそが必要だと考えるべき

ではないかと思います。質問したかったんですが町長が答えてくれたので、不公平論

についてはそこに留めて 3 番目にいきます。学校と地域、まちづくりについてです。

町の基本構想の一部である川島地区の地域計画っていうのがあります。私今度初めて

見していただきました。そこには優先課題に子育て世代に魅力ある地域づくりを挙げ

ています。川島小学校の特色ある教育を支援しますと定めています。これは川島住民

のワークショップ、何回かのワークショップを踏まえて町がまとめたものです。川島

小学校の存続を前提に地域振興を図るという方針です。教育委員会の川島小学校を廃

止の見解はこれと矛盾するわけです。地域計画のあとに作っておられますけれども、

矛盾しているんですよね。実際に川島のある耕地には 3世帯 9人の子どもが子どもさ

んを連れた 3世帯が転入してそのうちのお二人は総代もやっているそうです。耕地の

総代。若い人が地域の役を担って子どもが増えて耕地の雰囲気が変わってきたと喜ん

でおられました。川島の元議員の方からは「川島小がなくなれば区が衰退することは

明らかだ。区が自治能力を失って町のお荷物になっていく。町民や町外の人が川島に

レクリエーションや観光に来たときに、田んぼや畑が草ぼうぼうで廃屋が目立つよう

な区になっていって良いのか、そういう問題でもあるということをぜひ考えてほしい」

と言われました。このことは議会で質問してそのときの教育長は「児童が最後の一人

になっても川島小学校はつぶしません」と明言されたそうです。そういう決意、取り

組み、歴史の中できてるわけです。地域に小学校があるかどうかは町長私案にもあり
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ますけども、その地域が子育て世代に選ばれるか、子育て世代がその地域で住み続け

るかどうかを左右する重要な要素です。地域の振興と学校の存廃は切り離せない問題

だと思います。川島小学校を廃校することは地域と町の振興にはマイナスになる、や

るにしてもそのことは明記した上で考えなくてはいけないと思います。もう一つの論

点、地域の子どもが減りだから小学校をなくす、そうするとますます地域の住民、子

どもが減る、これ尻すぼみの議論なんですよね。全国には廃校した地域に若い世代が

転入してきて小学校を再開した、その再開を地域みんなで祝ったっていうようなニュ

ースも聞きます。このように学校の存在が地域に与える影響は大きいわけですがそこ

で質問です。川島小や小規模校が地域に与えている影響、仮に廃校した場合に地域が

与える影響をどう考えているでしょうか。 

○町 長 

 はい。私自身、川島小の存廃問題と移住定住の関係ですね、切り離して考えるべき

だという現在は心境の中では考えを整理しているところでございますが、もともと川

島小の問題以前にやはり川島地区の皆さんが何を一番将来的に心配していたかとい

うと、やはり地域の人口減少、当然人口減少対策委員会ができて何とかしてこの地域

が永続できるそんなような取り組みが、町内の中で真っ先に始まったのが川島区だと

認識しております。そういう中でやはり地域が永続するためには、当然そこに入って

きていただける移住の皆さんへの受け入れ態勢も最もなんですが、やはり一番大事な

のは子育て世帯の皆さんが来ていただければ、小学校児童も増えて永続性が保たれる

そんなような考えもあるのも事実かなと感じております。そういう中でただ今の質問

でございます。3 年前に存続させたいとお願いしたのもですね、そん時たまたま宝島

社の発表で辰野町が住んでみたい田舎暮らしで、シニア世代の部門ではございました

が一応評価の中では全国 1位、日本 1位に選ばれた、そういう中でそういった気運を

ですね何とか取り込みたいなという思いもあったのも事実であります。そういう中で

シニア世代には選ばれる町かもしれませんが、できることなら若い世代、子育て世代

の皆さんにも選ばれてほしい、選んでほしいそんなような思いで 3年前スタートさせ

ていただきました。先ほど来話が出ておりますように県の移住モデル地区の認定もさ

れたり、また地域おこし協力隊の皆さん、また集落支援の皆さんも含めて、またまち

なかで活動している各種グループ、団体の皆さんもですね、川島区という川島地区と

いう一つのフィールドの中で、いろいろな若い人たちの取り組みも行われるようにな
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りました。一目で見ると非常にですね若い人も関心を持ってくださってる地区になり

ましたので、3 年前ともぜんぜん違いますよね、そういった動き事態は非常に私もこ

れだけは誇り自慢できる動きだなと思っております。ですんで今後考えたときにです

ね流れは非常にいい流れできてる、それが私も私案の中で一言だったんですが好循環、

決してマイナス負の連鎖ではない、むしろプラスの今連鎖が続いておるとそんなよう

な認識でおります。さていろいろ話もしてますですけど、ただ一つ懸念されるのはや

はり川島小学校が存廃問題で存続させる、あるいは廃校にして西小学校に統合するど

ちらを選んでもですね、一つ 1番やはり心配しているのは小学校がなくなるこのこと

は、実をいうと地域のやはり衰退のイメージがやはり逆に発信されてしまう、近くに

はかやぶきの館はじめいろいろな観光施設、観光資源もいっぱいあるところですが、

何とかそういった方面にも負の連鎖が及ばないようにしていかなければいけないと

いう思いもございます。ちょっと話がどんどん飛んでいってしまいますので、ここら

辺にしたいと思いますが、やはり再度言いますと小学校を廃止する、これは非常に区

内あるいは区外に対しても相当強力な強烈な、ちょっとインパクトといいますか印象

付けが始まってしまうなという心配だけはございます。以上です。 

○吉 澤（1番） 

 切り離して考えるべきだということも言われましたし、関係があるということも言

われたかと思うんですけれども切り離せないですよね、間違いなく。新山小学校、保

育園がなぜ復活したのか、地域住民がどういう取り組みをなぜしたのか、あるいはも

う全国の例を見ても明らかですよね。だからさっきからあとで触れるつもりなんです

が、この地方行政法では職務権限としては学校の存廃は教育委員会としているんです

けども、地方自治の仕組みの中では教員側だけで決めてはいけないと、首長が判断し

議会がまちづくり全体を踏まえ町民の意見を踏まえた上で、決定しなきゃいけないと

いう仕組みにしてあるんですよ、関係あるからです。ぜひその点を重く考えてリアル

に見てっていただきたいと思います。学校問題の最後、今後の進め方について質問し

ます。今私言い始めましたのでまずその点からいきますね。その仮に川島小学校を廃

止するという場合あるいは南小と西小を統合するという場合、町長が川島小学校廃止

条例あるいは南小学校廃止条例を議会に出し、それをこの議会で議論したうえで可決

しないとできませんよね。そういう点では教育委員会といえどもまた町長といえども

そこだけで決めて進める問題ではない。主人公である住民の意見をできるだけ多段的
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に集約したりしてやっていく必要があるとそういう関係だと思いますが、この川島小

含めた学校の統廃合問題、将来像問題について町長、教育委員会、議会の関係どのよ

うに認識されておられますでしょうか。 

○町 長 

 はい。教育の政治的中立性の確保が大前提でありまして、学校の存廃あるいは適正

配置を含め教育の方針を決め執行する権限と責任は教育委員会にあると考えており

ます。一方で町長としての自分の役割でございますが、教育行政に議案提出あるいは

予算編成等に携わる立場で町政全体にも考慮しながら、民意を反映させるため積極的

に意見・提言を行うことだと認識しております。総合教育会議がその意見交換・協議

の場であり、両者で議論する中で教育の方向性を一致させて執行する必要があるもの

と考えております。最後に議会の関係をお話させていただきますと、議会は教育長・

教育委員の任命にあたりその資質や適正をチェックし、予算審議などを通じ教育行政

の執行状況についてもチェックする、また教育行政に対するチェック機能の役割を担

っていただいているものと認識しております。 

○吉 澤（1番） 

 実際には武居町長名で廃止条例を出すか出さないかということになり、それを可決

するかしないかという民意を集約した上で、責任ある判断をする責任が議会にありま

すので、今後は大いに議会もこの問題について研究もし、関わって検討していかなき

ゃいけないそういうふうに感じております。ちょっと視点を変えましてですね、この

間私 2 年前に川島にお邪魔したときには、まあその方のお孫さん子どもさん家庭が、

西小に通うために家から出ちゃったという家にたまたま飛び込んじゃって「とんでも

ねえ町長だと首にしてくれ」と私言われた方がいるんですけども、今日また聞いたら

ねちょっと考えが変わってきてるらしいんですよね。「町長の移住定住施策はいい」

と「それも何よりもまずできることを改善できることからやっていったらどうだい」

という話もしたと、私もなるほどだと思います。この川島小含めた町の小中学校の存

廃、将来像を考える上で、できることからまず改善着手するという点で質問します。

あとで小澤議員も質問通告してますが、私関係あるのでやらしてもらいます。川島か

ら西小に通学している方を含めてですね、辰野町では教育委員会が認めれば指定校変

更できることになっていますね。この指定校の変更を認めた課程には町として通学へ

の支援を行うというふうにしてはどうかということです。スクールバスが利用できる
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ならスクールバス、それが無理だったら通学費を補助するなどです。そうすれば同じ

川島区民で小学校に通わせるのに、町から財政的な支援を受けている家庭と受けてな

い家庭というその矛盾はなくなります。この点どう考えておられるでしょうか。 

○議 長 

 吉澤議員、質問事項ないので町は答弁しません。 

○吉 澤（1番） 

 失礼しました。それでは次にいきます。今後の話し合い、検討の進め方のまず姿勢

です。川島小学校の保護者や地元は川島小の存続を願っているわけですよね。川島小

存続委員会は 2月に町長さんに改めて存続の要請文を出しておられます。この存続委

員会の会長は区長、副会長は副区長これに各耕地の代表者、PTA、川島振興会、川島

未来会議など区の主な団体の代表者が入って、この段階で改めて川島小を残してくだ

さいと言っているわけです。一方で川島小学校以外に子どもを通わせているご家庭も

おられることも事実です。こういうところが難しくてなかなかもめているとこなんで

すけれども、私先日、総合教育会議を傍聴して実はびっくりしました。町長と教育委

員の意見と姿勢がここまで違うのかと、何人かの教育委員さんが町長私案をここで撤

回してくださいと言われたことも違和感を感じました。総合教育会議ちゅうのは町の

教育の基本方針を協議して、事務を調整する会議というふうに法律上位置付けられて

いますよね、そういう役割ですよね。これに町長としてはこういう私案を検討しても

らいたいちゅうことで出したということが事の正確だと思います。それが何かあたか

も町長が決め付けた方針で、これでいくんだっていうような受け止め方がされてきて

いる、あるいは発表の仕方にそうふうに誤解を生む要素のある稚拙さがあった。その

ために今、余計混乱が広がっているという面がありますが、総合教育会議に対して町

長は提案したわけですよ。提案することはできますよね、しなきゃいけないし 3年間

待ってくれ検討すると言ったわけですから、それに対して提案を撤回してくださいち

ゅうのはですね、検討も議論も深まらない、総合教育会議の役割が果たせなくなるん

じゃないかと危惧しております。町民の中にも川島小の存廃については大きな意見の

違いがあります。だけどもこの意見の違いの元には、私が一番最初に述べた川島小学

校が学校として果たしている、実際に役割についての事実認識の違いがあるんですよ。

「あんな学校じゃあだめずら」という人と「うーん、良くわからんな」という人と「い

ゃあ、おかげさまで本当に子どもにいい教育してもらってます」という人で事実認識
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の違いがあるんですよね。ここまず埋めていく必要があるし、それから川島小学校に

何となくお金をかけすぎてんじゃあないかと、このことも舟橋議員、私も触れました

けれど事実はどうだ、このお金の意味は町の財政の中でどうだと、これを共通認識に

して議論をしていけば意見は異なるかもしれんけど、話は深まるし結論もより練れた

ものになっていくんじゃないかと思います。この多くの町民が今この問題について出

されている疑問や要望にできるだけ町長、総合教育会議、教育委員会はできるだけ答

えて、多くの町民が納得できる根拠のもった結論を出すためにはこういう事実認識を

することと同時に、お互いがなぜそういうのかちゅうことを理解しよう合おうとする

と、尊敬した上で理解し合おうとそういう姿勢での検討が必要だと思うんです。この

過程を手間隙かけてやっていくことが必要だと私は思います。今川島小学校の廃止の

方針を出すことはあまりにデメリットが大きい、その必要はないと感じております。

3 年前に存続の検討を依頼したときに、学校の子どもが増えれば残すというような言

葉にならないけども、そういう町長の方針もあったかもしれませんけども、増えなく

ても残す必要があるんじゃあないかという検討を、これからしていく必要があると思

うんですよね。実際にほかの学校がどんどん減ってる中で維持したわけですから、少

し増えたわけですから。ここしばらくはこの程度の学校規模でいける見通しも持てる

面があるわけですから。この程度の学校でも残す価値があるんじゃないかという検討

をしていく必要があるんじゃあないかと思います。そういう大きく意見が違っている

問題をできるだけ多くの町民がその検討過程が共有できて、そして納得が広がってい

くようにですねこれは質問と提案なるんですけども総合教育会議で公開している部

分、これはこの一般質問と同じようにユーチューブで見れるように公開して情報提供

したらどうでしょうか。そういうことをその提案しますけれどもいかがでしょうか。 

○町 長 

 はい。過日の総合教育会議の場でもですね、私の方から反省の弁とあと現在のそれ

ぞれの職務権限含めた形での話もさせていただいたことを、ちょっとあえてまたお話

させていただきます。総合教育会議はおっしゃるとおり民意を反映した教育行政の推

進を目的に、教育委員会と私が互いに意思疎通を図り教育の課題やあるべき姿を共有、

一致させるための議論の場であります。表明の仕方は本当に唐突過ぎたとか本当に反

省すること仕切りでございますが、今回の私案もその一環として提言したものとして

ご理解いただければと思います。ただし方針や支持あるいは教育委員会に実行を強い
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るようなものではありません。課題や問題点も多く実現が厳しい内容が多いであろう

と思いますが、今回をきっかけにして今後の教育に何が必要となるのかをみんなで考

えるきっかけとなって、少しでもより良い教育環境の実現につながればと願うところ

であります。今回の私案の扱いについても 4月に考えをお示しすることとなっており

ます。現時点では詳細にわたる明言は控えさせていただきますけれども、今後さらに

検討を進める必要があれば教育委員会ともまた相談しながら、いろいろな審議過程等

も含めてですね、そういったことも話し合っていきたいなあと考えております。以上

です。 

○吉 澤（1番） 

教育委員会はですねこの 3年間は地元川島小学校の保護者や子どもや地域住民の声

を、こう改めて聞くというような形のことは特にやってこられなかったとお聞きしま

した。町長の 3年間の取り組みを見守るということかなと思います。ですがなおさら

ですねこれだけ大事な問題、もう教育環境も変わりコロナという社会になりそして少

子化も進んでるっちゅう中で、この時点で考え直すわけですから改めて教育委員会あ

るいは総合教育会議としてもですね、当事者の声を聞いて専門家の声も聞いて、それ

を町民にできるだけ情報共有する形で可能な範囲でですよ、お母さんお父さんが意見

を発表するところ非公開してくれっちゃあそれしょうがないですけども、やっていく

べきではないかと考えるわけです。そうしていくことが将来につながる議論になって

いくと考えます。本当にこれだけ深刻な町長と教育会議の意見の対立がある中で、総

合教育会議だけで話がまとまるのかなと思いまして、私なりに考えた提案をして見解

聞ければ聞いて終わりにしたいと思います。学識経験者やですね町長、教育長以外の

住民も入れた幅広い検討会を別につくって、そこでも検討していくあるいは希望する

町民が参加できるワークショップをつくって検討していくと、もちろん総合教育会議

の法律的な位置づけはありますし、そういう会議に諮問・答申を求めるんじゃあなく

てそこで大いに検討議論をしてもらう、事実確認をしてもらうとそのことは町民だけ

じゃあなくて総合教育会議、首長も教育委員会も学びながらやっていくと、そういっ

た中で総合教育会議の議論を深めていく方法もあるんじゃあないかなという思った

次第です。見解を求めたかったのですが時間でありますので、以上で私の質問を終わ

り 

ます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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○議長 

ただ今より暫時休憩といたします。再開時間は、12時ちょうど、12時 00 分といた

しますので、時間までに入場をお願いいたします。 

      休憩開始    11時 44分 

      再開時間    12時 00分 

○議長 

 再開いたします。質問順位 3番、議席番号 3番、瀬戸純議員。 

【質問順位 3番 議席番号 3番 瀬戸 純 議員】 

○瀬 戸（3番） 

 それでは通告に従いまして質問をしていきたいと思います。はじめに新型コロナウ

イルスワクチン接種及び感染対策の拡充について質問をしていきます。65歳以上の高

齢者、辰野町では 7,406 人を対象に辰野病院を会場にした集団接種を、平日の午後と

土・日・祝日を対応で 1日 100人に接種を検討していると 2月の時点で発表がありま

した。近隣市町村ではすでに 65 歳以上の高齢者のワクチン接種について接種場所や

会場までの移動についてなどアンケート調査が行われていると新聞報道も同じ時期

にされました。そんな中報道がされる以前から不安の声もありましたが、辰野町とは

いったいどうなっているのか、情報があまりなくて疾患のある方が多い高齢者は特に

心配、不安に思っています。「副反応が心配だからかかりつけ医に接種してほしい」、

「車がないが辰野病院まで行かなくてはいけないのか、どうやって行けばいいのか」、

「接種場所を増やして歩いていける場所でやってほしいな」などの声を私も数多く聞

いてきております。そこで質問です。接種場所などの変更が以前の発表からあるのか、

そしてかかりつけ医での接種、そして高齢者施設など公民館などでの接種ができるよ

うになったのか、そして外出困難な在宅介護をされている高齢者、自宅から出られま

せん。接種希望した場合往診による接種は可能なのか、車のない高齢者、辰野病院ま

での移動手段はどうするのか、そして一番、予約方法はどういうふうにするのか、そ

の点についてお聞かせください。 

○町 長 

 はい。詳細な細かな部分についてはまた担当課長の方からご説明申し上げますが、

私の方からは概略的なお話をまずさせていただきます。すでに国が示す接種順位に基

づきワクチン接種が始まっております。その順位は最初に医療従事者、次いで 65 歳
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以上の高齢者、以降は高齢者以外の基礎疾患のある方、高齢者施設等の従事者そして

それ以外の方の順となっております。国からの明確なスケジュールが示されない中で

はありますが、ワクチンが届き次第速やかに接種できるよう、辰野町でも先月 2 月 1

日にワクチン接種対策室を設置しまして、接種のために必要な体制整備と計画の策定

を行っております。一時新聞紙上に辰野町では接種開始時期が遅れるとの記事が掲載

されましたが、これは報道機関の誤りであり翌日に訂正がなされたところであります。

町の計画では国の指針に基づき、まずは 65 歳以上の高齢者を対象に、町内医師会の

先生方にもご協力をいただき辰野病院を会場とする集団接種を行いたいと考えてお

ります。河野太郎大臣からは 4 月 26 日の週から、すべての市町村にいきわたる数量

のワクチンを配送したいとの発言がありましたが、当面は確保できるワクチンの量に

限りがあることが予想されるため、辰野町へのワクチンの分配量や一人が 3 週間あけ

て 2回接種できる体制を見極めながら、接種開始日を検討していきたいと考えていま

す。現在 65 歳以上の方を対象にワクチン接種券、クーポン券これと予診票を作成し

ておりまして、今後国が示すスケジュールに沿って順次お送りする予定であります。

ワクチン接種は無料ですが接種を希望される方は、この接種券がお手元に届いた後に

予約をしてから接種を受けていただきます。予約の方法としては 3つ予定しておりま

すが、まず無料通信アプリの LINE、あと Webですねホームページでの Web、あと 3つ

目が電話この 3つによります予約を予定しております。ワクチンの供給時期や供給量

など国から出されるスケジュールが日々変わるため、住民の皆様には接種の開始時期

や予約方法についてのご案内ができない状態が続いておりますが、今後も安心してス

ムーズなワクチン接種ができるよう体制整備に努めてまいります。 

○保健福祉課長 

 それでは瀬戸議員の質問にお答えをいたします。まずかかりつけ医での関係でござ

いますけれども、今回辰野町での接種体制につきましては町内医師会の先生方とも検

討した結果、重い副反応にも緊急対応が可能な辰野病院において集団接種の方法から

始めることが良いだろうということで決めました。町内医師会の先生方には自分の医

院ではなく当番制で辰野病院に出向いて集団接種をしていただくことになりますの

で、当面は辰野町にお住まいの方は辰野病院一箇所で接種を受けていただくことにな

ります。続きまして在宅介護者や寝たきりの高齢者についてでございますけれども、

在宅介護をされている高齢者や寝たきりなど家から出ることが困難な高齢者につき
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ましては、往診時に接種していただくことも考えられますけれども、現在想定されて

いるワクチンには特性もありまた接種後の副反応の対応等に課題があるため、往診時

の接種については現状では見合わせざるを得ない状況でございます。今一番心配して

いることは、ワクチン接種による重篤な副反応が起こった場合の緊急対応です。今後

ワクチン接種が進みワクチンの安全性や副反応への対処が確立されてくれば、かかり

つけ医の先生による個別接種等もお願いできるのではないかと考えております。続き

まして高齢者へ入所されている方についてですけれども、高齢者施設の入所者へのワ

クチン接種につきましては、辰野町が実施主体となって行ってまいりますけれども、

この場合には接種していただくには接種医、先生がワクチン接種をするという契約を

結んでいただいた医療機関に所属していることが条件となってまいります。特別養護

老人ホームの例をとってみますと、接種会場は一つに町が設ける会場辰野病院が想定

されます。二つ目にワクチン接種をするという契約を結んでいただいた医療機関、そ

れから施設内での接種ということになりますが、施設内で接種をする場合には先ほど

申し上げましたように、嘱託医等の先生がワクチン接種をするという契約をした医療

機関に属していることが条件になってまいりますので、この三つのうちどこかを選択

することになってまいります。また認知症グループホーム等につきましては、医療機

関受診可能な方については自身で接種施設を選択していただく方法と、あとは施設内

で接種をすることになりますけれども、いずれにいたしましても介護施設等に入所し

ている方については、集団接種会場に来ていただくことは現実的には困難であります

ので、その施設の嘱託医等にワクチン接種をしてもらうのが適切であると考えており

ます。今後医師会の先生方にはこのことについて説明を申し上げて、ご協力いただけ

るようお願いしていきたいと考えております。また施設入所者や家族に今後接種希望

等の有無を確認する予定でございます。一人暮らし高齢者だけの世帯の方への説明等

につきましては、民生委員さんですとか介護サービスを使っている方については、ケ

アマネージャー等にも声をかけていただくようお願いをしているところでございま

す。以上です。 

○まちづくり政策課長 

 続きまして会場までの移動手段の確保につきましては、公共交通担当のまちづくり

政策課で検討してまいりましたのでお答えしてまいります。65歳以上の高齢者に対す

るワクチン接種にあたり、運転免許を持たない方、また家族や知人からの移動支援が
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受けにくい方、自家用車の運転に不安のある方などを対象に安全・安心にワクチン接

種ができる環境を整えるため、移動手段の確保を図ってまいります。地域を循環させ

るバスによる移送とタクシーによる移動との 2案を検討しましたが、バスによる移送

には多くの課題があるためタクシーによる移送としました、してまいります。また事

前予約の仕組みを加えまして、同じ時間帯の接種者が乗り合う方式の運行スタイルで

対応することとなります。接種者は希望するワクチン接種の予約日に合わせて、タク

シー事業者に電話予約をしてもらう必要がありますけれども、ドア・ツー・ドア（戸

口から戸口）で通常のタクシーと同様に乗車することができます。接種日の数日前ま

での予約が前提条件になりますけれども、効率的なルート設定により配車を配置し接

種者の移動時間の負担をできるだけ軽減できるようにしたいと思います。また万が一

の体調の変化に対しましても、迅速に対応できる形態でもあります。平日は小型タク

シー数台で対応し、休日などにつきましては大きなタクシー、ジャンボタクシーも導

入しながら移送することも含め検討してまいりますが、詳細につきましては運行事業

者との協議を経て、今後ワクチン接種者に送付する通知に添えてご案内をしてまいり

たいと考えております。以上です。 

○瀬 戸（3番） 

 はい。表には本当に出ていない部分を今お話いただきました。ありがとうございま

す。ですが皆さんも報道でご存知だと思います。箕輪町はもう 2 月の 10 日の時点に

今言われたことをね、ある程度まとめて 65 歳以上の箕輪町民の皆さんにね意向調査

を出しているんです。その発送・回収・集約っていうのは本当に大変な作業だと思い

ます。仕事だと思いますが、やはりとても手間がかかることだと思いますが、高齢者

対象は 65 歳以上の高齢者なんですよね。本当に町民の側にたって高齢者に優しいこ

う意向を聞く、まずは聞く「こういう計画がある中皆さんどうしますか」っていう意

向を聞く、そういうやはり町民の側にたった接種の準備っていうのは本当にすばらし

いなと思っているんですけども、辰野町これから始めるということだと思いますが、

クーポン券、予診票を作成して郵送するという形だと思いますが、その中でも今いろ

んなことが接種を受ける 65 歳以上の町民の皆さんにお願いしなければならないこと

がたくさんあるということがわかりました。特に電話予約、LINE、そして Web を使っ

た予約、これ 65 歳の皆さん使える方もいらっしゃると思いますが、これ電話以外が

どれだけこう皆さん使っていただけるのか、紙ベースはないのかということをちょっ
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と以前お聞きしたら、紙ベースの予約は行いませんということだったので、今町長が

最初にね答弁いただいたとおりだと思うんですが、これはちょっと高齢者に対してあ

まりにも優しくない対応だと私は考えています。もう一つ移動手段ですが、これもバ

スではなくタクシーによる集団、乗り合わせての移動ということ本当に考えていらっ

しゃると思うんですけれども、これをやはり予約するのもその接種を受ける方、この

日に受けたいなあ、うちのほうに電話をしたけどそのルートではちょっといけません

と言われたときに、さてどうするんですかっていうところも、私は本当にお聞きした

いなと思うんですが、ちょっと時間がないのでそこまでは質問しないんですが、やは

りこの箕輪方式っていうんですかこう呼んではいけないと思うんですけども、箕輪は

本当に接種をしたいかしたくないか、希望するかしないかから始まって移動手段、箕

輪町はね 10 箇所以上の接種場所があります。そういうところのどこにならいけるか

とか、どんな手段でその病院や接種場所まで行くかとか、もしその日がだめでもほか

の日に変更してもいいかとか、本当に項目をたくさんある中の接種の意向調査をして

ます。ぜひともねこれまったく同じにしろとは私も言いませんが、町、町民の本当 65

歳以上の方の立場に立ったこの意向調査、ぜひ辰野町でもやっていただきたいと私は

要望したいと思いますが、その点についての町の考えをお聞かせください。 

○保健福祉課長 

 新聞報道等それから私たち担当者の間でも、上伊那全体で共通認識をもとうという

ことで、いろいろ情報交換をしておりますけれども、やはり予約方法それから個別接

種・集団接種の方法、医療機関の数等によって市町村いろいろ事情がございます。辰

野町の場合は接種会場 1 箇所ということで、交通手段を準備してきていただくという

こと、それから事前に予約接種するかしないかの意向調査を必要とは思いますけれど

も、早い段階では住民の皆さんは何をもって接種をするかしないか、その判断材料が

乏しいということでしてまいりませんでした。それから一人の方が 2回を接種するこ

とが前提になってまいりますので、あまり前半の方にきっちり人数をつめていって、

最初に 1回目を接種した人が 2回目に接種を受けようと思ったときにワクチンがない

ということでは、これワクチンの用法とは異なってしまいますのでその辺予約方法を

柔軟に考えたいということで検討してまいりました。ここで予約方法につきましては

先の臨時議会で補正予算お認めいただきまして、業者選定がまもなくできますので

LINE等の使い方についても、そのイメージをもってお知らせをしたいと考えておりま
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す。LINE等につきましては高齢の方に馴染みがないかとも思われますけれども、この

コロナ禍において家族とのやり取りに LINE 入れた方も多いようですし、またご本人

が使えないようでしたら家族の方に代わって予約をしていただけるよう、なるべく電

話での予約が殺到して混乱が起きないような方法を考えておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。以上です。 

○瀬 戸（3番） 

 はい。電話での混乱を避けたい、いったい何台設置するのか本当に私はそことても

疑問です。先ほど先にちょっと答弁もいただいたんですけども、高齢者の皆さんが対

象なので民生委員やケアマネージャーさんたちのね、力を借りてやっていくという話

がありました。ちょっと 3 つ目の質問が私そこにくるのかなあと思うんですけども、

やはり一人暮らしの高齢者の方や、高齢者だけの世帯という家庭も世帯もあると思い

ます。接種の説明から予約をするところまで、本当にその通知がきたとしても本当に

わからない方が結構大勢いるんではないかと私今から考えます。そんなときにこうど

うでしょうか、先ほども民生委員やケアマネージャーさんの力も借りるとは言ったん

ですけども、その部分についてどこまでこう手伝ってもらえるように、どんな方にお

願いをしていくのかもう少しその点についてお聞かせいただければと思います。 

○保健福祉課長 

 はい。民生委員さんですとかケアマネージャーさんにお願いするといっても、ご本

人の意思の接種の意思の確認までは当然できませんし、そこまで求めるものではござ

いません。もしそういう情報があれば私どもの方に連絡いただいて、私たち職員のほ

うからその該当者のところに説明等をしたいと考えております。 

○瀬 戸（3番） 

 すいません。やはり町こちらに連絡があってからの対応というのが、どうも辰野町

の今回のコロナのこのやり方かなと思うんですけど、ぜひね民生委員さんの力を借り

てください。本当に一人暮らしの高齢者の方、高齢者だけの世帯の方のお宅にはぜひ

ね訪問していただいて、一緒にねその何ていうんですか予約なり、どういうふうにし

たらいいのかっていうことも相談したりできるようにぜひお願いしてください。そし

て町の保健福祉課の職員の皆さんも、ぜひね町民の側に出向いてください。対象者は

高齢者です。本当に自分たちで LINE を使えたりとか Web 使えたりする、すぐ内容が

わかるというね方ばかりではありません。ぜひねその点も要望して次の質問に移りま
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す。次は高齢者施設、訪問介護デイサービス事業所の職員への接種について質問しま

す。高齢者施設等の範囲は入所、居住する特別養護老人ホームや老健、グループホー

ムなどで訪問介護ホームヘルプサービスですね、通所介護、デイサービス事業者は含

まれていません。訪問や通所介護がストップしてしまったら在宅介護ができない利用

者さん事業所の職員の皆さんから、同じように接種をしてほしいとの要望をお聞きし

ています。その点について町の考えをお聞かせください。 

○保健福祉課長 

 今回の予防接種の優先順位の中に高齢者施設等の従事者が記載されておりますが、

国はこの従事者の中に訪問介護やデイサービスなどの在宅系サービスの従事者は含

まない、対象外であるとの見解を出しております。今回のコロナワクチン接種につき

ましては、国主導の下で全国的に円滑な接種を実施することを目的に行われているも

のでありまして、辰野町でも国の見解に沿った対応をしていきたいと考えております。 

○瀬 戸（3番） 

 はい。その点が本当に今国会の方でもねその話、論点でこう話し合われていると思

うんですけども、ぜひともねここ区別しないで、ぜひ高齢者関係そして福祉施設に関

係する職員の皆さんには、ぜひともね優先的な接種をしていただけるように要望した

いと思います。次なんですけども接種に相談窓口についてなんですけれども、接種に

対する不安とか副作用や接種方法の相談など、窓口は特別に設置をするのかどうかお

聞かせください。 

○保健福祉課長 

 報道等で全国の自治体の接種の訓練の様子ですとか、副反応のことが報じられてお

りまして不安を感じている住民の方も多いと思います。今回のコロナワクチンについ

ての相談窓口は、国・県・町が役割を分担して対応することとなっております。ワク

チンの総合的な問い合わせにつきましては、国、厚生労働省でございます。またワク

チンの効果や副反応等専門的な問い合わせは県、予約や接種場所等の一般的な問い合

わせは町へご相談いただくことになっております。町ではまもなくコールセンターを

開設する予定です。また県でも窓口開設の準備を進めているということでございます。

準備が整い次第お知らせをいたしますが、それまでの間は町保健福祉課ワクチン接種

対策室が対応してまいりますのでよろしくお願いします。 

○瀬 戸（3番） 
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 はい。本当に 3箇所で分担して本当に接種する方に優しくない相談窓口だなと思い

ます。本当にできれば町 1本、ここに電話して不安をぬぐってそして接種ができるっ

ていう、そういう窓口をね設置していただきたいです。どうしてもこう役割分担とか

ってなって何箇所も電話しなきゃいけなくなっちゃうんですよね、今課長の答弁だと

ね。国の方からそういうふうに言ってきてるからしょうがないんだと言われればそう

かもしれませんが、ぜひ町の方に相談があったら対応できる範囲、副反応についても

詳しく医学的にとはいわないとしても不安をね、少しでもはらうことができるような

対応もできると思います。ぜひねうちでもし電話がきても、この電話では対応できま

せんみたいな対応しないように、ぜひ本当にやさしい対応でやっていただきたいと思

います。4 番目の感染対策の拡充については時間の関係で、ちょっと質問の方は省き

たいと思いますが要望としてお話させていただきます。このワクチン接種をすれば

100％大丈夫というわけではないと言われています。引き続きの感染予防を行ってい

くべきと私も考えます。町も考えていると思います。本当に今回のワクチン接種の委

託費用っていうものは、単価はインフルエンザワクチンの予防接種費用よりも比較的

低く抑えられています。本当に辰野町は辰野病院で接種をするんですが、協力してく

れる民間のねお医者さんたちもいらっしゃると思います。そういう方たちにやはり接

種費用が低く抑えられて収入も減る、そしてやはりまだまだ通常診療の抑制が続いて

いる、減収が続いているという中で医療機関への国からの支援や、国の責任での医療

介護従事者への PCR検査など、本当に国がやってほしいことがたくさんあります。そ

のことをぜひ国へ発信していただきたいと要望して次の質問に移ります。次は生活困

窮者への支援、貧困対策について質問します。全国的にもコロナ禍で生活に困窮する

方たちが増えていると報告されています。そこで生活保護申請を厚生労働省もためら

わずに申請を、ホームページでは申請は国民の権利と呼びかけています。しかし扶養

照会が申請の壁になっていると、扶養照会の運用の見直しがたびたびされ、そしてま

たこの国会でも見直しがされました。辰野町の相談窓口で申請をあきらめてしまうケ

ースもあるとお聞きしています。そして何といっても辰野町のホームページには生活

保護の申請についてのページが見当たりません。私がわからないだけかもしれません

が、生活保護申請は国民の権利です。そして最後のよりどころとなる安全網セーフテ

ィーネットです。今までもこれからも扶養照会は義務ではないと考えます。そこで質

問です。辰野町、辰野町は上伊那福祉事務所に事務を担ってもらっていると思います。



40 
 

扶養照会状況をお聞かせください。 

○保健福祉課長 

 はい。生活保護に関する相談につきましては、町の窓口でも受け付けておりますけ

れども、議員ご指摘のように申請や手続きは上伊那福祉事務所が行うことになってお

ります。窓口に来られた方の相談につきましては、場合によっては伊那からこちらの

窓口に来ていただいて直接相談していただいてるケースもあります。福祉事務所に問

い合わせたところ保護の決定のための調査に扶養義務者による扶養、これは仕送り等

の援助ですけれどもこの可否の調査があるようですが、この調査はあくまでも福祉事

務所の判断によって行われているもので、強制するものではないとのいう回答を得て

おります。以上です。 

○瀬 戸（3番） 

 ありがとうございます。本当に場所、場所というかねその市は独自に持っていると

思いますので、そういう場所によってはすべてのことに関して問い合わせをするって

いうところもあるようです。上伊那福祉事務所はそうではなく必要な場合という形に

なってるとは思うんですけれども、やはり生活保護は権利です。本当に保護ってつい

いてしまうとね何か保護されているんだと思うかもしれませんけど、本当に生活の保

障ですね、本当にこれを受けた方、希望をもって前向きに生活ができるようになって、

これからがんばって仕事も見つけていこうと思っている方もいるとお聞きしてます。

本当に町民の命と生活を守ることが町の役割だと思っています。まずは安心して申請

ができるように権利として広報すること、そして国に対しても扶養照会は申請者が事

前に承諾した場合に限定するなどの、最後のセーフティーネットを奪うことのないよ

うな取り組みをしていただきたいと要望します。そしてその中でインターネットでの

ホームページですね、役場のホームページまたリニューアルもあると思います。ぜひ

この部分についてもアップをしていただきたいと要望しますが、その点についての考

えをお聞かせください。 

○保健福祉課長 

 はい。ホームページの整備ができてないというご指摘いただきましたので、その点

についても検討して対応してまいりたいと思います。 

○瀬 戸（3番） 

 はい。ぜひ早急に立ち上げてください。次に低所得者の住まい、住宅について質問
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します。今生活困窮者の質問をしてきておりますが、この住宅についても今とても高

齢になった方の住まい、低所得者の住まいがとても問題になっています。元気でひと

りで暮らしたり高齢者で暮らせる方は施設に入ることもできません。そんな中、町営

住宅の老朽化で家賃の安い町営住宅が少なくなってきました。高齢者や高齢者なんて

なくても生活に困窮している方、自家用車やオートバイなど移動手段を自分で持って

いない方はとても住む場所に困窮しております。今町営住宅として泉水団地、そして

南湯舟の県営住宅など金額的にも比較的低額な公営住宅もあるんですけども、やはり

両方とも丘の上にあって高齢者になったら、そこから町まで買い物に出るっていうこ

とにとても大変だという声をお聞きしてます。町側は町営住宅建設ではなく民間のア

パートを活用した住まいを提案していくと、ずっと答弁一般質問とかでも答弁してい

ただいてきています。低所得者向けの町営住宅を町中ですね、この平らな宮木ですと

か下辰野などの民間アパートを借り上げて整備を行うべきと私は要望したいです。そ

こで質問です。民間アパート借り上げで町営住宅とする考えがあるかお聞かせくださ

い。 

○建設水道課長 

 公営住宅は公営住宅法に基づき国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低所

得者に対し低廉な家賃で供給されるもので、地方公共団体は公営住宅を建設または民

間住宅を買い取り、借り上げをして管理を行うこととなっております。辰野町の管理

しています公営住宅の状況でございますが、4 団地 85 戸と地域優良住宅 1 団地 18 戸

が現在入居できる戸数となっております。住宅施策として辰野町公営住宅等長寿命化

計画と辰野町公共施設等総合管理計画により、現在の住宅の維持修繕と住宅の安全性

を考慮して取り壊しを進めているのが現状でございます。民間アパートの借り上げて

の整備について等につきましては、財政的な問題や建築使用部材の問題、耐震化等さ

まざまな課題が考えられますので、先進事例の調査等を進めていきたいと思います。 

○瀬 戸（3番） 

 はい。ぜひ調査を進めていただいて逆に民間のアパートの方もね、空いてしまって

大変ていう方もいらっしゃいます。ぜひホームページにも載ってますね紹介もされて

ますが、ぜひとも民間のアパートを借り上げてでも町営住宅、低家賃で入れる町営住

宅として使ってもらえるように要望したいと思います。次にマイナンバーカードの普

及促進について質問していきます。12月の議会での一般質問で「令和 3年末全町民が
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カード取得を目標に、あらゆる手段を使って普及に力を入れていく」と課長答弁があ

りました。一般質問を見た方から「マイナンバー制度の良いところばかりを広報して

いるように感じた」「カードの紛失や悪用されるのが心配だからカードは作らないん

です」「進めるからには何かあったときには責任を町が取ってくれるんですか」など

のご意見やご要望を私たくさん聞きました。実際すでに石川県などではなりすまし等

の不正利用もされています。これからますます行政民間サービスの紐付けがされてい

く計画のマイナンバー制度、マイナンバーカード所持へ多くの町民の皆さんが不安を

抱えています。「便利だから作りましょう」で作った後自己責任で片付けられては困

ります。カード取得を推進するならば、町として町民の不安をどう解決して対応して

いくのか、その点について町側の考えをお聞かせください。 

○住民税務課長 

 ただ今のご質問にお答えします。マイナンバーカードを紛失された場合、町のホー

ムページにも記載してあります、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話をしていた

だくことになります。そこで利用を一時停止することができます。一時停止したカー

ドは電子証明書をはじめとする、マイナンバーカードのすべての機能が停止されます

ので、カードを拾得した第三者がなりすまし等の不正利用を行うことは不可能とされ

ております。仮に一時停止されていないマイナンバーカードであっても、電子証明書

などカードの機能を使用するには暗証番号が必要となり、不正にデータを読み取ろう

とすると IC チップが破壊されるよう設計されておりますので、不正利用はほぼ不可

能と言われております。ただし暗証番号をカードと一緒に携帯することによって紛失

された際には、なりすまし等の不正利用につながる可能性がありますので注意が必要

となります。これは銀行のキャッシュカードでも同様でございます。このようにマイ

ナンバーカードはセキュリティーが十分に施されておりますが、住民の皆様の理解度

が低い点に関しましてはわれわれの周知がまだまだ不十分であると思われます。その

点は反省しつつ不安解消に向けて周知広報を強化しまして、安心してマイナンバーカ

ードを取得、今後のご利用をいただけるよう対処してまいりたいと思います。 

○瀬 戸（3番） 

 はい。今ね、答弁いただいたんですけれども、セキュリティーがしっかりしている、

いやいやいやこの今石川県の例を話させていただいたんですけども、これカードを作

るところからなりすましで、カードを作られてしまったという世帯があったというこ
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とがやはり報告されてます。これ国会でも言われておりました。本当にすべてに何で

もそうです、100％っていうことはないと思います。けれどもやはりこう大丈夫なん

だよというところが、今の課長答弁の中にもとても強く私感じられました。このカー

ドの取得は任意であって義務や強制ではないはずです。絶対作らなければならないも

のではないと私は思います。国会でもそれは答弁もされております。そしてやはり一

番心配するそのなりすましや一番多いのが詐欺だと言われました。そのカードを使っ

ての詐欺、そういうことに危険があるんだよということがやはり何も広報されない。

実は総務省や消費者庁では注意喚起ということでホームページにも載ってます。そし

てやはり人口の多い東京都の北区とか東京都内とかでは、やはり自分の市町村の自治

体のホームページに注意喚起等の掲載をしっかりしているんですよね。そういうこと

も合わせながら、もし進めるならやるべきだと私は考えますが町の考えをお聞かせく

ださい。 

○住民税務課長 

 先ほども申しましたけれどそういった不安解消につきましては、今後周知強化して

まいりたいと思っております。また今議員がおっしゃるとおり、マイナンバーカード

は強制的に作らないといけないものではありません。その点につきましても説明を加

えつつ、また同時にマイナンバーカードの申請を促すよう呼びかけてまいりたいと考

えております。国は令和 4年度末までに全国民に対して、カードを取得するっていう

目標を立てております。マイナンバーカードは各種手続きにおけるマイナンバーの確

認本人確認に利用されるだけではなくて、電子証明書を利用としたコンビニの証明書

交付サービス、e-Tax による確定申告など各種の利用が可能となっております。また

今後につきましても保険証との一体化がスタートし、将来的には保険証を廃止するこ

とも検討されております。また 3年後には運転免許証との一体化さらに在留カードの

一体化、国家資格証のデジタル化等々も検討されております。今後ますます利用の幅

が広がり、マイナンバーカードの所持を前提とした社会基盤の構築が検討されており

ます。したがって強制ではございませんが、なるべく多くの皆様にカードの取得をし

ていただきたいと考えております。 

○瀬 戸（3番） 

 はい。先月 28 日からカードを取得していない国民の 8,000 万人に対して国の方か

ら委託業者ですね申請書が送付されて来ています。多くの皆さんの手元にも届いてい
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るのではないでしょうか。今回国会では個人情報の保護法までも変えてマイナンバー

制度を進めようとしています。この個人情報の保護、今までは分散管理をしてなるべ

く集約できないようにして、町は条例を作るなどして個人の情報の保護を行ってきた

はずです。その流れをこの間の上位の法律の変更で少しずつやはり個人情報保護が変

えられてきてる中、行政・民間すべてを紐付けをする便利かもしれません、けれども

とても危ない危険なやはり紐付けだと私は考えます。効率化以上に大切なものは本当

に個人個人の情報それを守ること、それが行政に対して行政が本来あるべき姿だと私

は考えます。その点について町長の所見ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○住民税務課長 

 町長の答弁ということでございますが、ちょっと具体的な部分も含めて回答させて

いただきたいと思います。今議員おっしゃられましたマイナンバーにすべての情報が

紐付けられるということをおっしゃっております。ただマイナンバーひとつをとって、

すべての情報を一括して拾得するってことは不可能となっております。確かに国が進

めている中ではあらゆる情報を紐付けようとしてはおりますけれども、マイナンバー

カードをもってすべてが一括して情報を拾得するって仕組みではございません。そう

いった町民の皆様の不安につきましては、これから周知を強めていきたいと思ってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

○瀬 戸（3番） 

 もう、こっから先は国会の話になると思うので次の質問に移りたいと思います。次

は高齢者への補聴器購入補助についてです。これ去年の 3月議会で松澤議員のほうか

ら質問がありました。やはりこの要望はとても大きくて各地で署名も進められている

ところもあります。そして自治体によっては議会から意見書があがったり、長野県の

県議会では令和元年 6月に意見書が、国に公的補助制度の創設を求める意見書があげ

られております。そしてこの間近隣市町村でも動きがありました。令和 3年度予算に

中川村そして伊那市が制度創設で補助事業が始まります。3 月の議会の答弁の中で近

隣市町村の動向を見守っていきたいという答弁を課長がされております。そして南箕

輪村ではすでにもう今年度から始まっております。この補聴器購入補助、認知症予防、

高齢者の社会参加、生きがいと生活支援を目的としてぜひ辰野町でも実施をしていた

だきたい要望いたします。その点について町の考えをお聞かせください。 

○保健福祉課長 
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 はい。議員ご指摘のとおり加齢による難聴者の補聴器購入に対する助成制度につき

ましては、全国的な要望であるということは承知しております。実際に聴覚に関する

事業では新生児の聴覚検査については地方交付税が措置されたことによりまして、助

成制度を導入市町村も増えて辰野町でも一部助成をするようにいたしました。また身

体障がい者の補装具費の支給による購入についても財政措置がなされているところ

でありまして、町でもこのような財政措置がされてくれば町独自の制度も導入しやす

くなると考えております。現段階ではもう少し国等の動向を見守っていきたいと考え

ているところでございます。 

○瀬 戸（3番） 

 はい。ぜひ勇気ある決断をしていただきたいと思いますが、時間もありますので次

の質問に移りたいと思います。国民健康保険の傷病手当金及び傷病見舞金について質

問します。国保加入者への新型コロナ感染症に関する傷病手当金そして事業者、事業

をしている国保加入者の方への傷病見舞金、この適用期間が延長されたと聞きました。

いつまで延長されたのかお聞かせください。 

○住民税務課長 

 先月 2 月 19 日付厚生労働省保険局国民健康保険課から発した通知によりますと、

令和 3年 3月 31日までであったものを令和 3年 6月 30日まで期間を延長する旨の通

知がございました。 

○瀬 戸（3番） 

 実はこの一般質問の通告を出したときに辰野町のホームページは、9月 30 日のまん

まだったんです、実は。ちょっとこんな言い方をしてはいけませんが、このコロナに

関するいろんな支援ですね、本当に新しい情報、新しい情報とこう変わっていくこと

があると思います。今回はこう通告したときに課長と話したときに「あ、そうでした

ね、すぐ直します」って言って、課長の方でもすぐ手配をして 3月 3日の日にこれホ

ームページ変わっております。そしてこの傷病見舞金についてはまったくそのページ

がなかったんですね、それも 3月 3日の日に新しくページができております。これ本

当に保険です、もう感染して仕事を休まなければならなくなったとき、そのときに使

える保険ですよね。それをやはり国保加入者の方たちに提供するというものです。こ

の国保の傷病手当金だけではなくて、ほかの情報もですねこう新しく変わった更新す

るたびにホームページも変えていっていただきたいです。割と見てます、見ていただ
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いてます、本当にありがたいと思います。今はやはり高齢の方でもね高齢者の方でも

65歳以上の方でも、携帯で辰野のホームページとか見たりとか、それとか子どもさん

たちとお孫さんたちと一緒に見たりする方もいらっしゃると聞きました。ぜひねこの

発信、町側からの発信は今回の 9 月 30 日も半年以上前になってしまうんですけど、

そういう更新されることがないような状況がないよう、新しい情報に本当に変えてい

っていただきたいということもあったので、今回これ取り止めようと思ったんですが

最後にその部分をぜひとも、今度リニューアルとは別でねこうちゃんとした更新がな

されていくように、本当に以前からもずっともう何年も前のものがホームページに載

っててぜんぜん変わってないという質問もありましたが、特にコロナ関係本当に町民

の皆さん必要とされている部分もあると思います。ぜひとも新規に変更をしっかりこ

う気をつけながら、やっていっていただきたいと要望して、私の質問を終わりにさせ

ていただきます。 

○議長 

 ただ今より昼食のため暫時休憩と致します。再開時間は 1 時半、1 時半ですので、

時間までにお集まりください。 

       休憩開始    12時 48 分 

       再開時間    13時 30 分 

○議長 

 再開いたします。質問順位 4番、議席 8番、池田睦雄議員。 

【質問順位 4番 議席 8 番 池田 睦雄 議員】 

○池 田（8番） 

 はい。本日の午後のトップバッターということで、通告に従い質問させていただき

ます。質問にあたりまして新型コロナ感染症第 3波の感染者数は 8月の第 2 波の減少

幅までで下げ止まり、4月の第 1波にはほど遠い状況で変異種のウイルスによる第 4

波拡大が心配されてます。町民の努力もあり幸いにも町内では感染者の発生はここ 1

箇月半ありませんが、感染経路不明や自覚症状がないなど感染拡大要素は依然残って

おります。第 1波、第 2 波、第 3波の学習から自己防衛をするも、気を緩めることが

できない現状で戸惑いも限界に近づいています。国の早期医療体制整備を待ちつつも

マスク着用や手洗い等コロナ対策を町民とともに徹底しながら、早く日常生活を取り

戻していきたいものです。さて質問に入ります。辰野町第 6次総合計画についてであ
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ります。第五次総合計画が平成 23年 10年間で将来ビジョンが「一大居住拠点都市構

想 令和 2年度住民基本台帳人口が 2万 1,000人の維持」でした。そして平成 28年に

残り 5年間を見据えた現実路線の見直しで後期基本計画が策定され、令和 2 年度総人

口 1万 8,861人を目標とされました。そこで質問させていただきます。平成 28年か

ら 5年間の第五次総合計画後期基本計画で将来像を「ひとも まちも 自然も輝く 光

と緑と ほたるの町 たつの」から第 6次総合計画、これは 10年ですけれどもの目指

す町の将来像を「一人ひとりの活躍がつくり出す 住み続けたいまち」とされました。

そこで伺います。この背景と思いはいかがなものでしょうか。 

○町 長 

 はい。平成 28年度 2016年度から令和 2年度 2020年度までを計画期間としました、

第五次総合計画後期基本計画の将来像は先ほど議員の方からもお話がございました

「ひとも まちも 自然も輝く 光と緑と ほたるの町 たつの」でありました。またま

ちづくりの合い言葉として「住み続けたい 帰りたい 住んでみたいまち たつの」を

掲げて将来像実現に取り組んでまいりました。この将来像は平成 3年度からの第三次

総合計画から継承してきましたが、平成 27年度の国勢調査において町の人口が 2万

人を下回り、予想以上に進行する少子高齢化による人口減少に対応するため、平成 27

年度には第 1期の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定され、後期基本計画で

はこの創生総合戦略を重点プロジェクトである、人口減少対策プロジェクトとして取

り組みを強化してまいりました。そこでまちづくりの合い言葉を新たにつくり、人口

減少に歯止めをかけるとともに、地域の特性を生かした住みよい環境を確保して、町

民にとっていつまでも住み続けたい町として、また進学等で町外へ出ている若者たち

の帰りたい町として将来もあり続けるため、またさらには首都圏をはじめとする町外

の人たちにとってはいつか住んでみたい町、こういったものを創るための思いをこめ

たものでありました。さてこのたび策定する第 6次総合計画では、町の将来像として

これまで同様に守り続けていく町の姿として「ひとも まちも 自然も輝く 光と緑と 

ほたるの町」を継承していきます。これは平成 3年 12月 20日に制定された町民憲章

の冒頭の部分でもあります。これに加えて以前から住んでいる方も新しく町に住み始

めた方も、さらには関係人口といわれるように町外にいても、辰野町の良さに目を向

けて関わり続けようとする人々の活動が、辰野町の特徴的な動きとして各方面から注

目を浴びるようになってきたと感じていることから、これからの 10年後に目指すま
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ちの将来像を「一人ひとりの活躍がつくり出す 住み続けたいまち」といたしました。

これまでの将来像が目指すべき町の姿を現しているのに対して、町民一人ひとりがま

ちづくりの主体となって問題意識によってつながりあい、協力し合って町や地域をよ

り良くしていく共創、共に創るという意識に重点をおいてきたところであります。 

○池 田（8番） 

 はい。今のお話の中で 10年を振り返って見ますと予想以上のもので人口減少が進

んだと、こういう反省の元に後期基本計画で見直されたと。また新しい時代に向けて

ですね基本的な路線は継承しつつも、今後推し進めたいというお話を伺いました。10

年ひと昔といわれ過去を振り返るということは比較的たやすいことだと私は考えて

おります。ただ将来を予測予見するこれは非常に大変なことで、またエネルギーもい

ることだと考えております。ぜひ町民だけにというよりも私たち役場職員の英知を結

集して、将来像を掲げ明るい未来を目指す希望と勇気が活力がわく総合計画を、実施

実行していただきたいということを要望いたします。続きまして日本のど真ん中まち

ブランドづくりについて伺います。自治体はどうブランド化しそれを国内や世界に伝

えるかは多くの自治体が抱える課題となっております。2018年 10月 NHKチコちゃん

に叱られるで日本の中心の中心として紹介され、辰野町は日本のど真ん中まちと改名

宣言し、令和元年 6月に日本のど真ん中ロゴが商標登録され辰野町が日本のど真ん中

まちとしてブランド化されたと思います。今後の辰野町のブランドづくりの考え方と

育成について伺います。 

○まちづくり政策課長 

 はい。辰野町の特色を生かしたブランドづくりには以前から取り組んでまいりまし

た。これが町を PRするシティープロモーションの精神の中においては、そちらがブ

ランドすることでですね町民も元気になりますし、町外からも人を呼び込むという相

乗効果があるということで認識をしているところでございます。ど真ん中プロジェク

ト、今年ど真ん中未来会議 2021というふうに形を変えて、2月からスタートしており

ますのでそういった中から、ど真ん中ブランドに関わるプロジェクトが立ち上がるよ

うな形で動きもありますので、そういったところを中心にやって組み立てていきたい

と思いますし、辰野町があらゆる施策が辰野町の特色に合っていればですね、それも

大きなブランド力になりますので、そういった認識の下で各施策を実施してまいりた

いというふうに考えております。 
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○池 田（8番） 

 はい。ひとつ伺います。辰野町のど真ん中ロゴこれは商品登録されてますけれども、

この日本のど真ん中まちっていうこの言葉ですけれども、これは商標登録こういった

ことにはされてますでしょうか。 

○まちづくり政策課長 

 はい。そちらの方は商標登録は行っておりません。はい、以上です。 

○池 田(8番) 

 はい。ここからは私の考えにちょっとなるんですけども、日本のど真ん中ロゴこれ

は Center of Japanという形で商標登録いただいてますけれども、デザインという形

でみると意匠登録の方が良かったのではないかなあ、これはそれがだめということで

はなくて一つの考え方なんですけれども、デザインとして意匠登録という形とそして

この日本のど真ん中まち、この言葉そのものは我々日本人、我々は理解できますけれ

ども世界に向かって Center of Japan といったときに、ど真ん中という印象をもって

いただけるものなのかなということをちょっと疑問に思っております。私は日本のど

真ん中 Center、これは表明しているところがご存知のとおり全国で 30箇所あったり、

県内でも 10箇所あったりこういう状況です。そこで世界に向けて日本のど真ん中こ

れをぜひブランド化する、こういう形でアピールをすると世界に向けてアピールをす

るとっていうのはどうかなということです。ど真ん中とは何だと、例えば体でいうど

真ん中とは私は心臓だと思うんです、ハートだと思うんです。こういう日本のちょっ

と俗っぽく言いますと心臓的位置にある町ですと、こういうこれはいろんな形で考え

ていただければいいのですけれども、やはりど真ん中というインパクトのあるそして

世界の人々が「ハートがある町って何」っていうような、こういう振り向きをぜひ与

えていただいてですね、逆にこれは町民にとっては今住んでいる町民の心をまたは迎

え入れる気持ちっていうのも、実はこの中に含まれるかなということも考えてですね、

ぜひこういうハートだけには限りませんけれども、日本のど真ん中まちの言葉をぜひ

英語表記を含めて、商標登録をしていただきたいってことを要望させていただきたい

と思います。次に伺います。辰野町の活性化のための森林活用と産業振興についてで

ございます。森林環境譲与税の現状と産業振興の進捗についてです。都道府県別森林

率は高知県が 84％、岐阜県が 81％、長野県は 79％で全国 3番目です。辰野町は 86％

が森林です。長野県 77市町村で 23番目、23町村で上松町等の木曽地区や山ノ内町な
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どに次ぎ 6番目にあります。辰野町の森林率は高くその活用は辰野町活性化の生命線

と考えられます。国は市町村による森林整備に必要な財源として、令和 6年 1月から

徴収される森林環境税の導入に合わせ、令和元年度から森林環境譲与税交付が各自治

体へ始められました。そこで現在辰野町にはいくらの森林環境譲与税が交付され、ど

のように使われているか伺います。 

○産業振興課長 

 はい。池田議員の森林環境譲与税に関しましての質問お答えいたします。まず当町

に関します森林環境譲与税でございます。昨年の令和元年でございますけれども 977

万 6,002円という数字のものがございまして、そちらについては使途といたしまして

は森林環境譲与税の基金の積み立てということでしております。今年度でございます

けれども今年度につきましては、まず使途でございますけれども大きく 3つ使ってい

るわけでございます。ひとつは 7 月の豪雨災害、豪雨災のときでございますけども、

林道西部線におきまして大きく崩落箇所がございまして、その際付近の沢等が倒木等

が大変大きく生じた部分がございまして、そちらの方の倒木の撤去等を委託しており

ます。そちらが約 980万円ほど使っております。また森林経営管理制度を今後ですね

利用する中で、間伐等民有林の特に人工林でございますけども間伐をする上でですね、

今後所有者に対して意向調査等を進めていくわけでございますけども、それに先立ち

ます基礎資料としまして林地台帳等を整備するわけでございますけども、その林地台

帳とあと固定資産税の登記簿等のデータを整理する委託をしております。そちらにつ

きまして 869万円ということでございます。またただ今申し上げました森林経営管理

制度のですね全体的な事業進める上でまず地区を決めていくわけでございますので、

そちらにつきましては約 233万 1,000円ということで合計 1,300万、約ですねござい

ます。全体からしますと 1,980万でございますので、残金については積み立てをする

予定でございます。以上です。 

○池 田（8番） 

 はい。それでは今後の見込みっていいますか、交付金の見込みっていうのはどのよ

うにお考えですか。ちょっと関連して伺います。 

○産業振興課長 

 はい。今後でございますけれども令和 2年、3年まで同一金額でございまして、先

ほど申し上げました最終金額 1,900万と申しましたけども、3年度が 2,080 万円令和
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4年度から 2,690万円、令和 6年度から 3,300万ということで県より通達がきている

ところでございます。ただしですね途中ここでまた国勢調査によりまして 3 つのこの

基準要素であります人口等がございますので、その人口減少の結果によっては若干の

減額が生じるんではないかというふうに思っております。 

○池 田（8番） 

 はい。今後 3,000万近いお金が交付されるということで、これの使い道、用途につ

いては今からしっかりと計画を立てていかなきゃいけないなというふうに思います。

そこで森林環境譲与税の活用事業については事業区分がいろいろあるかと思います。

その辺 2、3ちょっと紹介いただけませんでしょうか。 

○産業振興課長 

 はい。森林環境譲与税でございますけれども主なところで言いますと、多くはです

ね間伐事業でございます。特に人工林の民有林でありますところの手遅れ林等につい

ては、間伐事業等をする必要があるということでございます。また担い手の育成等そ

ちらも今後は活用をしていきたいということでございます。そのほかにもですね災害

等先ほど言いましたように災害等によって倒木がある、起きる箇所もあるわけでござ

いますけれども、そちらの方保安林事業等で解決できない部分についてもそういう部

分が使えていくという予定でございます。 

○池 田（8番） 

 はい。今担い手というお話、担い手を育成するためにも使えますよというお話です。

そこで地域おこし協力隊の活用と採用についてという形で伺っていくわけですけれ

ども、森林は植える、育てる、間伐・下草刈り含めてですね、あと切って使ってまた

植えるとこういうサイクルを回していくわけですけれども、木材の林産物を生産する

ことや山崩れなどを防ぐ国土の保全、洪水を防いだり水を蓄えて時間をかけて流水さ

せる水源の涵養、二酸化炭素吸収・固定による地球温暖化の防止等の多面的機能の発

揮に貢献していきます。森林整備の事業区分は先ほど伺いましたが、伐採、間伐作業

と木材利用を外部委託業者に委ねるだけではなくて、これをやると採算に合わない事

業は取り残され町の森林整備は持続できないと考えます。森林整備の計画立案から直

接関わる人材の育成が必要ではないかとこのように私は考えます。そこで辰野町の森

林整備に興味があり担い手となる志のある、地域おこし協力隊を複数名採用していっ

たらどうかというふうに考えております。今までの地域おこし協力隊の採用は「辰野
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町の農業から観光までと幅広く町の魅力を発見し地域活性化のイベント企画運営か

ら町と共創しませんか」と包括的採用要件であったと思います。この森林整備の協力

隊採用は「町の森林の活性化と活用する担い手になってもらえませんか」というより

具体的な内容で採用をしていったらどうかなと。町は森林知識や実務教育など人材育

成と山林境界を地権者と回ってもらい、協力を得るなど地元との関係構築を支援し、

担い手不足対策に積極的に町が関わっていくと。また持続的な協力隊の活動とするた

めに老朽化した行政施設ボイラーを、伐採した木材が使用できる薪ボイラーとかいう

のがありますがなどに更新して利活用し、出た灰は肥料として町内で活用するカーボ

ンゼロを目指せるのではないかと考えます。また廃材はチップ化し舗装用チップロー

ドやチップセメントなどとして、町民に積極的に利活用してもらう。若い担い手が森

林整備に関わってもらえれば、担い手不足に悩む地元の住民にとっては心強いのでは

ないでしょうか。町の森林を知り尽くした若者が辰野町に誕生するわけです。森林整

備の地域おこし協力隊の採用、これご検討いただけませんでしょうか。 

○産業振興課長  

 はい。森林に関わる担い手としてですね、地域おこし協力隊を活用できないかとい

うご質問でございます。今回の、今答弁申し上げました森林環境譲与税の使い道の中

には、担い手育成という部分が盛られているわけでございまして、林業の担い手不足

の解消と合わせてですね、ただ今話のあったような地域おこし協力隊をお迎えすると

いうことは、移住人口の増にもつながるという目標もあるわけでございます。そうい

う中でですねそういう皆さんが定住の基盤となる仕事をつくり出す上でも、今議員か

らもご提案がありました地域とのつながりがもてる方、特に林地の境等の立会い等で

すね、そういう部分もてる方という部分の育成も合わせてですね、辰野町にあった自

伐型林業ですね、企業型林業ではなくて少人数でも行える林業っていう部分もですね、

実践とするを基としましたミッションを持っていただいた地域おこし協力隊ってい

う部分については、今後はですね活用を見出す必要があるんではないかとそんなよう

な時期に来ているんではないかと思います。地域おこし協力隊、何名かという中で採

用にあたってはですね、将来的にはその生かしてもらったスキルの中で林業を生業と

して、辰野に定住していただくという部分が目標でありますので、その内容について

もそれぞれまた考えていきたいというふうに考えております。 

○池 田（8番） 
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 ぜひそこを進めていただきたいなと思います。ただ採用は 1名ではやっぱ無理だと

思うんです。あまりにもエリアが広すぎます。やはり複数名で逆いってそこの複数名

採用された方、協力隊のメンバーが協力しながら話し合いながら進めていく、こんな

形を私はちょっとイメージしてますので、1名というよりもやっぱ複数名の採用で協

力できるそういう採用体制をとっていただきたいなと思います。ぜひそれを要望いた

します。次に未来型里山構想についてです。すいません、これは私の思い付きです。

一応断っておきますが、最近、大手自動車メーカーが富士山の裾野に先端技術の実証

実験都市、未来都市の建設を 2月 23日から始めました。自動運転の電気自動車が人

や物を乗せて街の中を走り、居住内ではロボットや AIが生活や健康を支援するなど

未来のライフスタイルの実現を目指すものです。4年後の 2025年に入居できるそうで

す。地元裾野市は実証都市の効果を市全域に波及させるため、独自の次世代型近未来

都市構想を打ち出し、デジタル技術を活用したまちづくりを図るそうです。辰野町の

未来はどうでしょうか。そこで未来型の里山これを私は考えました。10年間の第 6

次総合計画ができましたが、辰野町の未来型里山の構想的なものこういったものはご

ざいますでしょうか。伺います。 

○産業振興課長 

 はい。辰野町の未来型里山構想というご質問でありますが、その前にですね私一番

最初の議員ご質問の中の森林環境譲与税の具体的な数値という中でですね、西部線に

からむ倒木の撤去について 980万と数字を申し上げましたけど、198万円でございま

すので訂正をお願いいたします。申し訳ございません。さて未来型里山というお話で

ございます。議員今ひとつの未来型という中で裾野市で民間企業が展開いたします、

未来型都市構想という部分と比較されてのご質問かと、ちょっとそこでまあなかなか

規模が大きすぎてお答えする部分もひけるわけでございますけども、里山という部分

についてはですね古くから人が生活する上でですね、山に頼る部分が大変大きい中で

出入りをしていた集落周辺の山の部分をさすわけでございます。そちらの方がですね

こういう石油の燃料化時代に変わっていくとともにですね、そういう森林整備今まで

山から燃料を得ていたものが使われなくなりつつある中で、段々人も山の中に入らな

くなり手入れもされなくなってきたということで、大変手遅れな山が増えているわけ

でございまして、そういう山を手入れする上で森林環境譲与税という部分が設定され、

災害に結びつかないような形でということで整備されているわけでございます。実際
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未来型里山っていうお話の中でですね、どういうものかっていう部分はまだ思い描く

ものがないわけですけども、里山の整備といたしましては、今後それぞれの所有者の

皆さんに意向調査をする中でご自身が手入れをするのか、また町に頼みたいのかとい

う部分のご判断もあるわけでございますけども、いずれにしても辰野に町としてやっ

てほしいという部分があったとすればですね、人工的に植えた木ですね植林をされた

木等はある程度間伐をしてその下にある天然林、広葉樹ですね、そういう部分を管理

育成するという部分が今後この森林経営管理制度の基に行う里山の整備かという、そ

れは林業的な整備でございます。議員おっしゃられるような未来型里山ではどんなも

のがあるかという部分からしますと、町内みどりの少年団等が展開をされている中で

その里山におけるですね、何ていうんでしょう児童生徒等が学習の場でもあるという

部分も、今後は大きくこう目を向けていければなというふうに考えておりますことと、

あとはですね都市の皆さんとの交流的な拠点としてのですね、利用の価値もあるし要

請もあるんではないかというふうに考えております。議員が今質問の中にもお話があ

ったようにですね、自然環境や国土の保全に留意をしながらですね、針葉樹、広葉樹

等のですね、先ほど針葉樹から広葉樹ということを言いましたけど、これから混交林、

交わる混じる山の林のことなんですけども、混交林の施業等を利用しながらですねそ

れぞれの目的に応じた多様な森林を整備するっていうことも、今後検討をしていかな

ければならないというように思っております。 

○池 田（8番） 

 はい。今お話いただきましたように森林環境譲与税を活用しながらということです。

私はもう少し先の考え方といいますか、高いところから今の世の中の流れっていうも

のを見たときにどうかっていうことも、構想として思い浮かべておく必要があるので

はないか、少なくともこれからデジタル化社会とかこういった形でどんどん時代が進

んでいきます。10年先を見通す、なかなか難しいですがしかしこれから 10 年先にど

んな社会ができているのか、我々辰野町の周りでどういうふうになっていくのか、こ

ういったところを今から研究していただきたいと。今までの延長線ではないとこから

ブレイクスルーした世界がもうすでにやってきています。こういったところを敏感に

感じ山においては相手が木ですから、まあこれ自然のものですけれども、でも入る人

間はやはりハイテク機器を持ってやはりその木の状況を、例えばです、簡単に把握で

きてこれがどういう活用ができるのか等ですね、そういういろいろなこの今の世の中
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の流れに取り残されないように、または追いつきまたはそれ以上のことを今から考え

てですね、やっていただきたいなというふうに思うわけです。少子高齢化等人口減少

これは避けて通れないところですけれども、やはり将来に向けて希望のある里山の構

想これは私は必要ではないかなと思いますので、ぜひ町としてもですね考え始めてい

ただきたいということを要望いたしますがいかがでしょうか。 

○産業振興課長 

 はい。今デジタル化といいますか未来型という言葉の中にどうしてもそういう言葉

が入ろうかと思いますけれども、やはり逆にですね山の持つ木のですよねそういう部

分も本当にこれからは必要になると思っております。そこから木から発せられるフィ

トンチッド等によるですね、こう精神的な安定的な部分を求めて都会から来る方もた

くさんいらっしゃるかと思います。デジタル利用という部分もというとこですね、今

後それがどういう形になるかいうのは本当に検討する時期ではあろうかと思います

けども、そういう部分とですね、本来森林が持つこう私たち人間に与えてくれている

そういう恵みといいますか、そういう部分もですね今のままだとやはりこう手も入ら

ず廃れてってしまうものをですね、広く活用できるような施策等も今の未来型的な里

山志向も検討しつつ、利用林の中で考えていきたいというように考えております。 

○池 田（8番） 

 話は飛んでしまいますけれども、森の中を歩くのに今は急斜面も歩くっていうこと

ですけど、シューズで飛んでいったらどうでしょうか。またはそういうその歩くんじ

ゃあなくて、そういう将来の機械またはそういったものでこう簡単に入っていけると

か、夢物語ですけれどもやっぱそういったところも少しは考えて、逆にそういうその

夢のあるですね町になっていったらいいかなあというふうに思っておりますので、ぜ

ひいろんな未来型里山というキーワードで考え始めていただきたいなという要望で

ございます。続きまして荒神山スポーツ公園について伺います。グランドデザインに

ついてです。令和元年の 12月議会で「老朽化が進む荒神山スポーツ公園施設で将来

像を示すグランドデザインはありますか」と伺いました。結果まだないという答弁を

いただきました。またスポーツ施設と宿泊施設が一箇所に集約したスポーツ公園は、

近隣にはなく辰野町の強みの一つであると。スポーツ活性化の場として育てたいとい

うお話もいただきました。1年半を経過しその間に長寿命化策で体育館の耐震化、ほ

たるドームの人工芝張り替え、野球場バックネット付け替え等々、現状施設を生かし
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た改修工事が行われました。荒神山スポーツ公園の将来像が見えない中で延命された

老朽化施設を、作り直すことはしばらくはできないと思います。最小限のことをして

最大のことを引き出す、これは非常に必要で付加価値をつけ活性化するなど、将来の

スポーツ公園を考える上で荒神山スポーツ公園グランドデザインは必要だと私は思

います。早急に検討を始めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○生涯学習課長 

 はい。それではお答えします。現在ですね荒神山スポーツ公園のグランドデザイン

という名称のものについてはございませんが、町民による懇談会ですとかまたアンケ

ートの結果から、平成 24 年度に策定された荒神山スポーツ公園基本構想及び辰野町

第五次総合計画、辰野町都市計画マスタープランにおける荒神山スポーツ公園の位置

付けを見据え、平成 28年度に策定された荒神山スポーツ公園基本計画が該当するも

のでございます。基本計画に基づき老朽化した野球場のバックネットの改修、またほ

たるドームの人口芝の張り替えや雨漏りの修繕、大型遊具の設置、たつの海周辺のゴ

ムチップ舗装、昆虫館横の公衆用トイレ設置またウォーターパークの管理棟をリノベ

ーションし、たつの未来館としてオープンした施設の再利用を行っております。また

絶滅危惧種のミヤマシジミが生息する場所の調査及び整備についても、辰野いきもの

ネットワークの皆さんの協力をいただきながら実施しているところでございます。よ

ろしくお願いします。 

○池 田（8番） 

 はい。今そういう基本計画があってそれに則っているっているということですけど

も、私も基本計画は拝見しておりますけども、言葉でのイメージなかなかわかないん

ですよね。こういうことをやりたい、やっていくがしかし荒神山どんな形に変わって

いくのか、またはどんな形にしていこうかというグランドデザインというのは究極い

うと絵です。こんな形に変わるんですという漫画です。やはりこういったものはしっ

かり持っていないと逆に作らないと、今いまバーチャル的な今あるものを何とかしよ

う 何とかしようとすることによって、今体育館の改修これ次に体育館に手をつける

ったら 20年とかもっと先の話になりますと、ということはこの体育館を例えばもっ

といいものに変えようというアイデアは、もう 20年先とかそういう形しかでてこな

くなってしまう。私はこれを心配するわけです。要は今の我々が目指すべき荒神山の

スポーツ公園 ってのはこういうふうにしていく中において、今安心安全のために体
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育館の耐震化をやらなきゃいけないと、これはわかります。がしかしどこまでのお金

をかけて何年先までこれを維持させるか、その先には何があるのかここをしっかり見

定めた形で手をつける、こういう形をしていかないと新しいものの考え方が生まれて

こない、逆に芽をつんでしまうことになると私は心配するわけです。今できているも

のはこれはこれでいいんです。今後今後荒神山のスポーツ公園については、例えば今

のたつの海の周り全天候型のロードができて非常に賑わっています。なぜあれが賑わ

うか、昔はあそこは土のグランドでした。土の道でした。なぜ土が土を変えるだけで

こんなんなるか基本は雨が降ったときのでこぼこと、要するに雨が降っても使えるこ

の二つです。道路の今のグリーン地かな、色じゃないんです。やはりそこに求められ

ているニーズにマッチしてるから今の辰野町のロードが活性化されるわけです。私は

このようなことを感じてまして、これからもグランドデザインっていうのをもう 1度

今現状から鑑みて、ぜひ作っていただきたいのですけれども、そこに二つばかりアイ

デアっていいますかちょっと要望したいと思います。一つは荒神山スポーツ公園全体

を高齢者がゆっくり安心して周回できるような遊歩道、荒神山全体をですねとか、親

子が楽しめるサイクリングロードみたいなこんなものは検討いただけませんでしょ

うか。要望いたします。またウォーターパークの跡地これは償却はあと数年で終わる

と聞いております。跡地どうしましょうか。私は今のお話を聞いててそういうグラン

ドデザインがなければ、たぶん手付かずになるかなというふうに思います。私は手付

かずでもいいと思うんです。ただし今のままではなくて例えば更地にして駐車場にす

ると、駐車場ですと何かやりたいって時にすぐアクションが取れます。今駐車場その

ものは体育館から陸上競技場同時にまたはマレットゴルフ同時に動かすとまったく

足りません。こういったところで要は更地にしておいて次の活性化のための準備をし

ながら利用していくと、利用させるこういったところも僕は必要だと思いますので、

ぜひグランドデザインの中にですね検討していただきたいなというふうに思います。

これは要望です。続きまして町民のスポーツ振興の場となっているかということにつ

いて伺います。主な体育施設の利用状況は 2020年度町勢要覧を見ますとテニスコー

トと武道館は利用が増加してます。がしかしその他の施設は減少傾向でございます。

現状のスポーツ振興の振興策について教えていただきたいと思います。 

○生涯学習課長 

 はい。施設の長寿命化対策やですね再利用による施設の改修によりまして、利用者
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の利便性を図っている状況でございます。野球、サッカー、バレーなどの団体スポー

ツだけでなく、ウォーキング、ランニングまたマレットゴルフなどの個人でできる利

用や、未来館アラパでのトレーニングなど早朝から夜間まで幅広い年代層の方に利用

していただいております。議員ご指摘のように数字で出ていない荒神山を利用しての

利用する方の人数というものは、こちらでも把握していないわけなんですが、かなり

の方が荒神山を利用しておりますので、スポーツの振興の場とはなっていると思っと

ります。 

○池 田（8番） 

 そこで一つ検討いただきたいところは、これはどこの自治体もそうなんですけれど

も、土曜日、日曜日は体育施設は活性化いっぱいです。問題は平日のウィークデーに

いかに利用してもらうか、ここにぜひアイデアを出してですね平日でも使ってもらえ

るような施設、これを辰野町ど真ん中の町から発信していただけませんか。このユー

ザーは端的にはお年寄りです。月曜日から金曜日まで自分の時間を持って活動できる

のは お年寄りだと思います。私も含めてですけども。ですのでそういった方をしっか

りターゲットにおいて町の活性化、要するに施設を利用してもらう、そうすると終日

月曜日から日曜日まで毎日使ってもらえる、これはすばらしいことだなと逆にそうい

ったところはなかなかありません。私はこのど真ん中の町からそういったアイデアを

どんどん出して、日本のど真ん中の町だと言われるようなそんな活力のある町にして

いきたい、またはしていっていただきたいということを要望したいと思います。時間

ちょっと余りましたけれども、以上で終わりにいたします。ありがとうございました。 

○議 長 

進行いたします。質問順位 5番、議席 7番、樋口博美議員。 

【質問順位 5番 議席 7番 樋口 博美 議員】 

○樋 口（7番） 

 それでは通告に従いまして質問させていただきます。まず最初に新型コロナウイル

ス対策とワクチン接種へのアプローチについてという質問をさせていだだきます。午

前中の質問の中で重複がございます。1番 3番4番等については回答がございました。

まず（2）接種場所と当日の流れについて伺います。接種場所についてはですね町長

の回答にもございましたとおり、辰野病院での集団接種それが基本になっているとい

うことでございます。介護福祉等での接種については今検討されている段階かなと思
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いますけれども、辰野病院限られたスペースの中でどの程度の場所を利用してどのよ

うにされるのか、とにかく町民にはですね何も情報がございません。そこらの辺の説

明をお願いいたします。 

○保健福祉課長 

 はい。では樋口議員のご質問にお答えします。まず当日の流れでございますけれど

も、当日はこれからお送りいたします予防接種券、クーポン券と予診票それから本人

確認のできるものを持参していただいて、予約時間までに辰野病院にお越しいただく

ことになります。接種会場ではまず受付をしていただき、次に予診票の確認、続いて

医師による予診を行いまして接種を行います。その後は接種済証を発行いたしますの

で受け取っていただき、15分から 30分の状態観察を行うこととしております。辰野

病院のどこを使ってということでございますけれども、まず正面の出入り口から入っ

ていただき内科の前で受付、予診票の確認を行い外科の診察室を使って予診、接種を

行います。その後はレントゲン室の前で接種済証の交付を受けていただき、会計待合

のホールで状態観察を行うということを想定しております。なおシュミレーションで

ございますので実際にデモ等行いまして、変更する場合がありますのでご了承いただ

きたいと思います。それから病院での体制でございますけれども、会場には誘導案内

係をおいてご案内いたします。接種体制は医師 2名の 2診体制を組みまして、看護師

や接種後の経過観察を含め 15人くらいの体制を考えております。接種の体制ですけ

れども平日は 100人、それから土曜・日曜・祝日は 200人を予定しております。接種

時間につきましては平日は 14時から 16時 30分、休日は 9時から 11時 30 分と 14時

から 16時 30分の予定でございます。以上です。 

○樋 口（7番） 

 はい。2月の 18日の区長会の資料、だいたいその内容に沿った答弁でございました。

移動手段についてですね、やはりこうみんな何も情報がないんですよね、特に一人暮

らしの高齢者の方とか交通弱者の皆さん、免許返納された皆さん、先ほどの午前中の

質問の中でタクシーによる移送ということを検討しているという答えがございまし

た。私がヒアリングした段階ではですね、バスによる移送ということを考えていらっ

しゃいました。それが本日の答弁でタクシーということに変わったということはです

ね、少し住民の側のいろんな要望に対して条件に対して考えてくれているなというふ

うに思います。しかしタクシーの移動にしてもですね、どのように考えているんでし
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ょうか。例えば 4人乗りのタクシーに 4人乗せるのか、例えば 2人で乗ってくるのか、

そのようなことまで詳しく検討されているのか、バスだから密になってタクシーだか

ら密にならないってそういうことはないですよね。タクシーだってもっとバスよりも

密になる状態ではないでしょうか。そこらの辺はどう考えてますでしょうか。 

○まちづくり政策課長 

 保健福祉課の現在のワクチン接種の日程を確認しますと、平日 100人なんですね午

後 2時から 16時 30分、その 30分ずつ 5回に分けて各 20人ずつというような形での

分散型で行っていく関係がありますので、まずワクチンの接種 1日平日であれば 100

人、この規模で行いつつ移動手段の必要な人はその予約の後にですね今度タクシーの

予約を入れていただくと、そうすると予約の時間に対して合うような形で配車がなさ

れます。必要に応じて乗り合いでいきますけれども、何人乗りあうかはですねそのワ

クチン接種時間に合わせる形で到着していかなければなりませんので、それに合うよ

うなストレスのないような形で複数でタクシーの配車計画がなされるということで

すので、そういう中で一人で行かれる場合もあるし、近くであれば複数乗り合わせる

場合もありますけれども、そのような形で対応してまいるように考えております。以

上です。 

○樋 口（5番） 

 はい。ぜひですね弱者の皆さんにですね寄り添った形での検討をお願いします。次

にですね近隣の市町村とのはどうなのかなということについて、実は先日箕輪町と南

箕輪村さんの方にヒアリングしてまいりました。箕輪町さんと辰野町ではですねおよ

そ 65歳以上の人数は 7,300 人、7,400人でほぼ同数近くです。南箕輪さんは 3,900

人でですね、予防接種についてアンケートをとってます、箕輪町さんは。それでです

ね 1週間で 88％の皆さんから回答をいただいてます。これだけ皆さん関心があるんで

す。すでに 78％の人が接種しますよ、したいですよというそういう意向調査までもう

取ったるんですね。それでですね箕輪町さんは 10の医療施設それから 6の介護施設

それから保健センターそれから伊那プリンスホテルこの会場での接種を予定してい

ます。南箕輪村さんでは 6の医療施設として 6つの医療施設それから 4つの介護施設

これは検討中ということでした。こういうふうにですね接種会場が主治医のところへ

行けるようになってるんですね。それでその例えば介護施設の皆さんはどうしている

んですかという質問に対してはですね、箕輪町さんでは接種の人数の取りまとめ、要
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は意思表示も含めてですねこれはその各施設さんにお願いをしてますと、連携の中で

やっぱこういう対応を箕輪町さんとってる、結構手厚くとってるんですね。移動手段

についてもですね先ほど話をした「用意をしますからどうぞ」だけじゃなくて、来れ

ない皆さんほとんどの皆さんは自分で車を運転して来るでも中には来れない人もい

る、この皆さんに対しては個別対応でどういう手段で、例えば市内循環バス、タクシ

ー券、移送サービス等を利用しながら来てくださいということを個別に対応している、

もうそれが始まってるんですよね。そういうですね住民は今知りたがっている、不安

でしょうがないこういった部分に対して手厚く情報を提供していかなければいけな

いと思います。今の段階、箕輪町さんや南箕輪さんの取り組み、こういったものを検

討して今後どう考えているのかお考えをお聞かせください。 

○保健福祉課長 

 近隣市町村との比較でございますけれども、上伊那は比較的医療圏としてのまとま

りがこれまでもございまして、例えば高齢者インフルエンザの接種についても統一的

な取り扱いをしてきました。そんな経験もありまして何回か広域の担当者が集まりま

して検討をしてまいりましたし、市町村同士の情報交換も十分に行ってきました。ま

た県ではワクチンチームが発足しましたけれども、上伊那にも地方部ができまして市

町村が抱える課題等の聞き取りの対応を行ってきました。これまでにも医師会との調

整をいろいろ図ってまいりましたけれども、やはり市町村ごとに医療機関の数や規模、

医師の人数それから公立病院の有無などに違いがありまして、今回はどうしても圏域

で統一した対応は難しいということになってまいります。事前アンケートにつきまし

ても箕輪町さんは行ったということでありますけれども、上伊那郡内の状況はそれぞ

れの市町村の考え方によりましてバラバラでございます。今回のコロナワクチンの接

種につきましては実施主体である市町村、どの市町村でもそうですけれども安全かつ

スピーディーな実施に向けて全力で取り組んでいるところでございますけれども、国

内での接種の前例がないワクチンであることや、副反応への対応これらそれから 3密

を避けるといったような感染防止上の策を講じながら、全住民に接種するという必要

がありまして、多くの課題と調整が必要になってまいりますのでその点はご理解をい

ただきたいと思います。 

○樋 口（7番） 

 はい。いろいろ都合はあろうかと思います。しかしですね一番町民不安になってお
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ります、情報の早い情報の提供と対応をお願いして次の質問にいきたいと思います。

第 8期の介護保険事業・高齢者福祉計画について質問さしていただきます。時間もあ

りませんので答えについては簡潔にお願いをしたいと思います。1番から 6 番まで用

意しましたが関連もあります。1番 2番について、高齢者実態調査こういった調査を

しながらですね、第 8期の介護保険事業計画・高齢者福祉計画こういったものが示さ

れております。今パブリックコメントにもかけられておりますけれども、この調査か

ら見える現状ですねそれからその要望に応える施策について、どう考えているのかお

聞かせください。 

○保健福祉課長 

 はい。まず高齢者実態調査から見える現状につきましてはたくさんあるわけでござ

いますけれども、いくつか例を説明さしていただきたいと思います。まず地域の会や

グループ活動に参加していない人が約半数程度あったということ、それから介護予防

に興味がある人あるいはきっかけがあれば取り組みたいという人が増えているとい

うこと、一方ではその取り組み方がわからないと答えた方も一定程度いるということ

です。それから地域包括支援センターの認知度がまだまだ低いということと、認知症

予防あるいは認知症の介護の方法への関心が高いということです。総体的には一人暮

らしあるいは夫婦二人暮らしの高齢者が増えている状況ではありますけれども、元気

な高齢者それから要介護認定を受けている方、両方ともできる限り自宅に住み続けな

がら介護サービスを利用したい等の望んでいるということがわかりました。これらの

施策につきまして第 8期では新たな施策を講じるとともに、第 7期計画で達成できな

かった目標の実現、継続実施に向けても取り組んでまいりたいと考えております。以

上です。 

○樋 口（7番） 

 7期のですね計画を策定するときもやはり調査をしてやってきましたよね。その調

査アンケートの結果、雪かきとか通院補助とか外出移動、救急時の介護、ゴミ出し、

買い物、それぞれ 40％、30％と高い要望がございました。8期のアンケートもやはり

外出移動だとかゴミ出しだとか買い物支援だとか、こういった同じようなやっぱり答

えが出てきてるんです。7期の中でできなかったこと、これ 8期の中でできますかそ

ういうことなんです。その介護予防のですね総合事業の中でですね、7期の中には通

所サービスの Bが実際ありましたけども、8期の中では斜線を引かれて書かれており
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ません。それから訪問型サービスの Dについてもそうです。移送前後のサービス通院

や買い物の付き添い、また Bについてはゴミ捨てとかこういった支援なんです。こう

いったものについて 8期の中ではもうこれすら斜めに斜線が引かれている。7期の反

省に基づいて 8期が計画されているっていう姿が見えてこないんですが、そこらの辺

についてご意見をお聞かせください。 

○保健福祉課長 

 はい。第 7期の際にですね何回かご質問もありましたけれども、介護保険制度の総

合事業の中でサービスについては、途中で廃止してしまったものもありますし検討中

とお答えしたものもございます。その改善策等について未だ具体的な対策が立ててな

いもんですから、第 8期には載せてないような状況になっております。それから日常

生活を続ける上での買い物ですとかゴミ出し、雪かきについては同しような結果にな

っておりますけれども、このことに関する困りごとのある人と同し地域内で雪かきと

かゴミ出しそれから通院等について手助けできるっていう方もお互いにいらっしゃ

るわけでして、これらを地域の課題として包括支援センターの職員が主になって、地

域に出かけてコーディネートするように心がけているところであります。そこがなか

なかまだ住民の皆さんに意識改革が求めきれてないとこがありますし、それを仕組み

として考える上でまだまだ解決しなければいけないとこがありますので、できればこ

のようなところは人数が少なくてもいいですので、同し地域の中でできるような仕組

みづくりを考えていきたいと思います。以上です。 

○樋 口（7番） 

 そうですね。皆さんが作ってくれた仕組みって、使う側の皆さんにとって使い勝手

がいいか悪いかそういうことなんです。作ったからどうぞ使ってくださいって言われ

てもですね使い勝手が悪いものは非常に使えない、どうやって使ったらいいの、そう

いうことだと思うんですよ。そういったことを解決していくのが今課長の答弁にもあ

ったように、地域包括支援センターいわゆる地域の中に入ってそういった地域住民の

課題に向かって話をするっていうのが、生活支援コーディネーターの第 2層ですよね、

そんな姿ではないでしょうか。続いて地域包括ケアシステムの深化推進に向けて質問

をさせていただきます。第 7期の中にですね昨年一昨年でしたかね、副町長を中心に

ですね庁舎内、横の連絡会議をもつ計画があったかと思います。その成果についてご

質問をします。 
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○保健福祉課長 

 はい。まずはですね、副町長を中心としました庁内の保健福祉医療連絡会というも

のを設けまして行ってまいりました。これは保健福祉課、国保医療係、辰野病院、社

会福祉協議会等で行ったものであります。昨年度は地域包括支援センターの職員と課

長補佐を中心としましたプロジェクトチームを組みまして、住民生活に関わるすべて

の事業の洗い出しを行ったところであります。これを受けまして令和 2年の 10月に

課長補佐をメンバーとした、地域ケア庁内連絡会を立ち上げてきております。今後は

ですね、この地域包括支援センターが全世代を対象として行えるものとなるように、

それぞれの専門部会へ担当者の参加をお願いしていくところであります。今回高齢者

の移動手段のことにつきまして、生活支援検討部会を立ち上げて検討してまいりまし

たけれども、そこには課長補佐、係長にも出席していただいて、今回は役場の担当部

局からは、公共交通のことについての現状等を聞き取ったところでありますけれども、

庁内それから各関係機関と連携をして進めてまいります。 

○樋 口（7番） 

 そうですよね、それが地域包括ケアだと思うんですよ。地域包括ケアシステムそれ

から支援センターの質問をすると保健福祉課長が答えます。それは保健福祉課の中に

生活支援センターがあるからですよね。でも地域包括ケアシステムってこれがまちづ

くりであったとすれば、まち課長が移動手段について答えてもいいと思うんですよ。

例えば子どもの移動については教育長が答えてもいいと思うんですよ。そういうこと

じゃあないですか。地域包括支援地域包括ケアシステム地域包括支援センター、長く

てちょっと言いづらいですけども、そういうまちづくりだとしたら今の状態で保健福

祉課の中に地域包括支援センターがあるということが、全年齢型の地域包括を考えた

ときにそれでいいのかなということを私は疑問に感じました。例えば今コーディネー

ターの問題がありました。なぜ第 2層のコーディネーターができなかったのか、そこ

らの辺の見解をお聞かせください。 

○保健福祉課長 

 はい。第 2層のコーディネーターにつきましては大体小学校の学区区域ごとに設け

るのがいいんではないかと考えておりまして、実は社会福祉協議会の地区社協との関

係もありまして、地区社協にも相談をしてきたところでありますけれども、具体的に

は進んでいないのが現状であります。その理由としましては人材の確保が難しかった
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ということと、あと包括支援センターで考えているのは、その地域の中で活躍してい

ただける方を考えておりました。人材の確保が難しかったということと、あとお願い

できる方であってもまだ仕事があったりして、なかなかその専門的に携わっていただ

くことができないということで、まずは人材確保の問題でございます。 

○樋 口（7番） 

 はい。地域包括ケアシステムの深化推進、やっぱこれは第 2層のコーディネーター

が重要だと思っております。この皆さんが地域に入ってという今お話をされましたけ

れども、辰野町にはですね各区の担当の職員がいますよね。この皆さん何をされるで

しょうか。地域の例えば災害時困ったときだとかそういったときに相談にのるとかで

すね、考えてみるとこの皆さんが第 2層のコーディネーターじゃあないんでしょうか

ってふうに私は 1週間考えていて思ったんです。第 2層のコーディネーターを新たに

つくろうじゃあなくてもう作ってらっしゃるんですよね。各区の担当の職員を配置し

てますよね。この皆さんがこの間配置して 1年間、区の中に入ってどんな話をされて

どんな話を聞かれているのかな、そういうところがそれを実際行うことが地域包括ケ

ア、地域支援センターの役割じゃないのかなと、ある意味もう役場の中では地域包括

支援センターの第 2層はできてる、そんなふうに私は感じました。これがまちづくり

じゃないのかなと。ぜひ 8期の中ではですね 7期に達成できなかったいろいろな課題

がございます、その中でですね地域包括ケアシステムの深化推進ということを大きな

課題に挙げております。35％の 7期の実績を 8期の 3年の終わりには 3年後には 50％

の認知度にする、いやいや 50％で認知度はいいのか、そこらの辺の検討も踏まえてで

すねぜひ深化推進にご努力をいただきたいと思います。最後にすべてのこういった事

業、社会福祉協議会との連絡について連携についてお聞かせいただければと思います。 

○保健福祉課長 

 はい。町と社会福祉協議会とは町全域を視野にともに地域福祉を推進する組織であ

って、重要なパートナーであると考えております。町では地域福祉の推進の理念や方

針は明らかにしてサービス料等の確保を行ってまいりますので、社会福祉協議会には

その専門性と民間組織としての柔軟性や素行性を生かして、住民ニーズにたった活動

と自主的な取り組みをお願いしていきたいと考えております。特に議員ご指摘のとお

り地域に入って地域の住民の皆さんの支えある環境をつくるということが大切にな

ってまいりますので、これらの人材の育成と社会福祉士などの資格を持つ職員、例え
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ば地域福祉コーディネーター等の設置をお願いしていきたいと考えております。第 2

次地域福祉計画ですとか地域福祉活動計画を策定しておりまして、その中で町と社協

の役割をそれぞれ明記しておりますので、その役割を担って福祉を推進してまいりた

いと考えております。以上です。 

○樋 口（7番） 

 ぜひですね両輪なんですよ、行政と社協さんの働きっていうのは。そこが仲が悪い

ということはないと思いますけれども、職員も派遣しておりますしぜひですね高齢者

福祉のためにまた全年齢型の地域包括ケアシステムの推進のためにもですね、ぜひよ

く話し合ってですね連携を取り合って進めていただきたいと思います。続いて誰一人

として取り残さない教育とはについてお聞きしたいと思います。午前中お二人ほど町

長私案についての質問がございました。その中で教育総合会議とはどういうものかと

いうようなご答弁もありました。もう 1度改めてもう 1度聞かせていただきたいと思

います。教育総合会議というものはですねどういったことを議論する場なのか教育長

お聞かせください。 

○教育長 

 はい。議員質問にお答えをしたいと思います。これは平成 27年の 4月 1 日に施行

されました「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の一部

を改正する法律」これによって新たに設けられたものでございます。これは義務付け

られたといったほうがいいかと思います。それぞれの執行機関同士が協議そして調整

を行う場ということになります。総合教育会議については今までもこの本会議におい

ても過去何回か答弁させていただきましたけれど、辰野町では小さな町ですので従来

からも、町長と教育委員会と常に協議を行ってまいりました。十分に意思疎通を行っ

てきたと思っているわけです。何かことがあったり新たな課題が生じたときには、総

合教育会議を開くまでもなく私町長のもとを訪れて相談をしてまいりました。ですけ

れど広く全国を見たときに、どうやらそうにはそういうふうにはならない自治体もあ

るような気がしております。さてこの総合教育会議ですけれど午前中も質問ございま

したけれど、教育の中立性それから継続性、安定性を確保するためここが大きなテー

マになっているわけですけれど、そして予算の編成だとかその執行あるいは条例案の

提出等を通して、教育行政に大きな役割を担う町長とが教育の方針を協議をして方向

性を見出すということになります。教育の関係の執行機関である教育委員会とがとも
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に町の教育課題について協議をし、調整をし方向性を見出していくということになり

ます。ここにつきましては私は前々から話をさせていただきましたけれど、法律でそ

れぞれ例えば職務権限がこうだとかああだとかいうようなことでスパッときるよう

なことはあまりそれ前面に出したくないと、小さな町ですので町長側と教育委員会と

で協議をしていく中で一致点を見出していきたい、この思いは今でも変わりございま

せん。以上です。 

○樋 口（7番） 

 はい。1月のですね総合教育会議、傍聴させていただきました。テーマは川島小学

校の統廃合問題が主な内容でございました。そのときに町長私案がまた出されたわけ

でございます。教育総合会議っていうのはですね、やはりこの議題主役は子どもたち

でということでよろしいでしょうか。 

○教育長 

 はい。総合教育会議ですのでね町の教育行政全般について協議をするということに

なります。ですから保育園の関係だとか学校の関係となれば主役は子どもたちと、こ

ういうことになってまいります。 

○樋 口（7番） 

 〇はい。統廃合の問題とですね学校の未来像はこれまったく別問題です。統廃合の

問題はですね提言書の中であったとおり、それを 3年間たって町長が存続するという

結論を出したと私は理解しているんですけども、そこに統廃合の問題がくっついたも

んですから町中が混乱したというふうに私は理解しています。その総合教育会議です

けども平成 29年 9月 15 日の、すいませんこれ検討委員会でしたね。検討委員会平成

29年 9月 25日の検討委員会の中でですね提言書が出されてくるわけなんですけれど

も、統廃合については地域住民との合意形成を丁寧に行うということが示されており

ます。これについてですね平成 29年ですよね、29年のこの会議にこういった形があ

って、でもあり方検討委員会はその前の 2年間やってきて、この住民の合意形成それ

から 5年もたってですね、3年 4年もたってですね人も変われば考え方も変わってき

ます。子どもたちも変わってきます。この教育総合会議の中で川島小学校がですね 29、

30、令和元年、2年と計 7回やっております。この 7回の検討の中で川島小学校の議

題が 5回ほど出ております。あとの内容はですね施設の改修で予算がどれだけだとか

そんなようなことで、教育の内容について議論されているような議題はあまり見当た
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らなかったと私は思ってますが、この辺についてですね教育の内容についてはある程

度教育委員会で検討されるから、教育総合会議はその教育委員会で出されたものをい

いか悪いかを検討する、そういうような位置関係にあるということで理解してていい

でしょうか。 

○教育長 

 はい。教育行政のこの執行というのは教育委員会が責任を負っていくわけでござい

ますけれど、なにぶんこれは大きな財政負担を伴います。特に今年ここ 3年ほど前か

らですね、空調の関係だとかそれからここへきてギガスクールとかあるわけですけれ

ど、ICTの整備の関係さらにはトイレの洋式化も含めて、この大きな財政支出を伴わ

なければならないっていう課題が 3、4年 5年くらい前にはまったく想定もしなかっ

た課題がドーンと次から次にとこう出てきた、こうなりますとこれはもはや教育委員

会だけではどうにもならないわけですね。そこで現実を学校などへ行って町長にも見

ていただいて、そしてそのあとどうしていくのかってのを協議をしてまいりました。

実際にはそのエアコンだとかあるいは ICTなんかも整理した段階で、学校を見学した

あと総合教育会議開くということもやってまいりましたけれども、これからも教育委

員会だけではどうにもならない問題って益々出てくるんだろうと思います。これから

も丁寧に話をつめていかなきゃいけないんだろうと。 

○樋 口(7番) 

 わかりました。町長とですね教育長、昨年の 10月に町長が教育長を新たにまた任

命をいたしました。頻繁に話をしているという教育長の方からお話がありましたけれ

ども、どうもそこらの辺の本当にしてるのかなと、ちょっとそういった疑問もござい

ます。それはまたあとでお聞きすることとしてですね、その次のですね不登校の現状

と解決に向けた取り組みこれについてお聞かせ願えればと思います。現状、不登校の

子どもたちどのくらいおられるのか、これデリケートな問題ですので答えられる範囲

で結構です。そのお子さんそれから親御さんに対してですね、どのようなケア、取り

組みをされているのかお聞かせください。 

○教育長 

 はい。議員の質問にお答えいたします。いま樋口議員言われるようにこれ非常にデ

リケートな問題を含んでおります。ですからきちっとした数字でこうだということは

ちょっと言えないということはご了承いただきたいと思いますけれど、町内の小中学
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校における不登校児童生徒の数ということですけれど、小学校ではこの片手で数えら

れる十分数えられる程度なんだというふうに、認識していただければありがたいなと

思いますし、中学校でも両手で数えられますよというふうに理解していただければと

思います。ただこの不登校の問題っていうのは原因というのはさまざまございますの

でね、これというその原因がこうなんだということは、なかなかわからないという部

分が多いわけでございます。ですから「原因がこうだからこういう解決策を」あるい

は「こういう対策をすればいいんだ」というものがなかなか見いだせない。ですから

学校現場でも大変こう苦労しているということになります。しかし議員言われるよう

に一応不登校の児童生徒あるいはそのうしろにおります保護者の苦しみなど考えま

すと学校だとかあるいは周囲はできる対策をとっていかなければならない、それによ

って一人でも二人でもこの苦しみから解放され、させてやる必要があるんだろうと思

います。ちょっと長くなりますけれど、不登校生を一人でも二人でもこう減らすため

に、まずその子をきちんと理解をしていくところから始めなければならないふうに思

います。表面的な現象だけではなくてさまざまな面から。ですから小学校においては

学級担任っていうのは非常に大事でございますけれど、この学級担任一人に任せてお

く、一人で抱え込むというそんなことでは解決にはなりません。やっぱり多くの先生

方が関わることによっていち早くその子の変化に気付いたり、担任が理解できなかっ

たあるいは気付けなかった部分も周りの先生が気付いていただける、そんなこともあ

るんだろうし中には担任には話しづらいというこんな子どももいるかと思います。で

もほかの先生ならは隣の先生ならば話せるというこんな場合もいるわけですので、複

数の先生が関わっていくっていうのは大事だろうと思います。今日では不登校生含め

たこの生徒指導においては小学校もそうですけれど組織で対応しておりますけれど、

来年度からはさらにこれを一歩踏み込んでいきたいというふうに考えております。一

人ひとりの状況を学校としてしっかりまず把握をしていく、さまざまな要因に対して

どう関わることがいいのか、組織として対応していくことそしてその子に直接こう関

わっていく先生は誰がいいのか担任がいいのか、あるいは担任じゃなくてほかの先生

がいいのかというような、その子にあった支援体制を組めるように担任、あるいは学

年係りだけではなくて、今日では授業に限定したほっとサポートだとか教育支援員の

先生方おるわけですけれど、この先生方も含めて弾力的に対応を考えていきたいとふ

うに思っております。このことにつきましては町の校長会でも先日確認してございま
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す。以上です。 

○樋 口（7番） 

 本当にね、ここでひとつ聞きたいことがあります。その不登校の子どもたちどこへ

行けばいいんですか。 

○教育長 

 はい。これは原因によってさまざまですのでね、例えばこう私個人的に考えるのに

友達関係でもしかしたら不登校になったというような場合には、場合によったらその

集団からはずすだとか、学校を変えるってこともひとつの方法かもしれません。ただ

不登校によっても友達関係じゃあないって場合については、それをやってみてもだめ

なんだろうなと思いますので、一番最初に言いましたけど原因がさまざまございます

ので、やっぱりその何がそうさせてるのかっていうのを見極めるってのが非常に大事

だろうなと思います。ですがこの見極めが非常に難しくて実は小学校、中学校の間に

不登校になった子どもたちが、5年先、10年先経って自分のその小学校時代中学校時

代を振り返ったときに、かなりの子が「僕はあのときに何で学校へ行けなかったのか

わからないという、わからなかった。でも今こうやっているよ」っていう子どもたち

がこの町内にも結構いるんですね。それだけ非常に不登校の問題っていうのは難しく

て学校を変える、変えて直る子もいればおりますけどそうではない、さまざまな原因

があってその対策っていうのは非常に難しいだろうなと思っております。 

○樋 口（7番） 

 その学校に行けない子どもたち、例えば中学、中学はですね中学の次に高校という

進路が進学があるもんですから、一番やっぱり親御さんは心配してます。出席日数に

ついてはどのように考えてらっしゃいますか。 

○教育長 

 はい。出席日数は不登校というような状態で休みってなりますとこれ欠席にカウン

トされていきます。ですが今高校の方でもあまりそのね欠席の状況は細かく見ていき

ますので、この子がなぜこういう状況になったのかというところまで、ただ単に数字

だけで高校は今判断をしておりません。はい。 

○樋 口（7番） 

 はい。「不登校、引きこもりの親の会」っていうのがございます。これ代表は宮原

さんが辰野町の宮原さんがやってらっしゃるんですけれども、この会についてはご存
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知ですよね。 

○教育長 

 はい。私自身、参加したことはないですけれども、会ができているってことは承知

しております。はい。 

○樋 口（7番） 

 この会でですねやはり一番子どもさんも苦しいんです。でも親御さんも苦しい。私

も不登校という問題については 15年前当事者ですので、この親御さんの気持ちがよ

くわかります。その相談できないんです、どこへも。そういった面でですねこの「引

きこもりの親の会」今年になって箕輪中学でですね講演会をされたようです。箕輪中

学の親御さんを対象にですね、辰野中学においては 2年前に申し込んだところ実現し

ませんでした。これについてどう感想を聞かせてください。 

○教育長 

 はい。ちょっとその感想といわれてもね、2年前申し込んだけど実現しなかった、

なぜしなかったのかっていうのも、私自身もちょっとわからないので感想を答えられ

ません。 

○樋 口(7番) 

 それではですね、もうひとつ質問させていただきます。今箕輪町でですね校内フリ

ースクールという F組というクラスを作って取り組みをしております。これについて

はご存知でしょうか。 

○教育長 

 はい。今教室の中に入りにくい子どもたちを集めて、ひとつ教室ってことはないん

ですけど学級ということもないんですけど、その子たちの学びを支援しようという取

り組みをしているってことは承知しております。辰野中学にもねホットルームという

名前の同じような教室というか部屋というか、それはありますけれども似たようなも

のだろうとふうに理解はしております。 

○樋 口（7番） 

 はい。そうですね、辰野町にもあろうかと思います。果たして同じかなということ

なんですけれども、箕輪町のフリースクールについてはですね親御さんの不安ってい

うのは高校進学や将来、このフリースクールについてはですね、出席の場所はクラス

その場所でも自宅でもそれから図書館でもどこでもいいんです。すべて出席扱いです。
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そこにいることについて。要するに家で勉強してても出席扱いなんです、そういう考

え方です。現在始まったばかですけども 2名の方が在籍しておられるようです。それ

から自主学習、学級のそれからそれぞれの学級の授業をオンラインで視聴もできるよ

うです。教室でも家でも町でも安心して過ごせる場所ならどこでもいい、すべて出席

扱い。こういった取り組みがですねすぐお隣の町で始まっているようです。子どもた

ちの居場所がどこにあるか、それはやはりね教育委員会でやっぱそういったものを不

登校についてですね教育総合会議でも一度も議論されてませんけれども、こういった

問題をですね教育委員会でどのように捉えているのか、どの程度議論されているのか

そこら辺をですねもう一度お答えいただきたいと思います。 

○教育長 

 はい。今特にまだ今年度このコロナ禍の関係で子どもたちの学びについてさまざま

な議論がされてきて、今議員言われるような取り組みっちゅうのは随分始まってまい

りました。辰野町でも来年度に向けて、例えば学校へ出て来れない学校へ来れない子

どもたちの学びについて、どういう家庭学習についてそれが支援ができるか、あと ICT

も使いながらできるのかっていうこと、それから学校には来れるんだけれど教室には

入れないって子どもたちについては、どういうこの学習の保障あるいはその授業を提

供できるかってこと、これも ICTを含めた中で来年度は試行も考えているとこでござ

います。いずれにしましても教育委員会がある町民会館の ICT環境の方も来年度整備

される予定になっておりますので、自宅で無理ならば町民会館に来てやるというよう

なそんな試行も今検討しているとこでございます。これはまた新たな取り組みになり

ますのでまた町長と十分につめてまいりたいとふうに考えます。 

○樋 口（7番） 

 自宅で勉強しても出席扱いになるんです、箕輪町は。そういうところもですねやっ

ぱり出てこなければだめって、ぜんぜん寄り添ってないですよね。だからいられると

ころにいて、勉強をする環境を考えてあげるそれ大事じゃないですか。ぜひその親の

会の皆さん本当に親御さん出席日数、これがですね本当に高校に受験に響くのかとい

うことなんです。私のうちでも私のうちは 2日しか行かなかったので出席日数にもな

っていないんですけれども、それでも人生きちんと歩んでくれております。次の質問

の中にですね人口減少を背景にした学校の姿ということを挙げてございます。その今

現在ですね、先日町長がですねいきなり将来の姿、私案について出されました。これ
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についてですね、実はもう 3年前に町長が出しているんですよね。これをまったく知

らなかったってわけじゃあないんです。またその教育あり方検討委員会の中でもです

ね、町長私案に沿うような検討もされておりますよね。諏訪市のですね「ゆめ創造ゆ

めスクールプラン」これ平成 28年の 9月 27日のあり方検討委員会の中でも意見交換

がされております。これについてですね、その後町長私案が出されました。教育委員

会の中でいわゆる統廃合の問題ですよね学校の、これはどのように議論されてきてる

でしょうか。 

○教育長 

 はい。教育委員会の中でもさまざまな学びの提供については検討してきております。

先ほどちょっと議員、誤解されているかなあと思った部分があるんですけど、来年度

町民会館で行うその ICT の関係の整備っていうのは、こちらへ来ても学校で登校とか

ねそういう扱いをしていくということでございます。学びの場が学校でなくても町民

会館であっても、あるいはパークセンターも可能ならばというふうに考えているんで

すけどもね、町内でもいくつかの公共施設を基にその学びの場っていうのは提供して

いこうというふうに考えております。それで話元に戻しますけれど、その諏訪の取り

組みなどについても果たしてこの辰野町は公立の学校ですので、公立の学校としてど

こまで可能なのかっていう部分においては検討している部分がございます。 

○樋 口（7番） 

 諏訪市ではですね、現在 7つの小学校と 4つの中学校がございます。これをですね

3つの小中一環校にするという案ですよね。1つの学校はもう令和 3年度からスター

トするんです。これが 2018 年から検討されていて 2027年までのプランの中で、これ

実はですね日報さんの去年の 9月の 2じゅう何日でしたっけ新聞にございました。9

月の 26日ですね、こういうゆめプランゆめスクールプランですね。この中にですね

こういわゆる校舎一体型、施設分離型、こういったそれぞれの学校で編成をする、こ

れは少子化の問題や地域の問題も考えて、こういった方向のプランを 2018 年からす

でに考えて教育委員会の中で、それで教育総合会議の中で出してこのプランがスター

トするんですね。3年前に町長の出た案というのは斬新的だったのかなという、ちょ

っといきなりすぎたのかなというふうに思ったんですけども、世の中当たり前に検討

されていることなんです。この考えがですねこの間の総合会議の中でもそうなんです

けども、撤回しろとか何も検討してないで撤回しろとかいうそういう意見があります
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けれども、せっかく出た意見で町中の中に賛否両論あるんですよ、賛否両論あるんだ

ったらその意見を聞いてそれからやればどうです。川島小学校の統廃合はまた別問題

です。将来の学校についてはこういうことなんです。こういう方向がいいという、や

っぱり子育て世代の皆さんの意見を聞き、年寄りね私含めた高齢世帯じゃなくてです

ね、若い人たちがどういう学校がいいいかっていうのを聞きながら、そういう話をし

ていくのが教育委員会じゃないんでしょうか、教育じゃあないんでしょうか。いろい

ろ書いてきたんですけどね、何言ってるか段々ちょっとあちこちとんでしまってです

ね、ちょっとまとまりませんけれども時間も限られてきます。最後にですね本当に誰

一人として取り残さない教育について、町長それから教育長それぞれ一言ずつお話を

いただきたいと思います。 

○議 長 

 町長、簡潔にお願いします。 

○町 長 

 はい。とにかく私の思いはですね、本当に学校に行けない子どもも最もなんですが、

本当にその子どもを抱える家族の皆さんの苦しみですね、苦しみ悲しみそういった事

例も多く見てきております。何とか救ってあげたいそのための制度なりやり方がない

ものかどうか、常にそれを問い続けてきたこの 3年間でもありました。 

○議 長 

 教育長、一言お願いします。 

○教育長 

 はい。一番最初にも申しました子どもたちさまざまな個性・特性持っておりますの

で、やはりここにどれだけ学校が先生方が寄り添えるかいうことだと思います。ここ

は一番先生たちにとっては厳しい部分だと思っております。以上です。 

○議 長 

 樋口議員、時間です。 

○樋 口（7番） 

 はい。最後になりました。ぜひですね今の子どもたち、今の親御さんの意見をよく

聞いてください。3年間教育長ほとんど親御さんの意見は聞かれてないかと思います。

ぜひそういったことを通じてですね、将来の辰野町の学校がどうあるべきかどうした

いのかということをですね、進めていっていただきたいと思います。まったくまとま
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りませんでしたけど、以上で質問を終わりにしたいと思います。 

○議 長 

 ただ今より、暫時休憩といたします。再開時間は 3時 25分、15時 25分といたしま

すので、時間までにお集まりください。 

       休憩開始    15時 10分 

       再開開始    15時 25分 

○議 長 

 再開いたします。質問順位 6番 議席 5番 松澤千代子議員 

【質問順位 6番 議席番号 5番 松澤 千代子 議員】 

○松 澤（5番） 

 それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。この 1年はコロナのパンデ

ミックに揺さぶられ、大人も子どもも限界を超える我慢の年でした。そして日本経済

は歴史に残る景気の崩落に見舞われました。国内総生産が戦後最悪の落ち込みを記録

したあと、対面での接触を減らし感染拡大を防ぐ新しい生活様式のもと、企業の回復

度合いは業種によって差はありますが、女性や非正規の労働者といった弱い立場の人

たちへのしわ寄せが、一段と厳しく強くなっているという状況はいうまでもありませ

ん。そしてその状況はいまだに続いているのです。製造業については 5、6 月頃まで

は 2月から 3月の注文が継続していて生産が続けられていた工場も、夏すぎからは発

注のない状況が続き週の半分を休みにした工場もあります。材料のなくなってしまっ

た 5、6月頃から夏にかけて、仕事ができなかったところも秋すぎからは材料の調達

ができ、少しずつ回復への兆しが見えてきた工場などさまざまです。そのような状況

を全国的に見ても今回のコロナは平成 20年のリーマン・ショックのときとは対照的

なんですね。リーマン・ショックのときは男性労働者が多い製造業への影響が大きか

ったのに比べて、今回のコロナの打撃の多くはサービス業へきているので、女性やパ

ートやアルバイトに大きなしわ寄せがきているのです。そこでそのしわ寄せが私たち

の生活のどこに響いているのかというと学生なんです。子どもたちなんです。大きな

夢を抱いて大学や専門学校に進学する子どもたち、次代を担う子どもたちの学ぶ意欲

をサポートするのはもちろん親の愛です。親はち密な計算のもとに経済的な援助でサ

ポートします。その経済的援助は母のパート収入も当然入ってのことです。それがコ

ロナ禍で思いもしない給与の減額となってしまった家庭があるんです。そこで考える
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のは教育ローンなのですが、それは金融機関による審査が厳しいためすぐには用立て

できません。今年度から 2人の子どもたちが同時に大学入学のために都会へ出て行っ

たご夫妻とお話しましたが、国や県の奨学金制度などをあれこれ調べてみたが合致す

るものがなかったとのこと。まあさまざまな制約があるんです。また専門学校へ進ん

だ母一人でがんばっている家庭のその母とも話をしましたが、掛け持ちのアルバイト

がなくなりローンを組みたいけれどできなかったとのこと。このような苦しい経済事

情の家庭はこれだけではないはずです。特にこのコロナ禍で仕事量は降下線をたどる

一方の今、しわ寄せを受けているパートなどの女性の職場ももちろんそこから助けて

はほしいんですが、もうひとつ末端の学びを求めている子どもたちにも目を向けてほ

しいのです。次代を担う人材を育成していきたいという町長の方針で、何とか急な困

難に陥ったときの教育資金システムを構築するというのはいかがでしょうか。医師を

目指す子どもたちへの奨学金制度は県にもあります。一般のものは本当にわずかです。

市町村単位のものも本当にごくわずかです。塩尻市にはあるんですけれどね。そこで

辰野独自の教育資金制度を作っていただきたいのです。いかがでしょうか。 

○町 長 

 それでは松澤議員のご質問にお答えさせていただきます。新型コロナウイルス感染

症が収束しない中、ただ今議員が分析されましたように地方経済の活力は、以前のよ

うに戻ってはいないと判断しております。また働く業種にもよりますが需要が戻らな

いために雇用や収入が安定せず、その結果苦しい家計状況の家庭も増えてきているの

が現状だと認識しております。また大学生をもつ多くのご家庭では、親の共働きによ

り学生の生活を支えているのではないかと思います。私も子育て時代には教育資金の

捻出に大変苦労をしたという記憶がございます。そういった家庭ではこの新型コロナ

の影響で親元を離れて都市圏等で暮らす学生への仕送りが、一層厳しくなっているこ

とも想像には難くありません。一方で都会に出た多くの学生が親からの仕送りを補う

ためにアルバイトをしていたところ、新型コロナの影響でアルバイト先が店を閉め働

けなくなっているという実態も報道されております。さて議員のご質問ではコロナ禍

においての学生を持つ家庭への経済支援を中心に述べられましたが、この場合目的を

整理しながら効果的な施策を打っていく必要があると思います。大きく 2つに分けて

考えてみたいと思います。まず一つはコロナ禍における学生を持つ家庭の経済支援で

あります。もう一つは次の時代、次代を担う人材育成、ひいてはユーターンに結びつ



77 
 

ける支援であります。まず一つ目の学生を持つ家庭への経済支援については、議員が

ご指摘のとおり自治体単位の支援策はあまりなく、財政上の優先順位としてすべての

町民への総合的な支援を基本に考えていくこととしております。もう一つの 2つ目の

ユーターンに関する施策の中では、在学中に借り入れた奨学金の返還に関する費用の

一部補助などが近隣において行われていることから、実施自治体の状況などを調査す

る中で効果を見極め検討をしていきたいと考えております。いったん町を離れた若者

たちが帰りたいと思う、ふるさとづくりを目指していくことは松澤議員の思いと同じ

であります。昨年はアルバイト先の休業等厳しい状況の中で、帰省を自粛して県外で

がんばっている学生を支援するために、辰野産のお米を送る事業を実施いたしました。

今年も情勢によっては同様の支援を行うことも検討していきたいと考えております。

この取り組みにより町とつながった学生には、地元への就職に役立つ情報等を引き続

き提供することもできますので、ふるさと辰野町といつでもつながっていることを意

識して、安心して暮らしていただく取り組みとしては効果があるのではないかとも考

えているところであります。以上です。 

○松 澤（5番） 

 はい。本当に町長も苦しんだというふうにおっしゃっていただいたんですけれども、

私が思い起こしてみるのに子どもの教育の最終段階、高校を卒業したその後の教育そ

こが経済的には一番苦しいときでした。正直な話工面に工面を重ねて本当に大変だっ

たという思いがあります。子どもたちもちゃんとわかっておりましてね、アパート

代・電気・水道それから食費など本当に子どもたち自身もアルバイトで補うつもりで

いたんです。でもそれができなかった、思うようにならないそんな挫折感を学んだこ

とだと思います。それもね人生の勉強ですから無駄ではないと思います。ただ学びの

意欲それを中途であきらめなくてはならない状況に、陥ってしまうっていうのが一番

かわいそうなことだなっていうふうに思うんです。親としても切ないことだと思うん

です。町長がおっしゃってくださったように子どもたちが辰野に戻ってきて、辰野で

就職して辰野のために生きてくれるなら、返済も半額とかゼロとかにしてやってくだ

されば、人口問題の先行投資として無駄にはならないって思うんですけれども即実施

っていうのはだめでしょうか。 

○まちづくり政策課長 

 はい。現時点におきましては町長答弁のとおり財政上の優先順位としてはですね、
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大学確かに苦労されている実態はわかりますけれども、やはりさまざまコロナ禍にお

いて 1年を経過する中で見えてきた、1番厳しい業態の皆様にへのですね支援策に絞

ってまずは実施してまいりたいと思います。学資のローンの関係等ですねあるいは奨

学金の返済そういったものについては、近隣の自治体の状況を早速調査させていただ

きながら、効果のある支援だと見極めればですね検討してまいりたいというふうに考

えております。以上です。 

○松 澤（5番） 

 塩尻市の方のことも調べていただきながらいい方向に進んでいただきたいと思い

ます。またこのコロナ禍だけではなく純粋に町としての教育資金応援システムが構築

できれば、進学サポートへの進展につながっていくと思いますので、私は町独自の教

育資金応援システムの構築を提案いたします。ぜひここを考えていただきたいと思い

ます。次に進みたいと思います。本日は川島小学校のことでたくさんの意見が出され

ております。川島小学校存廃問題とは別で現在進行形の授業、今の学校ということで

考えていただきたいと思いますが、この 4月からの中学校の新学習指導要領について

伺います。この 4月から中学の新 1年生になる子どもたちにとっても、その親にとっ

ても新生活への不安と同時にカリキュラムが変わるということに不安を抱いており

ます。なんしろ昨年の 1 年間は何が何だかわからないうちに長期休業になったり、卒

業式、入学式がいつもと違う何か変則的な卒業式、入学式であったり、6年生という

小学校の締めくくりをあわただしく過ごさなければならなかったりと、落ち着けない

年度でしたから本当に子どもたちは大変です。大きく変わるところは何か、どんなと

ころに特徴があるのかお聞かせいただきたいと思います。 

○教育長 

はい。議員の質問にお答えしたいと思います。この新しい学習指導要領は小学校は

今年度 2020年度から、中学は今言われるように来年度からということになります。

ですからあと 1箇月後、この 4月から完全実施ということになります。これにつきま

しても今までこの議会で何回も答弁させていただきましたけれど、これからの社会ま

すますグローバル化が進む、それからスマホの普及、ビックデータや人工知能いわゆ

るAIですねの活用などによって、技術革新が急速に進んでいくことが予想されます。

今までもこの 10年前では考えられなかったような激しい変化が起こっているわけで

すけど、今後もこれは起こり続けるだろうと、そこでこの進化した人工知能 AIが今
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後はさまざまな判断を行ったり、身近なものの働きがインターネット経由で最適化さ

れたりする時代が到来をしてくると、社会や生活様式がこれからも大きく変わってい

くことが予想されます。今回の学習指導要領の改訂はこのような社会の変化が激しく

予測が困難な時代の中でも、これからの子どもたちには生き抜いていってもらわなけ

ればならないわけですから、変化を前向きにこれ受け止め、社会や人生を人間ならで

はの感性を働かせて、より豊かなものにしていくことができるために必要な資質ある

いは能力を、身につけられるようにという願いを持っております。従来の学習指導要

領ですね、従来といいますとこの 3月までということになりますけれど、この学習指

導要領は何がわかったかというねここに重点が置かれていましたけれど、新しい学習

指導要領では知・徳・体にわたる生きる力を育むために何ができるようになるのか、

何を学ぶのか、そしてどのように学ぶのかが大事にこうされてきます。主な大きく変

わる点、中学について具体的に話をさせていただきますとちょっと長くなってしまい

ますが、国語だけではなく多くの教科で友達との話し合いにより考えを深める活動、 

疑問や課題を筋道を立てて考えていき、結論まで導き出す過程を大事にした言語活動

が重視されてまいります。中でも中学校で大きく変わるのは外国語教育、いわゆる英

語でございます。小学校 3、4年生の外国語活動それから 5、6年生で教科としての外

国語教育を受けて中学校では外国語でコミュニケーションができるようになること

を目指して聞く、読む、話す、書く、の力を総合的に学んでいきます。ですから中学

校 3年間で学ぶ英単語の数が増えてまいります。プログラミング教育も新たに入って

まいります。小学校で必修となるプログラミング教育を受けて、コンピューターに意

図した処理を行わせるため論理的な思考力、いわゆるプログラミング的思考を学習し

てまいります。ただしプログラミング教育という教科ができるわけではなく、理科だ

とか音楽とかいうような各教科の中で筋道を立てて物事を進めるというプログラミ

ング教育的な学びを行うということになります。理科やそれから数学では観察・実験

などを通して科学的に探究する学習活動やデータを分析し課題を解決するための統

計教育なども充実をしてまいります。そして新たに道徳教育が加わってまいります。

従来の道徳は教科としての扱いではなかったわけですけれど、特別な教科、道徳とし

て新設されてまいります。さまざまな課題に「自分ならどうするのか」と向き合い自

分とは異なる意見を持つ友達ですね、友達と議論をするこういう道徳が展開されるよ

うになってまいります。そんな中から道徳性を育んでいくということになります。も
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う一つ伝統や文化に関する教育、それからわが国や郷土が育んできた日本の伝統文化

ってことも学んでいくようになります。今回の改訂は生徒よりもどちらかというと先

生方の方が大変な部分がございます。単に今までこう知識を伝達をするとね、こうい

うことからそうじゃないわけですので、知識を伝達してもだめだということになるわ

けですから、自分の授業スタイルを先生方は見直して、変えてかなければならない部

分は変えていかなきゃならない、ここの部分は先生方にとって大変厳しい部分であろ

うと思います。辰野中学校でも昨年と今年の 2年間かけて、先生方は自分の授業の見

直しをこう図ったりして、必要な授業改善に取り組んでいきますけれどもなかなか厳

しい部分もあるのではないかなっていうふうに思っております。ここに今度 ICT機器

が入ってまいります。そして ICT機器が持っているその効果的な活用ってことを図り

ながら、新しい学習指導要領の下でスタートしていく、これが 4月からということで

来月からっていうことで、中学の先生方も今がんばっているところでございます。 

○松 澤（5番） 

 はい、ありがとうございました。友達とのコミュニケーションが取れるように言語

活動そして英語でコミュニケーション、プログラミングたくさんのことを教えていた

だきました。お母さんやお父さんたちも本当に先生の説明でわかって安心できるカリ

キュラムだとそういうふうに承っております。承りました。ありがとうございました。

その英語でコミュニケーション、言語活動、友達と話し合い、そういうふうに言われ

ると新しい生活様式はどうなのかなとかって思ってしまいますが、それも考えながら

先生たちがやってくださることに期待をしたいと思います。また今年度には小学校に

教科担任制をいち早く導入していただいて、その成果をあげているということは大変

評価しております。どの学校にどういう形で配置しているのか、単級の規模の小さい

学校に導入してのメリットとデメリットはどうなのか、特に小学生自身はどう受け止

めているのか教科や時間数などもご説明していただければと思います。 

○教育長 

 はい。まず来年度からその英語は中学の英語が大きく変わるというそんなこともあ

りまして、小学校から英語って楽しいんだと英語使うことって面白いんだっていう、

そんな願いもこめて 1、2 年生から英語遊びってことをね、町独自で今年度からスタ

ートさせていただきました。さて町独自の小学校における教科担任制の今年度の実績

ということでございますけれど、川島小学校以外の小学校では県から音楽の専科教員
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が配置されておりますので、そしてさらに西小学校と東小学校ではさらに理科の専科

の先生がやはり県から配置されております。ですから町内ではそれ以外の教科という

ことになるかと思います。まず川島小学校ですけれど 5、6年生で国語と家庭科をよ

り専門の先生がお二人先生がおりますので、その中のどちらかのより専門の先生が主

をやってもう一人の先生がそれを支援するという形の授業展開、それから体育と音楽

は全校授業として、同じく川島小にいる先生方の中でよりその体育あるいは音楽の専

門的な先生方を主として、他の先生が補助として授業に関わるというそんな授業をや

っております。西小学校では 6年生の国語と算数において、1年を通じて担任を入れ

替えての教科担任制を実施しております。東小学校では 6年生の国語と算数において、

単元によってより専門の先生が担当した方がよいと思われるところを選び、担任を入

れ替えた教科担任制を行っております。さらに 5年生の算数については二クラスを 3

つに分けた少人数学習指導も行っております。南小と両小野小はこれ単級になってお

ります。各学年 1クラスしかありませんので、学年ではできないんですねそこで複数

の学年ということになります。南小学校では 6年生の社会、理科、家庭科それから英

語、5年生の社会、理科、図工、家庭科、外国語、英語ですね、4年生の国語、算数、

理科、図工、体育、英語ということで、4年生以上の学年で多くの授業を教科担任制

にしております。ということはどういうことかと 4、5、6ということで 3人の先生が

いることになりますね。この 3人の先生がそれぞれの教科で自分がもてる周りの先生

がほかの先生よりもちょっと専門性があるというね、得意な先生が 4年生以降の学年

を全部もつというようなそんな形で多くの教科でやっているようになってまいりま

す。両小野小学校ですけれど、高学年の図工は両小野小には美術の専門の先生がおり

ますこの先生が。から 1、2、3年生の体育と 4、5、6年生の体育はより専門の先生が

主に授業を進めて、他の先生が補助として入っての教科担任制を実施しておりますし、

両小野小は両小野中学校とこう連携しておりますので、小学校の先生が体験入学とい

うことで 2週間ほど中学へ行くこのときに、中学の先生が国語、算数、理科、図工、

体育等の授業を行っているということになっております。現在小学校にいる先生方が

話し合って専門の教科だとかより得意な教科を受け持ち合いながらこう決めだして

いるわけですので、教育委員会としてこの教科をやりなさいというこの支持はできな

いんですね。それぞれ学校によってその先生方の構成が違いますし、この教科担任制

においてはまさに町独自ですので、県からこう加配の先生が来ているということはあ
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りませんので、現在の職員構成の中で先生方の構成でできる教科をお互いこう出し合

いながらやっているということになります。来年度ですけれど、今年の取り組みの成

果だとか課題を確認し、さらに工夫して一歩進めていこうということをこれ確認して

ございます。西小学校だとか東小学校は学年 2クラスございますので、6年生だけで

も 2人の先生がある 2つの教科は最低できるわけですけれどもね、単級の学校では先

ほど言ったように複数の学年で行うっていうようなことをしております。これによる

メリットとデメリットはこれ当然あるわけでございます。ただ今年度やってみてメリ

ットの方が大変大きかったなあってそんな実感を持っております。教科をより専門的

に指導ができるということで子どもにとってみましても、今までより授業が面白くな

ったという感想が多く聞かれております。先生にとっても自分のクラスの全教科をや

らなければいけないという従来の指導と比べますと、全教科の教材研究をしなくても

すむ、一つの教科は他の先生に任すということができるということがありますので、

他の先生にお願いした教科については基本的に教材研究しなくてもすむわけですの

で、先生方の負担軽減これにも多少つながっていくのかなあということで先生方も実

感をしているようです。それから案外小学校でやってしまいがちなのは、一人の先生

がやってますとね 1時間目例えば国語やってそれが授業終わったんだけれど、まだ授

業の内容が終わらなかったので 2時間目までやっちゃったという、こういうずっとい

ってしまうという小学校往々にしてあるんですけれど、教科担任制になりますとそれ

ができない、1時間は 1時間、45分でピシッときらなければいけないということで先

生方もこの授業のメリハリがついたというこんな感想もいただいております。今年実

施してみて最大のメリットは学級内でトラブルが起こったときのこの処理なんです

ね。今までだとどうしても担任の先生が一人で指導することになるわけですけれど、

その学級に入っている複数の先生方が同時に、例えば聞き取りをしなければならない

っていう場合には、同時に聞き取りができるというようなこと、それから担任には話

しずらいけれど隣の先生なら話せるよっていうような子もいて、聞き取りなどもスム

ーズにいくっていうようなことで、この 2学期にちょっとある学校で生徒指導上の課

題が生じたときに迅速に対応ができたというこんな報告もいただいております。です

からまさにこの生徒指導の問題も、この教科担任制が生きて働いたというふうに言え

るわけでございます。これはまだこれから来年以降と続けていくわけですけれど、中

学校に入りますとね全部教科担任制になりますので、それに向けてのいわゆる中 1ギ
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ャップというようなことをたまにいわれるわけですけれど、この解消の一助にもなる

のかなあと思っております。デメリットとすれば教科担任制のための教員っていうの

が県から特別に配置されているわけではありませんので、先ほど言いました学校ごと

今いる先生方の構成で教科が決まってしまうという部分があって、町全体で統一する

ことができないということがございます。ただもう一つ気をつけていかなければいけ

ないのは、来年度こう拡大をしていく予定なんですけど、やはり小学校のうちは「僕

の担任はこの先生だ」というものはしっかりないといけないんだろうなと、すべての

教科が教科担任制になって中学みたいになってしまうっていうのは、ちょっと小学生

にとっては厳しいだろう。やっぱり僕の担任の先生はあるいは私の担任の先生はこの

先生だっていう、先生っていうものをしっかり持ちたい、ですから特に授業時数が多

いような教科ですね、国語とか算数については特に専門性でこう偏りがなければ、担

任の先生がまず持つって事が大事ではないかなとふうに思っております。来年度です

けれど学級数の関係で東小、今年まで理科の専科が配置されてましたけれど来年度は

東小の理科の専科が引き上げになってしまいます。そうすると理科の専科は来年度は

西小だけになってしまいます。これ理科っていうのはなかなか厳しい教科でしてね、

実験とか観察とかやらなければいけない、事前に準備しなければいけないっていうこ

とで、担任がやると非常に厳しいんですね。そこで来年度は町費の理科の専科の先生

を一応 2名確保して、西小がもう県から専科の先生が配置されます。東それから南、

川島それから両小野これをこの二人の理科の専科の先生を回して、少なくとも理科に

ついては統一して専科の先生を確保できるかなあと、専門の先生に理科の授業を専門

の先生にお願いすることができるかなあとふうに思っております。いずれにしまして

もより専門的な先生が関わって小学生においても面白い、楽しいてそんな授業を展開

できればとふうに思っております。以上です。 

○松 澤（5番） 

 はい。全部言っていただきました。うれしかったです、同じことを考えていたかな

あっていうことで。私実は岡谷に教師をしている友達がおりまして、学級担任なんで

すけれども小学校で英語を自分でやらなくてはいけないっていうことで、もう一人は

高校の英語の教師なんですけれども「そりゃあ大変だわ」っていう感じで、本当にそ

の教科担任にどうしてもなってほしいその教科っていうのはあると思うんですね。特

におっしゃられたように実験のある理科は、特に町費でやっていただけるってことは
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ありがたいことだと思います。教科担任制は本当に学力向上にもつながりますので大

賛成です。しかし学級担任制にはそれなりに子どもの心に寄り添えるメリットがあり

ます。今教育長のおっしゃられたとおりです。そこはぜひ忘れずに決め細やかに寄り

添っていただきたい。学級担任制だと一日を通して接しているので目が行き届きます。

だからその子どものちょっとした変化にも母親と同じように気付くことができます。

また逆にたまに会うからこそ気付けること、それが教科担任の先生だと思います。そ

こで要望です。学級担任と教科担任との連絡を密にしていただきたい、ここだけは密

を避けるのではなくぜひ密にしていただきたい。学年が変わるときにはその引継ぎ事

項は特に密にしていただきたい。スクールカウンセラーともしっかり引継ぎをして、

特にいやなことは二度と口にしたくないという思いが子どもにはあります。日記のよ

うに詳細を文字で残し文書での引き継ぎをお願いしたい、その上で子どもの心に寄り

添っていただきたいのです。先ほどの質問の中にもありましたけれども、子どもの心

に寄り添う、登校拒否をなくしたいそこの部分でやはり状況はすべて先生方の間で連

絡を密に取ってわかっていてほしい、そして心に寄り添う、それが大事だと思うんで

す。子どもの心は本当にしっかりとした大人顔負けの部分もあり、柔軟で揺れ動くこ

う波のような部分もあり、ガラスのように壊れやすい部分もあります。ガラスの部分

が壊れてしまったとしたら修復にはかなりの困難を極めます。ぜひとも学級担任制の

ような心に寄り添えるメリットは残しつつ、専科の学力向上のメリットを加えてより

よい教育をお願いしたいと思っております。子どもの心が折れることのないような柔

軟な対応とサポートをぜひお願いしたいと思います。教育長は何かこの件ではありま

すか。 

○教育長 

 はい。子どもたちと先生との出会いですね、これは本当に一大事なんですね。ほい

で先生と心を合わせてずっと生活をしていくわけですけれど、実は先生たちって 3年

から 4年くらいで大体変わっていく、そして複数のクラスがある西小や東小は大体 2

年ごとに学級編成変えを行うということになります。そうすると今まで関わってた先

生から別の先生に代わるということがございます。こういうときのってのは子どもた

ちにとって一大事でございます。友達も代わるそれから先生も代わるということね、

これは先生以上に子どもたちにとっては一大事ですので、今議員言われたような引継

ぎというようなこと、中にはその切ない思いをした部分が前の年にあったとき、それ
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がどういうふうに引き継がれていくかってことが非常に大きなことだと思うんです

ね。今日もその前の樋口議員の方の質問にもございましたけど、子どもに寄り添うと

いうことこれは簡単にはいうんですけれど、実はこれは非常に難しいことなんですね。

子どもに寄り添うってどういうことなのか、ですがこれも先日の町の校長会で確認さ

せていただきました。ぜひ来年度は一人ひとりの子どもの状況にあるいは個性に特性

に寄り添っていただきたいと、まずはそこからスタートしていただきたいそんな話を

させていただきました。学力面でもそうですし生徒指導面でも生活面でも子どもたち

が表面に現れている現象面だけではなく、そこに奥にあるものまでしっかりと寄り添

って対処していきたいと、そんな学校をぜひつくっていただきたいということで、私

学校にお願いしたのは自分のクラスに自分の子どもも入れることができる学級なの

かどうなのかっていう、そんな視点でぜひ自分のクラスを見てほしい、自分が学校に

自分の子どもをねわが子を入学させてもいい、そういう学校づくりをしようとそんな

ちょっといい言葉で言えないんですけど、そんな学校づくりあるいは学級づくりをし

ようってことを、先日の校長会でもちょっと提案させていただき確認させていただき

ました。 

○松 澤（5番） 

 はい、ありがとうございます。今のお答えで悩める心を持つ新中学 1年生のご父兄

は、少しでも安心感を持つことができたのではないでしょうか。大きな希望を持って

ワクワクしながら中学生になっていただけると思います。次に進みます。先ほどのこ

ととも関連してまいります人口問題ですが、県の人口も 19年連続で減少しており上

伊那の中では辰野町の減少率が 1.38％と一番高く、減少数も 259人と町村の中では一

番多い人数でした。町としてはどんなふうに分析されているのか教えていただきたい

と思います。 

○まちづくり政策課長 

 それでは人口の分析についてのご質問にお答えをしてまいります。議員ご指摘のと

おり上伊那の中では辰野町の人口減少数そのものは多いわけではございますが、移住

施策のなどで注目しております社会動態つまり転入と転出の差でございますが、その

減少割合について分析してみますと、辰野町はマイナス 0.30％であったのに対して箕

輪町はマイナス 0.39％と減少率が高くなっております。同じく伊那市はマイナス

0.31％、駒ヶ根市はマイナス 0.34％とやはり辰野町より減少率は高くなっております。
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さらに近隣隣接する岡谷市はマイナス 0.59％、下諏訪町はマイナス 0.53％と大きな

減少率を示しています。このように見てまいりますと上伊那地域が人口が増加してい

る南箕輪村を含め穏やかな減少にとどまっている地域でございまして、その中では辰

野町も人口減少状況が目立ちますけれども、住みやすい広域圏であるということを認

識した上で辰野町の地域特性の良い面を施策に結びつけて、人口対策を講じていくこ

とが必要であるというふうに考えております。コロナ禍で社会移動が抑えられている

中にありまして、このように社会減がある程度抑えられている点を考えますと、これ

まで取り組んでまいりました移住定住施策、例えば住宅関係の補助「定住促進奨励金」

などまた空き家バンクこういった住宅施策の効果もあるでしょうし、ど真ん中プロジ

ェクトなど町民、住民とともに取り組む関係人口増加の取り組みは、辰野町の知名度

をアップさせ移住にもつながってきているというふうに考えてもおります。一方辰野

町の場合高齢化の影響で自然動態つまり出生数と死亡数の差においてはやはり高齢

者の死亡数が多く、数的には上伊那郡下でも減少数、減少率とも高いわけでございま

すが、出生数を見ますと 2020年は 92人この 5年間で見ても 100人前後で推移してい

ます。この傾向を維持あるいは増加させることが、当面重点的に取り組む施策になっ

ているというふうに考えております。従いまして令和 3年度は女性・若者活躍をさら

に推進する中で「出産祝金」「結婚新生活支援事業補助金」などの新規事業を展開し、

子育て世代、若者世代が暮らしやすい環境を整備してまいりたいというふうに考えて

おります。以上です。 

○松 澤（5番） 

 ありがとうございました。北安曇の松川村と同じような支援をするということで、

ただ支援をすればいいというんではなくて、つながり人口も大切ですけど今住んでい

る人の維持が大事なんではないでしょうか。子どもたちが進学のためにふるさとを離

れるその後です。見込み人口学業を修めてから戻ってこられる場所、就職して生業を

持てる場所がふるさと辰野であってほしいのです。子どもたちの人口がそれ以上に増

えていく自然増へつながる人口であってほしいと願うのです。本当に身の丈というの

もあります。この町にとって何が必要かっていうことで、以前にも町長と話をしまし

たが企業誘致、子どもたちが就職のためにも戻れる町づくりということで、本当にこ

んなコロナ禍ですけれどあえてお伺いいたします。企業誘致などは進んでいるのでし

ょうか。 
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○産業振興課長 

 はい。それでは子どもたちがですね、就職のために戻れる町づくりそのための企業

誘致ということでございます。企業誘致に関しましてはですね、そういう子どもたち

のための部分もあるわけですけど、現在住んでいらっしゃる方また町外から辰野に新

居を構えたいと思われている方等にもですね、興味がわくような働ける場所という部

分におけるものづくり産業を主体とした企業誘致については、以前と相変わらず進め

ているところでございます。そんな中で特に今年度末でございます。ここでこの時期

でございますけども、辰野町空き家バンクにおきまして現在居宅のみを対象としてい

るわけでございますけども、建物等については居宅のほかに店舗・工場・事務所・倉

庫を加えてですね、さらに土地等につきましては空き地を対象とした制度を設けまし

て、今までの空き家バンクにプラスする中で土地を紹介するバンクを設ける中で、町

内に居宅として家を構えたいほかにですね、店舗・工場等を建てたいという方にも注

目されていただくような、制度的なものをここで設けてまいる予定でございます。ま

たほかに新たな取り組みとしましては、コロナ禍あるいはコロナ明けのですね地方へ

の事業の流れをいい機会として捉えまして、町内にサテライトオフィスを段階的に誘

致することも考えております。紹介ある企業も多いわけでございますけども、サテラ

イトオフィスについては IT関連の問い合わせ等も多いなどから、若い特に都会を離

れていた、都会へ町から離れた若い方のスキルでありますとか興味にもあっているん

ではないかということで、それもユーターンのきっかけにつながればという部分で期

待をしております。また直接的なそういう企業等の誘致ではなくてですね、子どもの

頃といいますか中学、高校のころから辰野町を愛してもらうという気持ちを育てるこ

とから、一昨年からは町内企業を情報発信する場として多くの町内企業を知っていた

だくために、また学生さんがですね先ほどから言っております将来の就職に対する町

内企業の出会いの場として、頭の片隅にでも覚えておいていただければという部分も

含めて、3回目になる辰野町おしごとチャレンジ等も開催をしております。今年度コ

ロナ禍という中でちょっと参加企業少なかったわけですけども、20社が参加をしてい

ただきその企業の魅力を学生の皆さんに伝えていただくことができました。また中学

生においては町の企業の技術等でもですね、自ら学び知ることを通して考える人を育

てたい、また辰野の企業やものづくりに誇りを持っていただきたいということで、辰

野中学校において第1回ものづくりチャレンジ等を開催をしているところでございま
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す。これらのキャリア教育を通じまして、学生に町内企業を知ってもらい働く面白さ

を伝えることで、子どもたちが進学のためにふるさとを離れましても、また学業を修

めて戻ってきたい場所、議員おっしゃる生業を持てる場所辰野に戻ってきてもらえる

ようなステージづくりを、今後もしてまいりたいと思います。郷土のすばらしさを育

めるような施策を今後も考えてまいりたいと思っております。以上です。 

○松 澤（5番） 

 ありがとうございました。本当にありがたいことだと思います。先日中学生議会を

開きました。そこに参加してくださった生徒さんのお母さんがおっしゃいました。「と

てもいい経験をさせていただきました」そしてその後息子さんの言葉を伝えてくださ

いました。「辰野町のことを仲間とともにさまざまな分野から考えてディスカッショ

ンしたり、あれやこれや考えたことをひとつに絞って仲間との意見をひとつにまとめ

た。それはとてもいい経験だったし僕は大人になっても辰野にいたいと思っている」

そう話してくださいました。子どもたちの成長が本当に楽しみです。以上で質問を終

わります。 

○議 長 

 進行いたします。質問順位 7番、議席 2番、向山光議員。 

【質問順位 7番 議席番号 2番 向山 光 議員】 

○向 山（2番） 

 本日のラストとなりました。あらかじめ通告してあります 4点について質問してま

いります。まず湖周行政事務組合による板沢地区への最終処分場建設計画についての

質問から始めます。この間、昭和 37年のし尿投棄問題について、まさに生き証人と

して先頭に立って現地の案内などをしてくださった赤羽将秀さんが先日お亡くなり

になりました。昨年 12月議会にもお元気で傍聴に来られていました。ご冥福をお祈

り申し上げるとともに、50年、60年後にも同じように板沢のこの問題が過去のこと

として反対運動の成果として語ることができるように、そして三度、このようなこと

が起きることのないようにしていくという決意を新たにしているところであります。

さて板沢のこの問題もいよいよ 5年目に入り、今年の秋には昨年行われたボーリング

調査や電気探査、現在継続中の地下水流動調査などの分析結果が出されることになり

ます。地元の建設阻止期成同盟会としてはこの調査結果に期待を寄せているわけです

が、その期待が裏切られることのないようにこれまでの経過や考え方をきちんと整理
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しておくことが必要と考えます。昨年期成同盟会が調査を行うことについて同意した

ときに、同盟会の林会長は「計画の白紙撤回を求める基本方針は従来どおりである」

とし「水源への影響を調べることと、建設ありきの調査ではないことの 2点で合意し

た」と述べています。期成同盟会では、今回の調査は井出の清水水源への影響を立証

するためのものと位置付けており、水源調査の結果井出の清水水源への影響が明らか

になれば、それは当然最終処分場建設計画の白紙撤回に大きく踏み出すものと期待し

ています。井出の清水への影響が明らかになりながら、よもや「安全なクローズド型

だから計画を進める」とは言い出さないだろうと思っています。そういう前提の下で

調査に合意しているわけであります。ところが湖周行政事務組合側から私たちに聞こ

えてくるのは、結果を待つと言いつつ相も変わらず「板沢地区は最適地である」「丁

寧に説明をしていく」という言葉であります。このギャップは何だろうそしてこのギ

ャップが、湖周行政事務組合側が最終結論を出すときに影響が出てきては困るという

観点から今回の質問をいたします。そこでまず三者会で進捗状況の報告や情報交換が

行われていると思いますが、その開催状況、報告された直近の内容について説明を求

めます。 

○町 長 

 はい。まずは湖周問題、板沢地区への最終処分場建設計画の問題につきまして、一

般質問を続けていただき深く感謝申し上げます。また先ほど向山議員がお話触れてい

ただきました赤羽将秀さんの逝去につきましても、毎回この一般質問の議場に傍聴に

お越しいただき、私自身も昔の話を聞かせていただいたり、できることならご存命の

うちに解決したかったわけでございますがそれもかないません。しかし赤羽将秀さん

の遺志をしっかりと受け継いで、解決に向けて動いていきたいなという意を固くした

ところでもございます。さて話の趣旨にもありましたように湖周問題における現地調

査は建設阻止期成同盟会の方針もあります。現地調査の結果内容に関わらず建設反対

の意思はいささかもブレてはいないものと、町も同様の判断をしているところであり

ます。今後も更なるお力添えをお願いいたします。それでは湖周問題の三者会につい

ての具体的なご質問につきましては、住民税務課長よりご説明させていただきます。 

○住民税務課長 

 それでは三者会の具体的な内容についてご説明申し上げます。湖周問題、最終処分

場整備に伴う三者会はおよそ 1年前の昨年令和 2年 2月 26日に仮称で始まり、今月
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実施の会議が第 9回目となりました。今年度前半までの三者会は現地調査に関する説

明が中心で、ボーリング調査に始まり地質調査に関する調査方法や概要など取り組み

のための資料説明が主な協議項目でございました。町ではその都度期成同盟会の副会

長以上の皆さんへ資料の提供を行ってまいりました。第 6回の三者会昨年 9月 17日

開催の会議では電気探査によります地質・地層の現況調査結果概要が示され、翌月の

湖周行政組合議会全員協議会におきまして、資料提供があったところでございます。

それ以降になります第 7 回、第 8回の三者会は調査結果の出るまでの期間にあたり新

たな報告が必要となる内容はございませんでした。以上のとおり三者会は現地調査な

どで結果や概要に進展が認められた場合、期成同盟会に資料としてお送りし情報を共

有してきたところでございます。以上でございます。 

○向 山（2番） 

 先ほど町長からいささかもブレていないということでありますが、その上で質問を

させていただきたいと思います。議会としては平成 29年 1月、4年前になりますが臨

時会を開いて計画の白紙撤回を求める決議をし、それを当時の宮下議長が直接関係市

町長と関係市町議会へ届けています。では行政の側はどうなんでしょうか。町長は 12

月議会で「この間懇談会や情報交換等、新型コロナ感染拡大の影響でほとんどの行事

がことごとく中止となった。各市長・町長と会う機会が途絶えている」と答弁をされ

ています。しかしいくら多忙な町長であっても町の思いを伝えていく機会はつくれる

のではないかと思います。12月議会で「辰野町にとって大切なものを守る、これに尽

きる」と答えています。町として相手側にきちんとこの姿勢を示してきているのかこ

の点について答弁を求めます。 

○町 長 

 向山議員のご質問の趣旨は十分理解しているつもりであります。そしてストレート

に言い切ることの大切さもよく理解しております。辰野町は 5年前からこの問題が発

生して以降、反対以外に譲歩したこともありませんし間違っても協力・承諾の側に気

持ちを傾けたこともありません。湖周行政事務組合のたっての申し込みでありました

現地調査の同意であっても、膠着状態を何とか打破したいそのためには期成同盟会の

意向に沿った現地調査の要望を聞き入れていただきました。その場でも調査の結果に

よらず計画の白紙撤回を求めることを申し入れさせていただいております。 

○向 山（2番） 
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 三者会の報告がありました。これは事務局レベルでの懇談会であります。今議会に

もおそらく湖周行政事務組合から関係者が傍聴に見えられていると思います。しかし

行政のトップ同士できちんとこちらの態度を表明をすると、今の町長の答弁ではこれ

までにも姿勢は示してあるということなんですが、そのことについて再度きちんと相

手側ですねまずは諏訪の金子市長、あるいは行政組合のトップである岡谷市長にそう

いったことがきちんと伝わってるという確信を持っていいのかどうか、そのことにつ

いて再度お聞きしたいと思います。 

○町 長 

 はい。これまでの答弁にも盛り込んでおりますが「辰野町は期成同盟会と同一歩調

でこの問題に取り組んでいきます」この言葉どおりの姿勢はご理解いただいてるもの

と思っております。向山議員の質問に再度お答えいたしますが、湖周行政事務組合の

正副組合長、岡谷市、下諏訪町そして当事者となる諏訪市の正副首長の皆さんに、顔

を合わせるたびに板沢地区の処分場建設問題について絶対反対だといい続けること

はできません。隣接するそれぞれの自治体間は常に良好な関係を保っていくべきと考

えてもおります。そして私が副町長のときから辰野町はこの問題に関しては NOと表

明しておりますし、各市・町の首長の皆さんは辰野町の立場を十分に理解していただ

いているものと思っております。以上です。 

○向 山(2番) 

 そこらへん認識の差っていうかですね大きな差があるとは思ってませんけれども、

ただ湖周行政事務組合の全員協議会だとかそういった場では、先ほど申し上げたよう

に板沢の現地の地質は固くて大丈夫だというような話が、今もって出てくるわけです

ね。そうするとこれは湖周行政事務組合側の問題ではありますけれども、事務担当者

とトップとの間にきちんとした情報交換、共有ができているのかっていう不安を持た

ざるを得ないわけです。最後の最後でここのところで意識のギャップがあってですね、

我々の思いが伝いきれていなかった、そのことによって泥沼にはまってしまうなんて

ことはそれこそあってはならないことでありますので、ぜひここのギャップを埋める

ってことについては意識しておいていただきたいというふうに思います。それではこ

の項についての質問は終わります。2番目の質問です。12月議会での質問に引き続き

太陽光発電設置に関する質問であります。太陽光発電は CO2を大量に排出する化石燃

料に変わる再生可能エネルギーとして極めて有効であり、また辰野町を含む県内は晴
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天率が高く適地とされています。しかも耕作放棄地や遊休荒廃地への対策にもなり多

くの計画が進められています。さて産業革命以降特に第二次世界大戦以降、人類が地

球資源を際限なく掘り起こし、森林を破壊し人工物を構築してきた結果、地球は今や

人新世、人類が新しく作り出した世界っていうわけですかね人、新、世。じんしんせ

いとも呼ぶようですけど、こういう新たな地質学的な分類の時代に入っているという

学説もあります。人類が地球の地質や大気、生態系に重大な影響を与え、今直ちにこ

の流れを食い止めないと後 10年、つまり 2030年には人類の生存にとっての地球が大

きな分岐点に立つと言われています。NHKスペシャルでは「2030未来への分岐点」と

いうシリーズで地球温暖化、水・食料の問題、プラスチック汚染などさまざまな世界

規模の課題を取り上げて放送しており、グラフィック技術を取り入れた映像は衝撃的

な未来社会を描き出しています。このあたりのことについては明日の津谷議員の脱炭

素社会に関する質問において、さらに触れられるのではないかと思っています。少し

前置きが長くなりましたが、太陽光発電の果たす役割については地球規模の視点で見

ても大きな意義があると考えます。その一方で地域的に見れば設置に伴う災害の誘発

や景観、生活環境への影響などの不安もあり、それらに答えるために太陽光発電設備

の設置に関して許可制度とした条例が制定、施行されています。12月議会で基本的な

点について質問しましたが、今回はさらに条例の運用にあたって具体的な事項を明ら

かにしていきたいと思います。まず太陽光発電に関して発電出力 30キロワット以上

の特定発電事業計画が提出された場合の役場の中での審査ですが、関連部署が多くあ

ります。審査に際してどのように連携をとっているのかお聞きします。 

○住民税務課長 

 ただいまのご質問にお答えいたします。約 20年位前から始まった太陽光発電であ

りますが、町内におきましても屋根の上の設置だけではなく空き地を利用した太陽光

発電施設が数多く設置されてまいりました。その中には議員おっしゃるとおり設置に

伴い災害の危険性、景観の問題、生活環境への影響などが心配され、それを受けて平

成 27年度にはガイドラインを制定し、また昨年には再生可能エネルギー発電施設の

設置及び維持管理に関する条例を制定し運用しているところでございます。この条例

では関連する法令や条例を遵守することを定めております。申請された内容につきま

して、これらの法令、条例に遵守しているのかを審査するわけでありますけれども、

多岐にわたるため関係各課に回覧し審査をしております。そこで指摘事項があれば当
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然許可することなく、事業者に対し改善を求めているところでございます。以上です。 

○向 山（2番） 

 それではさらに具体的なことについてお聞きします。事業予定地が埋蔵文化財遺跡

に該当する場合やホタル保護条例に規定するホタルが生息する河川、水路あるいは県

の水道水源保全地区に該当する場合はどのような指導や判断がされるのかお聞きし

ます。 

○生涯学習課長 

 はい。埋蔵文化財の包蔵地の事務手続きにつきましては、国の権限移譲を受けた県

の業務となります。町では事業主体からの届出を受付し、県へ進達業務として事務を

行っていますが太陽光発電の建設の計画段階で、事業者から包蔵地に該当するか教育

委員会の方に所在の確認がございます。その際に問い合わせの地点が埋蔵文化財包蔵

地に該当するかを確認し業者に説明を行っております。また公式な文書ではございま

せんが所在確認票への記入を依頼しておりまして、問い合わせのあった太陽光発電の

開発が大規模 3,000平米以上の場合は、その確認票を関係する課へ回覧して町全体と

して事業の早期把握に努めてまいります。それと遺跡の保護措置につきましては、県

が基準をもとに判断しております。遺跡の保護協議では設計変更も含めて指導するの

ではなく協力を求めてまいります。太陽光の規制手段には埋蔵文化財の保護措置はな

りえない状況でございます。 

○産業振興課長 

 はい。ホタル保護の考え方でございます。ホタル発生、町内各所見られるわけでご

ざいますが、ホタルマップというホタルの発生を見極めている資料があるわけでござ

いますけども、そちら付近等の事業等とか回覧等で回ってきた場合においては、河川、

水路等にですね影響が関係する申請等があった場合においては、工事内容等注視し見

ているところでございます。 

○建設水道課長 

 県の水道水源保全地区に該当する場合についての回答をいたしたいと思います。水

道水源保全地区につきましては、長野県水環境保全条例に基づき水道水源を保全する

ため特に必要な区域として知事が指定しているものでございます。辰野町では沢底の

浄水場より諏訪よりの山林、大沢水道水源保全地区、面積が 40ヘクタールが平成 11

年に指定されております。水道水源保全地区に対しての規制ですが、ゴルフ場の建設、
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廃棄物処理場の設置、1ヘクタールを超える土石類の採取等土地の形質の変更という

ものが対象になりますので、それを伴えないものについては対象とならないというこ

とを担当の課から聞いております。いずれにしましても県の県知事に事前協議をする

ものでございますので、辰野町としてもチェックはしますけれども意見を言う立場で

ございます。以上です。 

○向 山（2番） 

 時間が限られてますので今の最後のところですね、また少し勉強して質問あれば質

問をしてまいりたいと思います。町の条例では規制がかかっているのに県の水道水源

保全地区との関係でいけば対象外というような解釈かと思いますが、改めて勉強して

いきたいと思います。森林に関しては山梨県でですね、森林伐採を伴う開発や急傾斜

地への設置は原則として禁止するという内容の条例を、6月に制定する旨の報道がさ

れています。この動向に注視し参考にすべきであると考えますがいかがでしょうか。 

○住民税務課長 

 議員ご指摘のとおり山梨県で新たな条例を制定し、規制を強化するっていう計画が

あることは承知しております。町としましてもこの内容注視しておりまして、場合に

よっては参考にさせていただき、町の条例に盛り込むことも検討していきたいと考え

ております。 

○向 山（2番） 

 森林についてはですね、すでに無届で木が切られてしまったというような事例があ

ります。森林法違反ということになるかと思いますが、こういうことも含めて関係者

への啓発が必要であることを指摘しておきたいと思います。条例第 4条には土地の所

有者等について災害の発生を助長し、または良好な景観及び生活環境を損なう恐れの

ある事業者に対して、当該土地を使用させることのないように努めなければならない

と定めています。これをどのように周知していくのかお聞きします。 

○住民税務課長 

 土地の所有者におきましては、その土地を自由に利用する権利また自由に処分する

権利を有しております。しかしながらその土地の立地的な要素から災害が心配される

場合には、太陽光発電施設の設置について再度検討をしていただき、災害を未然に防

ぐためのご協力をお願いしたいと考えております。またこのような土地所有者に対し

まして、どのように周知していくのが効果的なのかまたその内容につきましても、町
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の環境審議会で協議したのち周知活動に力を入れてまいりたいと考えております。 

○向 山（2番） 

 これは強制力がない規定でありまして、特に土地を貸せる場合にはこの規定が有効

ですけれども、今課長言いましたように売ってしまってからでは前の土地の所有者に

遡って義務がなくなってしまいますので、このような規定では抑止力につながるとい

うことしか考えようがないわけですけれども、ぜひ地域ぐるみで環境について考えて

いくという視点からは気運をつくっていく意味でも必要かと思いますので、今の環境

審議会での検討の方に期待をしたいと思います。条例第 7条第 2項では事業区域が

5,000平米以上の場合、関係区の同意が必要であると定めています。この同意は町が

許可の判断をする上でどのような意味を持つのか、必要条件なのか、区が同意しない

ことによって不許可となるようなことはあるのか、そのような場合事業者等から損害

賠償等を求められた場合に区には責任があるのか、以上 3点についてまとめて答弁を

求めます。 

○住民税務課長 

 まずは関係区の合意でありますが、条例第 5条の規定による土砂災害警戒区域いわ

ゆるイエローゾーンに設置する場合、また条例第 7条の規定による事業区域が 5,000

平米以上の場合に関係区の合意を求めております。この合意がどのような意味を持つ

のか、それは地域の皆さんがその計画に対する賛否を、地域の代表者となる区長に合

意の提出を求めてるものと解釈しております。よって区が合意しない場合、地域住民

の皆さんの賛同を得られていないと判断し許可することはありません。逆に関係区の

合意があったとしても、条例上適合していない箇所があれば許可することはありませ

ん。そのような場合において事業者から損害賠償請求を受けるケースもあるのかもし

れません。その際は町の顧問弁護士と相談しながら、町が前面に立って進めてまいり

たいと思っております。 

○向 山（2番） 

 そうしますと区長の同意、不同意は大変大きな影響力を持つことになります。12

月議会では、区に対しても専門的な知見の提供やアドバイスをしていただけると答弁

がありました。しかしそれでも区長は判断に苦慮することが多いと思います。平出区

では区長が判断する際に区の中に検討委員会を設ける方向で検討を進めています。区

が判断するための手続きになどについて情報交換をする考えはないか、区長に対して



96 
 

区の同意が持つ意義と手続きの全体像をフローチャートにして周知すべきと考えま

すが、2点について答弁をお願いします。 

○住民税務課長 

 関係区が合意の判断をするために必要な情報につきましては、その都度提供を行っ

てまいりたいと考えております。現在はその手続き例えば Q&Aのようなものは整備さ

れておりませんので、今後整備を進め関係区にお知らせできるよう進めてまいりたい

と思っております。また手続きの全体的な周知につきましては、実際に計画されてい

る関係区に対しまして、個別に対応をさせていただきたいと考えております。また先

ほどの手続きQ&Aなどが完成した折には関係区の皆様に周知してまいりたいと考えて

おります。 

○向 山（2番） 

 了解しました。再生可能エネルギーに転換するということで世界的に進んでいます

が、エネルギー全体に占める比率は極めて低い状況にあります。一方原子力発電は再

生可能エネルギーというどころか廃棄物再処理不可能エネルギーと考えます。2011

年 3月 11日がまもなく 10 年目を迎えます。エネルギーのことについてきちんと考え

るべき時期であると、この 3.11のひとつの大きな教訓として残っているというふう

に考えます。地球規模での持続可能な発展いう視点からいえば、産業構造のあり方か

ら個人消費に至るまで考え方そのものから見直していく必要が求められていること

を強調した上で、太陽光発電が地域と共存して展開されていくことを願ってこの質問

を終わりにします。3つ目の質問、町内の小中学校のあり方についてです。結論から

申し上げますと、今回準備した質問はすでにほかの議員が取り上げておりますので質

問からは省きます。一つは財政的負担をどの程度の規模で考えているのかということ

でありますが、すでに具体的には舟橋議員の質問の中ではキャンパス化構想について

試算は行っていないということであります。ここのところは非常に重要でありまして、

4月に新たに町長がどのような考え方を表明するかわかりませんが、進めるとすれば

マックスどのくらいなのかってことは当然必要なことであろうと思いますので、この

ことについては指摘しておきたいと思います。もう一つ質問も用意しておきました。

職務権限についてでありますが、すでに教育長から答弁ありますし、明日も小澤議員

から質問が予定されておりますので私の質問からは省かさせていただきます。その上

で進め方について意見だけ述べさせていただきたいと思います。答弁は必要ありませ
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ん。私は 12月議会で川島小学校の存続問題とは別に辰野型の校舎併設小中一環方式

については、検討を教育委員会サイドに委ねたほうが良いと指摘しましたが、町長か

ら答弁はいただけませんでした。そして 1月 25日と 2月 26日に総合教育会議が開か

れそれぞれ町長の見解が示され、さらにさまざまな意見を聞きながら 4月に再度見解

を発表するということであります。そしてそれまでの間に 3月の定例会で、議員の意

見も聞きたいと述べられました。しかしこれは少し方法としては違うのではないかと

思います。議員は一般質問において町長に対して提案や質問はしますが、与えられた

時間は町政全般に対して議員がテーマを決めて行うものであります。もちろん町長に

は反問権はあります。しかし始めから議員に対して意見を聞きたいということであれ

ば、全員協議会などの場において行うべきであると考えます。いずれにしても児童生

徒数の減少が続く中で、人数規模や学級数だけにとどまらない町内小中学校のあり方

について、4月に示される町長の私案をたたき台に、闊達な意見が交わされ実現可能

な建設的な未来像が作られていくことを期待し、私も積極的にその議論に入っていき

たいと考えます。四つ目の質問に入ります。今回の第 6次総合計画とその前期基本計

画の特徴として、町の行政の課題を SDGsという国際的課題と結びつけ整理したこと、

また町における各施策もこの計画の中に組み込んで体系化するとともに進行管理や、

各施策の改正もわかりやすくしたことなどが評価できることであると思います。しか

し SDGs国際的課題という点でいえば、先ほど少し申し上げました地球規模での気候

変動などへ対する考え方、取り組み、住民と協働で進めていく前提となる住民への啓

発という点ではまだまだ不十分な感じがあります。この点については今後さらに議論

を深めていきたいと考えます。さてこの計画については今議会最終日まで自宅審査と

なっていますが、最終日の本会議審査では時間が十分に取れない、あるいはその前に

見解をお聞きしておきたいということから何点かについて質問します。まず基本計画

基本目標の 2、「みんなが活躍できるまち」において「お互いに違いを認め合った」と

いう記述があります。現在の社会においてはまさにさまざまな違い、多様性を持った

人々によって構成されています。その中で他の人々と異なる特性を持っていてその特

性ゆえに、社会的に不自由とか不利益を受けている場合があります。一般的に少数者、

マイノリティといわれ社会的な配慮をすべきであるとして性的マイノリティ、LGBTQ、

夫婦別姓・別氏、母国語として日本語にルーツを持たない人々、これは外国籍に限り

ません、などがあげられます。またさまざまな障がいを持っている方や引きこもり、
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生活困窮に陥りやすい一人親世帯や高齢者世帯など、さまざまな人々の暮らし方、暮

らしざまにも社会的配慮が必要です。それらの中で今回は性的マイノリティ、LGBTQ、

そして夫婦別姓・別氏の課題に絞って質問します。この課題に絞ったのは町営住宅入

居の問題や入院時の面会などで、親族であることが条件になっているなどの問題があ

るからであります。根源的には相続の問題などにつながるものであり、その解決には

国において法制度の整備をすることが必要ですが、自治体独自の判断で例えばパート

ナーシップ証明書の発行をすることによって、可能な範囲でこの問題に答えを出して

いるところがあります。まとめて質問します。一つ性的マイノリティ、LGBTQ や夫婦

別氏を求めるカップルに対する配慮をどのように進めていくか、一つ各種届出に性別

の記載は不可欠か不要のものは省略していくことの検討を進めるべきではないか、押

印の廃止と一緒に検討ができるのではないかと思いますし、すでに市販の履歴書でも

ですね性別の記載事項はなくなっております。一つ町営住宅への入居に関する条件、

現に同居しているか同居しようとする親族がいること、この運用の見直しを進めるべ

きではないか、一つ それらの前提としてパートナーシップ証明書の発行について検

討を進めるべきではないか、この四つ全体にわたっての答弁で結構ですのでお願いい

たします。 

○生涯学習課長 

 はい。それでは生涯学習課の方から説明させていただきますが、一人ひとりが尊重

される地域づくりのために人権同和問題に対する意識啓発の研修会の開催を予定し

ております。またほたるの里男女共同参画プラン、第五次改訂版を策定し推進体制の

整備と充実を図ってまいりたいと思っております。 

○総務課長 

 私の方からは各種届出書に関してお答えをしてまいりたいと思います。こちらにつ

いては私自身も議員と同じ思いでおりました。業務上性別の把握が必要なものを除き

不要なものは省略していきたいと考えております。ただ押印廃止の関係と併せて検討

していければいいんですけれども、こちらについては国のガイドラインに沿って一括

でやりたいと思いますので、ちょっとそれとは別に行ってまいりたいと思います。以

上です。よろしくお願いいたします。 

○住民税務課長 

 それではパートナーシップ証明に関しましてでございます。現在までのところ直接
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要望であるとか相談というものはございません。しかしながら全国的にも対応する自

治体が増えてきておりまして、県内でも松本市がこの 4月から発行をする予定となっ

ております。今後先進事例を参考にしながら検討をしてまいりたいと考えております。

従いまして三つ目の質問でございましたが、町営住宅への入居に対する条件でありま

す同居親族の証明につきましても、このパートナーシップ証明の検討結果に合わせ検

討を行う必要があると考えております。 

○向 山(2番) 

 ありがとうございます。ぜひ検討を進めていただきたいと思います。今住民税務課

長の答弁にもありました、全国的に急速に進んでおります。月ごとに数が変わってい

るような形で、3月 1日現在で 78自治体、その中で茨城県は全県一括パートナーシッ

プ制度を取り入れています。松本市の動向にも注意をしていただきながら、これ全国

的にはですね条例化をしているところと、それから要綱を定めているところとありま

す。どちらがいいかということも含めて検討をお願いしたいというふうに思います。

その前提とすればですね、やっぱり行政の中の職員はもとより町民の皆さんの理解っ

てのも重要なことであるかと思います。啓発も含めて検討をお願いをしたいと思いま

す。学校教育に関してですが教育基本法では第 1条で「教育の目的として人格の完成

を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身とも

に健康な国民の育成を期して行われなければならない」と定めています。ここでいう

人格の完成とは何なのか、どのような状態をいうのか。今回の基本計画等ではですね

「次代を担う人材が育つまち」という表題を掲げ、そして確かな学力、豊かな人間性、

健康・体力、生きる力とのいうようなことが示されておりますが、これとの関係、考

え方について、申しあけありません簡潔な答弁でお願いしたいと思います。 

○議 長 

 はい、教育長その前にですね、一般質問は 5時を過ぎそうですので本日の会議時間

を質問時間終了まで延長します。教育長しっかり答えてください。 

○教育長 

 はい。今教育基本法の第 1条の話をされました。この第 1条の人格の完成を目指す、

ここの部分ですねこれは一般国民だとか辰野町民に対して人格の完成を目指せと言

ってるわけじゃあないんですね。実はこれは国が教育に携わるときに、人格の完成を

目指すような教育をしなければならないとこういうことなんですね。ですからこれを
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損なうような教育を国はやってはいけないという規定なんですね。じゃあその人格と

は何かとか町のこの計画との整合性どうかってのは、実は第 2条を見ていただくとこ

れ明確に書いてございます。第 2条細かく読みませんけれど、第 2条には人格の完成

とは具体的にどういう状態なのかということを掲げて 5項目挙げられております。こ

の 1項目目っていうのを見ますと、幅広い知識と教養を身につけずっとこう書かれて

いるわけですけど、まさにここでは 1条の人格について規定をし、その人格の完成と

いうのが知・徳・体であるとこういうことになっております。2条の 2項目から 5項

目目一つひとつこれ細かくふれていきませんけど、2項目目は個人の価値を尊重して

能力を伸ばし創造性をというようなこと、それから第 3項目目は正義と責任、男女の

平等、自他の敬愛と協力を重んじ公共の精神に基づいてっていうこと、4項目目は生

命を尊び自然を大切にってこう続いております。5項目目は伝統と文化を尊重し育ん

できたとこういう文化のことが書かれております。これまさにこの教育基本法第 1条、

第 2条に記されている目的・目標これがそっくり辰野町のこの基本計画・基本目標に

具現化されてるっていうふうに理解しております。はい。 

○向 山（2番） 

 はい、ありがとうございます。私はですね第 2条承知しておりますけれども、ただ

基本計画の全体的な流れとしてですね、人材という言葉がどうしても気になってしま

うわけであります。つまり人材というのは育てる側にとって有益な人を育てていくっ

ていうような形でですね、やっぱり教育の目的は一人ひとりの個性を尊重しながらそ

の中でどうやって生き抜くか、そこの力を育てるっていうことであろうかと思います

ので、そこのところはあえて質問をさせていただきましたので次の質問に移りたいと

思います。農業振興ビジョンについてであります。基本計画の中で「活力と魅力ある

仕事のあるまち」っていうことで、農林業の振興について分野別計画としてですね、

農業振興ビジョンの策定ということがうたわれているわけでありますが、この進捗状

況はどのようになっているのか、その際、町民・事業者に期待することとして町産農

産物の消費、町産農作物の利用が示されていますが、そのための関係者の意見はどの

ように反映していくのかお聞きします。 

○産業振興課長 

 はい。農業振興ビジョンの策定についてのご質問でございます。現在の状況でござ

いますけども、辰野町農業振興センターまた町農業関係団体等で組織している団体で
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ございますけども、その中で農業振興ビジョン策定部会を立ち上げる中で消費者の会

の方また農業生産者など委員に加わっていただき、課題の洗い出しと解決の課題の解

決策を検討しビジョンを策定をしているところでございます。特に今申し上げた代表

の皆様方には女性をお願いして参加をしていただいてるとこでございます。加えて課

題の洗い出し等につきましては、人・農地プランの地区懇談会において出されました

課題あるいは解決策等も提案されておりますので、そちらを検討しながらビジョンの

大筋を検討しているとこでございます。残す第 3回の策定部会を経まして 5 月にセン

ター運営委員会等で提示をする予定でございます。もう一つの質問でございます、町

農産物の消費という部分など関係者に対して反映するかということでございますけ

れども、今回のビジョン 4つの基本施策で組み立てております。その中の一つに魅力

ある農業の創生と推進という施策を大見出しでつけまして、その中での施策の展開と

する中に消費者に選ばれる農業・農産物として、いくつかの事業をお示しをしている

ところでございます。 

○向 山（2番） 

 地球規模でですね気候変動によって農産物、食料の確保が国際的に困難になる、そ

れをビッグチャンスと捉えているっていうのが、私の友人の消費者関係者からもれて

きています。地域的に考えればこの地域の中で、いかに供給体制を築いていくのかっ

ていうことも大事だと思います。そのためには地産地消と言われていますけれども、

付加価値のある農産物を作っていくということも大事であろうと思いますので、ぜひ

そういった地球的な規模のことも視野に入れながら地域内で物が回り金が動く、そう

いう仕組みづくりに期待をしたいというふうに思います。最後限られた時間で交通安

全の推進について質問をしてまいりたいと思います。交通安全協会が来年の 3月をも

って解散をするということで、さまざま報道やら回覧物も来ております。引き継ぐ運

動をですねどのように進めていくのかについて、交通安全推進協議会の資料の中では

検討会で検討委員会を設置するということで示されておりますが、今後のスケジュー

ルについて簡単にお聞きしたいと思います。 

○総務課長 

 ただいま議員おっしゃられたとおりに、先日の辰野町交通安全推進協議会で新たな

組織の検討委員会を設置することを承認いただいたところであります。委員構成につ

きましては町議会、区長会、学校 PTAですけれども、それから保育園の保護者、交通
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安全母親クラブを想定しています。あと安全運転管理者協会それから現在の交通安全

協会の関係者となっております。ただ年度切り替えの時期ですので具体的な人選は 4

月以降になります。新年度早々この委員会を立ち上げ、遅くとも年内には具体的な内

容を固め、新しい組織の令和 4 年 4 月設立に向けて準備してまいりたいと思います。

以上です。 

○向 山（2番） 

 スケジュール的に大変厳しいと思うんですが、実は来年は御柱祭があります。地区

ではですねもうこの夏にはそのための役員体制、その中には交通安全部会っていう形

も設置されるかと思います。詳細はともかくですね大きな形としてですねやっぱり合

意形成をいただいて、各地区の中でもそれに対応できるような準備が必要ではないか

というようなふうに思いますので答弁をじゃあ、時間は。 

○議 長 

 ありますよ、あと、はい。総務課長まとめてください。 

○総務課長 

 はい。今そのイベントの関係についてご質問いただきましたので、簡潔にお答えし

たいと思います。すでに支部が休会となっている地区がございます。そちらの方はお

祭りなどのイベントの際は警備員をお願いをしてあります。費用は確かにかかります

が安全ですとか円滑な車両・歩行者の誘導って考えると、そういったものも選択肢に

入れていただく必要もあるんではないかと考えてる次第です。以上です。 

○向 山（3番） 

 ありがとうございました。計画を見ていると第 6次総合計画、個別計画がちょっと

もれているようなところも結構あるのかなっていうように思いました。今後また指摘

をしながらより良い計画に進化をしていくようにお互いに努めたいと思います。以上

で終わります。ありがとうございました。 

○議 長 

お諮りいたします。本日の会議は、これにて延会としたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会といたします。長時間、大変ご
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苦労様でした。 

 

９.延会の時期 

 

  3月 8日  午後 5時 05分  延会
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令和 3年第 3回辰野町議会定例会会議録（9日目) 

１．開会場所   辰野町議事堂 

２．開会年月日     令和 3年 3月 9日 午前 10時 00分 

３．議員総数      12名  

４．出席議員数    12名 

1番  吉 澤 光 雄      2番 向 山   光 

3番 瀬 戸   純     4番 舟 橋 秀 仁 

5番  松 澤 千代子     6番 山 寺 はる美 

7番  樋 口 博 美     8番 池 田 睦 雄 

9番  津 谷   彰    10番 矢ヶ崎 紀 男 

  11番 小 澤 睦 美    12番 岩 田   清 

５．地方自治法第 121条により出席した者 

町長         武 居 保 男 副町長       山 田 勝 己 

教育長              宮 澤 和 德 代表監査委員     三 澤 基 孝 

総務課長      加 藤 恒 男    まちづくり政策課長   一ノ瀬 敏 樹 

住民税務課長     竹 村 智 博    保健福祉課長         小 澤 靖 一 

産業振興課長     赤 羽 裕 治    建設水道課長     宮 原 利 明 

会計管理者     中 村 京 子    生涯学習課長      西 原   功    

辰野病院事務長      今 福 孝 枝 

６．地方自治法第 123条第 1項の規定による書記 

          議会事務局長   桑 原 高 広 

          議会事務局庶務係長  田 中 香 織 

７．地方自治法第 123条第 2項の規定による署名議員 

          議席 第 11番   小 澤 睦 美 

          議席 第  1番   吉 澤 光 雄 

８.会議の顚末  

○議会事務局長 

 ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼） 

○議 長 
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 皆さんおはようございます。傍聴の皆さんには早朝から大変ありがとうございます。

定足数に達しておりますので、令和 3年第 3回定例会第 9日目の会議は成立いたしま

した。欠席届について菅沼こども課長より欠席届が提出されていますので報告いたし

ます。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、一般質問であります。8日

に引き続き、一般質問を許可してまいります。質問順位 8番、議席 9番、津谷彰議員。 

【質問順位 8番 議席 9 番 津谷 彰 議員】 

○津 谷（9番）  

 おはようございます。本日は公立高校の後期選抜試験であります。今この瞬間に 

全力を尽くしてがんばっている学生の皆さんに、エールを送りながら通告に従いまし 

て質問をしてまいります。それでは最初の質問に入ります。脱炭素社会の推進につい 

て、近年地球の温暖化によります気候変動によって、国内外で異常気象が頻発して自 

然災害が激甚化をしてまいりました。長野県内におきましても昨年夏には各地で 35 

度を越える猛暑日が続いております。8月の 17日には飯田市、南信濃ですね観測至上 

最高気温 39.5度を観測しました。また県内では 29箇所の気象観測地があるわけです 

が、そのうち 12箇所が県の平均気温、観測至上最高タイと言われております。この 

12 箇所の中に実は辰野町も 12.2 度ということで最高記録タイになっておるんですね。 

だから辰野町においても本当に温暖化というのは切実な問題ではあります。また 2019 

年には台風 19号による記録的な豪雨がまだ記憶に新しいと思いますが、長野県内も 

被害総額が約 2,700億円といわれております。その昨年の 7月にも豪雨がありました。 

辰野町におきましても相当な被害が受けている、被害が出ました。この地球温暖化の 

大きな要因となるのがまず温室効果ガスによるものなんです。温室効果ガスというも 

のはフロン、またメタンまた二酸化炭素というものがあるんです。以下二酸化炭素は 

CO2と略させていただきますが、この CO2の排出量が今とても多くてですねこの増大 

な排出によって大気中の温度が上がっていると、これが一つの地球温暖化の原因にな 

っているということでございます。2050年までに CO2の温室効果ガスの人為的な発生 

源それと森林などによります吸収ですね、吸収源による除去これプラスマイナスでゼ 

ロにしていくってことがゼロカーボン、カーボンニュートラルという表現もあります。 

このカーボンニュートラル、ゼロカーボンを達成する社会をつくることを、脱炭素社 

会というわけであります。この実現に向けて日本政府は 2020年 6月 11日にパリ協定 

に基づく成長戦略としての長期戦略を閣議決定いたしました。具体的な目標といたし 
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まして 21世紀後半のそれもできるだけ早い時期に脱炭素社会を実現する、2050年ま 

でに温室効果ガスの 80％削減すると掲げております。昨年 10月の菅総理は所信表明 

演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。2050 年カーボ 

ンニュートラル脱炭素社会の実現を目指す」と宣言をしました。そんな中今月の 2日 

にですね地球温暖化対策推進法、温対法というものなんですけどもこれの改正案を閣 

議決定をされました。その中において 2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロ 

にして脱炭素社会の実現を旨として行わなければならないとはっきりと明記された 

わけです。そこで最初の質問に入りますがこの気候変動、地球温暖化ですねがもたら 

す脅威から町民の命また財産、健康を守るため、持続可能な発展を目指す行政といた 

しましてはこの責任と権限があると思うんですけども、辰野町において脱炭素社会ま 

たゼロカーボン推進への取り組みをお聞かせください。 

○町 長 

改めまして皆さんおはようございます。また傍聴にお越しの皆様方にも感謝申し上

げます。ありがとうございます。それでは津谷議員のご質問にお答えさせていただき

ます。ただいまお話がございましたように昨年 10月に菅総理のほうから「2050年ま

でに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」との表明がございました。これは

日本だけの問題ではなくて世界的な重要な問題であります。政府は手始めとして中長

期的なエネルギー政策の方針の見直しを開始して、古いタイプの石炭火力発電の削減、

再生可能エネルギーの普及、水素の活用や二酸化炭素を回収して燃料や化学品に活用

するカーボンリサイクルという技術の研究開発を進めようとしております。こうした

流れの中で辰野町としましても、国が進める脱炭素社会に向けた政策を考えていく必

要性を感じているところであります。まずは町としてできることから実行して、ゼロ

カーボンに向け進めてまいりたいと考えております。 

○住民税務課長 

それではゼロカーボンに向けた現状での町の取り組みについてご説明申し上げま

す。先ほどの町長答弁にもありましたが、町としてできることとしまして、まずはご

みの減量化を行うことによる二酸化炭素の削減でございます。現在一人当たりのごみ

の排出量を見ますと長野県は全国で 1番少なく、その中でも辰野町は少ない方に位置

しております。そのような状況にありましてもごみのサンプル調査を行うと、もうひ

と手間かければ再資源化できるものも混入されております。また重ねて周知すること
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によりごみの更なる減量化につながるものと考えております。また減量化の一つの手

段としまして3R活動があげられると思います。リデュース（ごみ自体を減らすこと）、

リユース（繰り返し使うこと）、リサイクル（再資源化すること）この 3つの Rを町

民の皆さんが意識していただくことにより、ごみの減量化につながるものと考えてお

ります。そのほかにも食べ残しをなくす運動「残さず食べよう 30・10運動」の啓発

による食品ロスの削減、生ごみ処理機購入補助制度の推進による生ごみの減量なども、

ゼロカーボンに向けた取り組みの一つであると考えております。以上でございます。 

○津 谷（9番） 

地球温暖化によりまして、いわゆる胴割れとゆってひび割れたり白未熟といって白

く濁ったりお米がなる被害、また日焼けによった着色不良また味がぼやけてしまうっ

ていうようにリンゴへの影響など農作物に影響を及ぼしております。私たちの生活に

影響する重要な課題であると思うんですね。来年度より実施する第 6次総合計画の基

本構想また前期基本計画において、SDGsの目標とその施策を紐付けて達成を目指すと

いうことは、私自身も要望をしてきたことでありましてそれは大変良かったんですけ

ど、その目標 13の中に気候変動に具体的な対策をとあります。気候変動とその影響

に立ち向かうため緊急対策をとると、辰野町の総合計画の中に取り組みとして書いて

はありました。しかし脱炭素社会とかゼロカーボンといったワードは、ひと言も明記

は実はされていない、ちょっとそこは本当に残念だったんですけど、とは言え町、町

域の 86％が山林を占めているということでこの森林整備でありますとか、木質バイオ

エネルギーの利用、また地産地消など多岐にわたるこの施策が記されているわけです

ね。実際にはこれがすべてゼロカーボンにつながっていくことでありますので、そこ

はもう少しその目標13のピクトグラムを増えていくべきことかなあと思うんですね。

そのホタルが飛び交う自然豊かな町のためにも、ゼロカーボンっていうのは重要な取

り組みであります。先ほど課長より答弁ありましたけれども、私たちの生活において

も取り組めることはたくさんある、照明をこまめに切ったり LEDに変えたりエアコン

の温度調整また食品ロス、ごみを減らすまたエシカル消費と最近は言われております

が、そのようなことをですね、今、課長おっしゃられたことをその啓発が大事だと思

うんです。そこで質問なんですけども、この啓発とかゼロカーボンの周知などを、ホ

ームページまた広報、ほたるチャンネルなどで取り入れることを提案いたしますがい

かがでしょうか。 
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○住民税務課長 

今、議員おっしゃられましたとおり周知活動非常に重要であると考えております。

今までごみの減量についても周知してまいったところでございますが、あえて今まで

はゼロカーボンというキーワードがございませんでした。これから周知するにあたり

まして、そういったキーワードも含めながら周知してまいりたいと思います。 

○津 谷（9番） 

 はい、ありがとうございます。2050年までに CO2実現ゼロを目指すゼロカーボンシ

ティーの実現に向けて取り組むことは、環境省が地球温暖化対策として全国の自治体

に呼びかけております。県においても令和元年 12月に阿部知事が気候非常事態を宣

言いたしました。この中で 2050年二酸化炭素排出実施ゼロとする決意をいたしまし

た。辰野町を含めまして全市町村 77がこれに対して賛同をしているわけであります。

また今年の 3月の時点で自治体独自で 2050年二酸化炭素排出実施ゼロを表明してい

る地って全国で 305あるんですね。県内では 12の市町村が宣言をしています。最近

では 2月の 26日に上田市、また高森町、木曽は木曽広域として同様に宣言を表明い

たしました。そこで質問なんですけど、辰野町において気候異常事態宣言、また 2050

年二酸化炭素排出実施ゼロの表明を宣言をする考えはありますか。 

○住民税務課長 

先ほど議員おっしゃられましたとおり過去におきましても、令和元年におきまして

も長野県に甚大な被害をもたらした台風 19号をはじめとしまして、近年頻発する気

象災害の要因は気候変動にあると言われております。同年 12月には長野県から気象

非常事態宣言、2050ゼロカーボンへの決意を宣言し 2050年までには二酸化炭素排出

量を実質ゼロにするという決意が表明されました。この宣言に基づき気候変動対策を

進めていく上におきましては、市町村の理解と協力が不可欠であり県から市町村に対

しまして賛同の依頼がきております。これを受けまして辰野町におきましても令和 2

年 3月に賛同をし、長野県と同一歩調で脱炭素社会へ向けた取り組みを行っていくこ

とになります。実際に宣言するかっていうところでございますけれど、今後県が主張

するゼロカーボンミーティングっていうものも予定されておりまして、ほかの自治体

の動向や情報も得ながら積極的に参加していき、宣言も検討してまいりたいと考えて

おります。 

○津 谷（9番） 
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はい、わかりました。温室効果ガスを減らして地球温暖化を解決することは世界中

の国と地域が共通で取り組む課題であります。そのために脱炭素社会は全国共通の目

標と言えます。将来世代の命と財産を守る重要な課題でありますので、当町におきま

しても第 6次総合計画としっかりと紐付けて、積極的な推進を要望して次の質問に移

ります。続いて、続・心の健康についてであります。どうして続を付けたかといいま

すと、私は昨年の 6月に一般質問におきまして心の健康について取り上げました。し

かしコロナワクチン接種が始まるとはいえ依然収束の目処が立たない、最近では変異

株の懸念もされる中、咋年の 7月以降自ら命を絶つ人が急増しております。悩みや困

難を抱える人に寄り添って支える取り組みが急務であると私は思いますので、再び心

の健康について質問いたします。1月の速報値ではありますけども 2020年の自殺者は

前年比 750人増、2万 919 人という発表がありました。この統計の確定値は実は今月

をされるわけですけど、実際にはこの速報値より増加する傾向にあります。全体のう

ち男性は 1万 3,943人これは前年比で 135人減なんですが、この女性が 6,976 人とい

うことで 885人増になっております。これは 2年ぶりに増加をされています。またそ

ん中で小中高の自殺が 68 人増えて 440人いるということですね。これは 1980 年以降

最多であります。この内訳を申しますと小学生が 13人、中学生が 120人、高校生が

307人、これは通年ベースでもっとも多かった 86年の 401人を上回っております。こ

れ高校生についても過去最多でありました。これらの大きな要因がこのコロナ禍にお

ける経済的状況また外出自粛による家庭内の状況の変化、最近ではウェルテル効果と

いいまして著名人や芸能人などの自殺報道の影響で、自殺者が増える現象が考えられ

ております。この 3月は年間を通してもっとも自殺の多い月であります。そのことか

ら自殺対策強化月間になっておりますが、今月の自殺対策強化月間の取り組みを教え

てください。 

○保健福祉課長 

はい。津谷議員の質問にお答えいたします。まず広報たつの 3月号におきまして各

種相談窓口等の広報をしております。それから図書館に特設コーナーを設けまして、

関係書類を展示し啓発グッズを設置しております。3月 6日すでに終わってしまいま

したけれども、こころ健康づくり講演会を開催いたしました。こころの医療センター

駒ヶ根の臨床心理士を講師に「見逃さないでこころの不調、周りの人ができること」

と題した講演会を開催いたしました。3月 1日ですけれども、上伊那の 8市町村と伊
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那福祉事務所の主催によります総合相談会を開催いたしました。この相談会は自殺者

数の減少を図るための自殺対策強化事業の取り組みの一つとして、自殺のハイリスク

者に対する包括的な相談を実施するものでありました。弁護士等専門の相談員があた

りましたけれども、辰野町からも保健師 1名が相談員として出席いたしました。3月

が強化月間でありますけれどそれに先立ちまして 1月、2月にゲートキーパーの基礎

講座を予定いたしましたが、これは残念ながらコロナの感染拡大の状況により急遽中

止といたしました。以上です。 

○津 谷（9番） 

私もこのゲートキーパー講座改めて参加を予定していましたが、中止になってしま

ったということで非常に残念でありますが、先ほどありました上伊那自殺対策事業相

談会の中でこれ関連ではありますけど、上伊那の自殺者の状況等発表はあったんでし

ょうか。 

○保健福祉課長 

 はい。自殺者の状況でありますがこの相談会の中では特にそういう報告はなかった

ものと思われます。ただ詳細な自殺実態を分析するために厚生労働省所管の自殺総合

対策推進センターっていうものがありまして、ここではすべての地方公共団体に、地

域自殺対策プロファイルというものを作成して提供しております。このプロファイル

には地方公共団体ごとの自殺者数や自殺率、関連する地域特性等が示されております

けれども、このプロファイルによりますと、上伊那圏域の 2015年から 2019 年までの

5年間の自殺者数は 160人、辰野町ではこの 5年間に 12人というように提示されてお

ります。以上です。 

○津 谷（9番） 

特筆すべきは女性と子どもたち若年層の自殺者の増加であります。このコロナ禍の

状況によって社会的孤立が増加しているといわれている中、年代や性別などそれぞれ

に沿った持続可能な相談体制の強化が必要ではないでしょうか。そこでまず子どもた

ちなんですけども、自殺の原因っていうのは本当に複合的な要素が絡んでおります。

はっきりと解明することってのは本当困難でありますが、孤立また無価値感は以前か

ら子どもの自殺を考える上でキーワードと言われております。子どもたちにおいて日

常で過ごす学校と家庭それぞれに今要因があるのではないかと言われておりますが、

学校においては学習の遅れ、また将来への不安そしてコロナによる長い休校明けの再
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開したんですが学校行事の中止などによりまして、人間関係を育む機会が少なく友達

づくりのきっかけをつかみ損ねたなどで孤立をしていくケースもあります。また家庭

においては親がテレワークや雇い止めでずっと家にいて、暴言また暴力を受けるとい

った虐待の悪化の増加が増えているという声も相談機関からは聞かれます。虐待を受

けた子どもは味方のいない家庭内で孤立を深め、生きていく意味を見出せなくなって

しまうと言われております。家庭で過ごす時間が増えたため家庭環境に問題のある子

どもが、逃げ場を失ってしまっていることは本当に要因として考えられます。そこで

教育現場における相談体制また SOSの心のキャッチ、どのようにされているのか取り

組み状況をお聞かせください。 

○教育長 

はい。議員の質問にお答えしたいと思います。今までもたびたび触れているわけで

すけど、最近、児童生徒さまざまな個性・特性をもってきている、そしてそれが重複

しているなんていう話もあるわけですけど、そこにさらにこの今回のコロナがね影響

してるんだろうなと、今議員言われておりますがそうだと思います。実はこれに関わ

っては昨年の 6月に山寺町議も質問されましてね、コロナ禍における学校の臨時休業

において児童生徒にどんな影響があったかということで、学校でつかんでる範囲で対

応した部分だけであっても小学校で 5.5%、中学校においては 27.3%の児童生徒が何ら

かの影響を受けている、それに対して学校でも対応したというふうにこう伺ってるわ

けですけれど、やはり今まで考えてもみなかったこと想定外なことが起ったときに、

いつもは元気そうに振舞っている子どもたち、児童生徒にも非常に大きな影響を与え

ていくんだなあということ改めて教えられたそんな気がしております。いかにその学

校においてね友達とこう関わる人間関係づくりが大事だなあと改めて感じたところ

ですけど、コロナの関係でそこの部分が十分にできなかったそんなこともあろうかと

思います。そのような児童生徒の指導だとかあるいは支援していくためには、その相

談体制っていうものをきちっと確立をしていかなきゃならないわけですけれど、これ

には昨日も答弁させていただきましたけれど、こう担任一人任せではもうだめなわけ

でやはり学校として組織として対応していかなければならない。まずはこの学校のこ

の対応という部分ですけど、実はコロナということもあったわけですけど、残念なが

ら今年度うまく連携がとれず相談体制が十分確立できなかった、いわゆる報・連・相

が十分機能しなかったっていう例が町内の学校の中で起こってしまいました。なぜそ
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うなったのかっていうことを校長会でも情報共有しながらお互いに考えて、やはりこ

こを立て直していかないとまずだめだろうと、そしてここの部分については校長会で

も来年度まず大事にしていこうということで、この相談体制ですね、報・連・相の体

制をしっかり確立をしていこうと。いずれにしましても今言いましたように担任一人

で抱えるだとか、担任一人が責任を持つという時代ではない、学年であるいはチーム

で係で対応していくってことを基本にしていきたいと思います。それ以前に最も大事

なことそしてまた最も難しいことってのは、先生方一人ひとりの感性ですね、子ども

のちょっとした異変だとか小さな叫びあるいはこう発している SOS、これに気づける

アンテナを持っているかどうか、児童生徒の困り感に共感できるかどうかにここにか

かっているわけでございます。ここら辺はなかなか難しい部分だけれど、まずここか

らスタートを来年度していこうとふうに考えております。町の教育委員会としまして

も教育委員会のこども課の中にはこども支援係あるいは学校支援の先生おりますの

で、この方たちが中心に学校あるいは保護者の相談等にものっております。特にこの

こども支援係というのは家庭環境も十分に把握しておりますので、学校から今年度も

何回か相談がございました。相談があった際、家庭への具体的な支援の仕方アプロー

チなども相談にのってあげることができておりました。それでまた町内には町内スク

ールカウンセラーが二人おります。一人は県費のスクールカウンセラーですけれど、

もう一人は町費で確保しているスクールカウンセラーですけれど、このカウンセラー

に児童生徒あるいは保護者の不安や悩みを早期に発見をし、迅速に対応したりして学

校の相談体制を充実させていこうとふうに思っております。さらにこれから今までも

そうなんですけれどもね、教育事務所などにスクールソーシャルワーカーだとかある

いは特別支援の支援員だとか、あるいは不登校、いじめ不登校対策員っていうような

職員が配置されておりますので、ここら辺につきましては来年度積極的に活用しなが

ら、先ほど言いました一人ひとりの子どもたちの困り感に寄り添った対応ができるよ

うにしていこうということ、ここ来年度の重点にしていこうとふうに町の校長会でも

確認をさせていただきました。以上です。 

○津 谷（9番） 

長野県では来年度より今までは期間限定でありましたけど、通年とおして毎週水曜

日に子どもたちの LINEの相談という窓口ができるようになるそうであります。また

今お話がありました、しっかりとスクールソーシャルワーカーも確保して各学校に配
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置をしていただきたいと、そして今子ども支援係が子どもたちの SOSをキャッチする

とおっしゃいましたが、ぜひ前回取り上げましたヤングケアラーも含めまして本当に

目に見えない苦労をしている子どもたち、心の悩みがある子どもたちのちっちゃな変

化をキャッチできるアンテナを何本も作っていただいて、一早い取り組みをしていた

だきたいことを要望いたします。また関連でありますけども 40歳以上の自殺する方

も多いということで、今独居高齢者また高齢者二人暮らしも辰野町の中におきまして

はかなり世帯が世帯数があります。また在宅で介護をしているご家族もこのコロナ禍

においてさまざまな悩みもあるのではないかと思いますが、その辺に対する相談体制

はどのようになっていますでしょうか。 

○保健福祉課長 

はい。まず高齢者につきましては民生委員の皆さんに見守りをお願いしております

ので、民生委員さんからあるいは介護を受けている方につきましては、ケアマネージ

ャーや介護保険サービスの事業所が入っておりますので、さまざまな方から情報をい

ただいて相談体制をとっております。実際に高齢者に対する総合相談事業っていうも

のを行っておりますけれども、心に関する相談が 1番多い状況になっております。以

上です。 

○津 谷(9番) 

はい。さまざまな相談体制はありますけども、自殺をする時間帯は夜間から早朝に

かけてが一番多いわけであります。ですのでしっかりとそこをカバーできる 24時間

体制の相談体制、しっかり強化を要望いたします。続きまして女性に対しての自殺増

加の話でありますけれども、特に同居人がいる女性、また無職の女性の自殺が昨年 7

月からとても増えております。その理由といたしまして、女性の職域が人との接触を

伴う医療また福祉、小売また飲食サービスなど感染リスクにさらされる産業が比較的

多いですね。これらの職業に従事する女性たちに相当な心理的負担が生じている可能

性があるといわれております。また非正規雇用が多い女性はコロナ禍による失業で経

済的に困窮しやすいこと、また家庭にいる時間が増えましたので夫婦間での DVのほ

か、子ども特に女子への風当たりが強い傾向もあると、それが未成年者の自殺にもつ

ながっているという分析があります。特に育児の悩み、介護疲れなどの問題が深刻化

した可能性も指摘をされております。そこで女性相談窓口などへヒアリング、居場所

がないことを訴える子や妊娠また性暴力など性に関する相談が増えてということも
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わかってきました。辰野町においては女性活躍推進プロジェクトへの紐付けをして、

自殺防止の啓発、さら女性の心の相談窓口を設置することなど大切ではないかと思い

ますがいかがでしょうか。 

○会計管理者 

それではプロジェクトリーダーを務めておりますので、私の方から回答させていた

だきたいと思います。今年度実施した女性活躍推進のための意識調査の中で仕事に関

するご意見やご要望が多くありましたので、気兼ねなく相談できる体制として「たつ

の・女性しごと相談室」をこの 2月より開設いたしました。子育てと仕事の両立、就

職・転職のこと、職場の悩み、キャリアや人生設計に関することなどを受け付けてお

ります。相談は国家資格のある専門キャリアコンサルタントで個別に相談にあたって

おります。相談は 1回 30 分から 1時間程度で一人当たり少なくても 3回程度相談を

しております。この相談室を開設するにあたり、各課と打ち合わせをしておりまして

内容によっては迅速に各分野の窓口へ橋渡しをすることとなっております。以上です。 

○津 谷（9番） 

 はい。この女性活躍推進プロジェクトは後ほど山寺議員の方からしっかりと質問が

あると思いますので、私はここで終わりにいたします。また自殺の防止には身近な人

の見守りがとても大切であります。心身ともに疲弊している人は周りに助けを求めら

れず孤立をしやすい、また家族や友人、地域住民らが声をかけて小さな変化を見逃さ

ないようにしていきたいと思います。そのためには相談窓口をしっかり拡充をして、

必要な人に必要な支援をつなげられるよう取り組み、その方に寄り添ったアウトリー

チ型の相談体制を構築、さらにセーフティネットの一層の強化を望み次の質問に移り

ます。3番目は死亡後手続きの一元化についてであります。ご遺族は大事な方を失っ

た悲しみの中でも死亡また相続に関する手続きを進めなければなりません。葬儀の手

配と仕切りだけでも大変な負担ではありますが、そこに加えて各種届出の手続きを行

わねばなりません。死亡に関する手続きの種類は 20 から 40 とも言われております。

また担当する窓口もそれぞれ異なってくるわけであります。現在この辰野町において

の手続き状況はどのようになっていますでしょうか。 

○住民税務課長 

はい。現在総合窓口におきまして死亡届を受理した場合、埋火葬許可証の交付を行

い併せて死亡後手続きのご案内をさせていただいております。火葬場の手配につきま
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しては葬儀屋さんが対応するケースが多く、必要に応じまして職員が行うこともござ

います。火葬・葬儀を挙行した後ご案内しました死亡後手続きを行っていただくため、

総合窓口にお越しいただくことになります。住民税務課では、国民健康保険や印鑑登

録、税の関係など多数の手続きを行っていただきます。また住民税務課以外の手続き

としましても、水道関係、ほたるネット、各種料金関係と多数の手続きを行っていた

だくことになります。その際各担当課に出向いてもらうのではなく、担当職員を呼び

総合窓口ですべての手続きや説明を行うワンストップ窓口を心がけ対応を行ってお

ります。手続きにお見えになった方をたらいまわしにすることはございません。これ

らの手続きにはある程度時間を要することから、可動式パーテーションなどで区切る

など、ご遺族の気持ちに沿った窓口環境を考えていく必要性を感じているところでご

ざいます。常により良い窓口環境を目指して改善を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

○津 谷（9番） 

はい。関連でありますけどその中で身寄りのない方、また遠方にお住まいの方、ま

た外国籍の方などの手続きに関して、何か状況や課題というのはわかるところありま

すか。 

○住民税務課長 

近年、遠方から葬儀のため、また各種手続きのために来町される方も増えてきてお

ります。また当町に関係する死亡届っていうものも増加してきており、事前に手続き

を把握しておきたいといった問い合わせも確かにございます。各種手続きのご案内を

充実することによって、少しでも不安を解消されるようにホームページへ案内掲載に

ついて準備を現在進めているところでございます。 

○津 谷（9番） 

先ほどの答弁の中でお悔やみ窓口という名前はありませんけども、ひとつの窓口で

そこに各課の担当の方が出向いてくださるということで、ある意味ワンストップ窓口

ができているかとは思いますが、なかなかその役場の中って正直申しまして来たとき

に非常に緊張感のある、入った瞬間にみんながこっちを見るとかいうこともあって、

なかなかその相談とかいろんな手続きするときにちょっと二の足を踏んでしまうと

いうこともあるようでありますが、やっぱり特にこの悲しみの中で来町されるわけで

ありますので、そのご遺族が本当に迷わずストレートにそこに行くためには、やっぱ
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りそのしっかりとしたお悔やみ窓口という表示も中にはこれ必要ではないかなと思

います。これ質問には入っておりますがちょっとここは割愛しますが、遺族にとって

死亡や相続に関する手続きってのは生涯で繰り返しそんなに発生するものではない

ということで、なかなか慣れることではありません。この慣れない手続きによって手

続きの漏れ、また必要書類の不備によって何度も繰り返す負担も生じる可能性もあり

ます。先ほど課長よりありましたけども、ホームページまた広報また町の公式 LINE

活用して、手続きに関する手引書を手引きを案内するまた手引書を作成するなど、本

当に寄り添った支援っていうのは必要ではないかと思いますが、改めてその辺はいか

がでしょうか。 

○住民税務課長 

現在、事前にお渡しする書類としましては簡易的な案内書で対応しております。ま

たこの案内の見直しを含めまして現在そこに掲載されていない手続きであるとか、チ

ェックリストだとかそういったものも追加掲載しまして、ご遺族にとって理解しやす

く利用しやすい案内書を用意していく必要性は感じております。今後準備を進めてま

いりたいと思っております。 

○津 谷（9番） 

はい。今辰野町は高齢化率 37.9ということで、これからますます高齢化によって

配偶者が高齢となるケースも増えてくると思います。また世帯構成また家族形態の変

化によりまして親族が本当に疎遠になるケースも出てくるかもしれません。そこでま

た改めてしっかりとした、寄り添った支援、窓口ができますようご検討を要望いたし

まして最後の質問に移ります。はい。子育て支援と教育についてであります。まず始

めに町長私案について何点か質問をしたいと思いましたが、昨日かなりの質問も出ま

して私の聞きたかったことも大分聞かれましたけども、思いとして少し質問をさして

いただきます。町長私案はまあこのキャンパス化構想ってのは令和元年 9月からまと

めに入ったということでありましたが、その前までにいろいろな先進地の事例を調査

して、また町内のしっかりね聞き取りをしたという答弁もありましたけども、この答

弁しっかりされたということでもあっても、この私案を出したことによってやっぱり

町民の皆さんが不安と混乱を与えてしまったっていうことは事実としてあると思い

ます。私もそう感じます。本当にそのまずこの地元の学校関係者とか保護者の皆さん

を含めた子育て世代の皆さんから、本当に必要な聞き取りというか意見要望ってのを
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集約されていれば、こんなにもこの二分化をするに至るぐらいなことにならなかった

のかなあという、私の考えではありますけども感じました。ここはちょっと質問では

ありませんので次にいきます。その町長は総合教育会議の席上において、誰一人取り

残さない教育が必要であるとおっしゃいました。具体的に町長がお考えになる誰一人

取り残さない教育とはどのようなものなんでしょうか。 

○町 長 

はい。私案でも触れさせていただきましたけれども、文部科学省が公表しました令

和元年度の問題行動・不登校調査によりますと、県内のいじめ認知件数は 1万 198件、

不登校の小中学生は 3,551 人と、ともに過去最多を更新しているショッキングな状況

があります。町内では各学校において現場の先生方のご努力により丁寧でしっかりと

した教育が行われ多くの子どもたちが健全に学び、伸び伸びと育っていると認識して

おりますが、その一方で日々苦しみ悩んでいる家庭や子どもたちも少なからずいるも

のとも感じております。勉強が面白くない、あるいはついていけない、クラスになじ

めない、友達との関係がうまくいかないなどそれぞれの理由があると思いますし、児

童自身も本当の理由がわからず悩んでいるケースもあると思います。また音や光、他

人の感情などに敏感に反応してしまう気質を持った子ども、英語で Highly Sensitive 

Child敏感すぎる子どもと訳されておりますが、常に生きづらさを感じこれが原因の

不登校児童も増えているとの報告もございます。こうした子どもたちのために何がで

きるか、先生方や保護者の方も日々考え苦労されているわけで、簡単に答えが見つか

るものではないと思いますけれども、それでも学校が一人ひとりの子どもたちにとっ

て、それぞれの個性や特性にあった生き生きと過ごせる場所になるようにと願ってお

ります。またコロナ禍で行事やクラブ活動ができない、自由にできないそういったス

トレスや不安を感じている児童、まあそういった児童の皆さんはうつ状態になってい

ないか、そういったことも特に案じているところではあります。以上です。 

○津 谷（9番） 

はい。今 SNSを始めとした誹謗中傷また児童虐待の増加また障がいをお持ちの児童

生徒、また不登校や外国人児童生徒などさまざまな環境があるわけでありますので、

誰一人取り残さないということは、すなわち一人ひとりの個性を置き去りにしないと

いうことだと私は思いますので、しっかりとその辺もそういった教育の実現を望みま

す。私は先週の木曜日に塩尻市にあります、塩尻市北部交流センターのえんてらすと
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いうところを視察をしてまいりました。ここは子どもがつなぐ新しいふるさとを目指

して地域住民との連携や、常に子どもが核となる事業展開を意識をする、またそこで

発展し進化をする運営を基本的な考え方としております。私そこの 2階には個人の学

習や読書ができる自習コーナーがあります。私は朝 9時ごろ行ったんですけども、も

うすでに子どもたちがしっかりと自習を何人かしておりました。そこで関連の質問で

ありますが、教育長に質問いたします。このコロナ禍で行事が少なくなっている町民

会館の空きスペース、部屋またエンテランス等あると思うんですけど、ここ子どもた

ちの自習スペースとして開放、たとえば 3月の春休みも含めてってことを提案をした

いと思います。来年度は町民会館の Wi-Fi整備によって ICT活用をした学びの場も検

討すると昨日答弁もありましたけども、改めてその辺をちょっと端的にすいませんお

願いいたします。 

○教育長 

 はい。子どもたちが学んだり遊んだりする場ってのは、さまざまなところがやっぱ

り提供されるべきだと思うんですね。学校であったり家庭であったり地域であったり、

そんな中で教育委員会が管轄している町民会館だとかパークセンターだとかね荒神

山の関係、そこらへんも同様だと思うんですね。これについては本当にもう弾力的に

こう考えていかなければいけないだろうと思うんです。子どもの学びの場の提供も町

民会館でやっていこうというように考えておりますし遊びの場の提供も何ができる

かっていうのはまだ青写真まったくない状況ですけれど、これも弾力的に考えていき

たい、いずれにしても子どもたちにとってやり直しがきかないんですね。今年の 6年

生は今年で終わりで来年やり直すことはできませんので、何らかの対応っていいます

かねできることを考えていきたい、今までのその発想から離れてでも何かできること

を考えていきたいなと思います。 

○津 谷（9番） 

はい。最後にジェンダー平等の子育てについて時間もありませんので端的にとばし

ながら行います。SDGsの目標 5にジェンダー平等を実現しようとあります。このジェ

ンダー平等ってのは今の世界において多くの人が声を上げている取り組まれている

課題のひとつであります。その中で日本っていうのは 6箇月以上の育児休暇を設ける

法整備を行った世界でも唯一の国となりました。しかし 2025年度に男性の育休を

30％とする政府の目標もありますけども、2019年度までには 7.48％しか取られてい
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ないと、ここが過去最高であるというのがとても非常に残念であります。今日の長野

日報さんの一面にもありました駒ヶ根では 2018年から 2020年まで男性の育児休業の

される方が対象者が 30人いたんですけども取られた方は 0％だったということ。実際

その中では有給休暇を使って休まれている方も含まれてはいるとは思います。そこで

駒ヶ根市の場合は改めて来年度から男性の育休 1箇月以上を、伸び率 5％とするとい

う明確な目標が出ておりました、記事に出ておりました。そんな中で国内におけるそ

の 6歳未満の子どもを持つ男性、夫ですねの費やす育児の時間って 67分なんですね、

1日あたり。これに対して女性というのは約 7倍 461分ということであります。この

男性が育児休暇を取りやすい環境づくりってのは、早急にやらなければいけないと思

うんですが、端的に当町においては男性の育児休暇の取得率がわかりましたら教えて

ください。 

○総務課長 

それでは役場職員における状況についてお答えをしたいと思います。パーセントで

は申し上げませんが、今年度男性職員における育児休業や部分休業の取得者は 3名で

ございます。ですので、本日の報道にありました駒ヶ根市さんの 5％よりは超えてい

るのかなと思っております。ちょっと補足をさせていただきますと、平成 30年度か

ら復職時の調整について 100分の 100にさせていただいてますし、今年度から育児短

時間勤務の制度も導入しておりますので、男女問わずそれぞれライフスタイルに合わ

せた働き方が可能になっているのかなと思っておりますので、積極的な活用を呼びか

けてまいりたいと思います。以上です。 

○津 谷（9番） 

 最後の質問の無報酬また育児、家事労働の認識についてなんですけども、家事をし

ている間に例えばその方が仕事に出ていたとしたら、いくらになるかという賃金の計

算する方法が機会費用法というものなんですね。そこで平均的な単価等をここちょっ

と今日時間がないので計算法を言いませんけど、計算すると 30万 300円これひと月

の月収になるわけでございます、その家事・育児を金額に置き換えると。そうすると

年収 360万円になるわけですね。家事、家族のお世話によってこれだけの収入を得る

機会を損失しているともいえます。そんな中でやっぱり育児、介護、家事労働っての

は無報酬で毎日続いていくものですので、しっかりと男性も意識をしてこれからのジ

ェンダー平等の社会をつくっていきたいという私の願いもありますけども、当町にお
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いてもしっかりとこの辺を検討していただくことを要望いたしまして、私の質問とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

○議 長 

 進行いたします。質問順位 9番、議席 11番、小澤睦美議員。 

【質問順位 9番 議席 11 番 小澤 睦美 議員】 

○小 澤（11番） 

 議長から質問の許可をいただきましたので、質問をさしていただきたいと思います。

私の質問の方は昨日の町長私案っていいますか、私は私案っていうのは公人の方が使

うべきではないというふうに思っているんですが、一応私案として質問を何点かさし

ていただきたいと思ってます。ちなみに私案っていう言葉、中日新聞さんは試みの案

っていうふうに書いてあったもんですから、そういう捕らえ方もあるかなということ

を感じて質問さしていただきます。1点目ですけれど今までの何回か質問さしていた

だきました。特認制度を利用している生徒さんはバス代とかそれからバス通学が許可

されているんですけれど、川島から西小学校これは特例を使って通学できるようにな

ってるんですが、その児童さんたちに対しては補助がないという、これは不公平では

ないかということで何回か質問さしていただきました。それで今まで教育長さんは個

人的にはいいんじゃあないかっていうように言われてたんですが、町側からは移住定

住促進の制度からは外れているのでだめだということを言われてたんですが、今回今

言った町長私案の中でこの制度、こういう状態は不公平ではないかっていうように町

長も言ってましたんで、早急に不公平をなくすためにも川島から来る児童に対しても

補助をできないかということで質問さしていただきます。よろしくお願いします。 

○町 長 

はい。川島小学校の今後のあり方についての私の考えは 4月にお示しすることとし

ておりますので、具体的な内容は明言いたしませんけれども、現在の通学方法と補助

制度には矛盾を感じておりまして解消したいと考えております。結論は 4月の私の考

えの公表後に教育委員会と相談したいと思っておりますけれども、川島小学校に通学

している児童と児童数の多い町内の他の小学校に通学する児童の両方に配慮したも

のに早期に改善したいと思います。場合によっては 4月 1日に遡及し必要な改正を行

いたいとも考えております。以上です。 

○小 澤（11番） 
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 4月 1日からもってことで回答いただきました。今まで不公平だってことでだいぶ

川島の人たちも言ってたもんですから、ありがたいことだなというように思いますん

で、ぜひ実施をしていただきたいというように思います。2点目ですけれど、これも

今までも何回か質問してきました。川島地域に対して特定地域選択性の導入か町長私

案今回あったんですが学区を町内 1学区にできないかという質問です。理由ですけれ

ど平成 25年から特認校制度が導入されたわけですけれど、川島地区以外の町内の児

童については現在の住所のある通学区域内にある小学校と川島小学校のどちらかを

選択できますけれど、川島地域の児童は川島小学校しか通学区としては認められてい

ない状態です。ただこのこと現在西小学校の方に通っている生徒さん 9名ほどいます

し、また来年度からは川島小学校に行かなくなるというような現状の中で、できれば

特定地域選択制っていうのを導入していただいて、あんまり公然とっていうことでは

ないですけれど、公に認められた制度として取り扱っていただければ、いろいろの今

まで川島から変じゃあないかっていうような指摘もあったもんですから、そういう指

摘もなくなるというように思いますんで、できれば特定地域選択制をとっていただき

たいっていうことを思いますけれどいかがでしょうか。 

○教育長 

はい。議員の質問にお答えをしたいと思います。この通学区のあり方につきまして

はさまざまな議論を今までもしてまいりました。町長私案に関わっても町内をひとつ

の通学区にというそんな文言もこう載っているわけでございます。これについてもさ

まざまな意見を頂戴しております。この特定地域通学区制あるいは学校の選択制とい

うことですけど、以前はこれ文科省が通学区制度の弾力的運用の指針っていうものを

こう出されて、先進的な取り組みをしている自治体の例っていうのも合わせてこう紹

介をされてくる中で、学校の通学区においては大きな議論をよんだわけですね。この

ような中で自治体によっては、学校間を競わせるっていうようなことをしてね学力な

どで、そして子どもたちに選ばれる学校を作るんだとこんなようなことも言ったとこ

ろもあるわけですけれど、このいくつかの自治体がこの通学区を弾力的に運用するよ

うにこうしていく中において、この新しい学習指導要領とともに学校と地域とが連携

して学校運営協議会を設置して、学校と地域とでともに子どもを育てていくんだとい

うような、辰野町でやっておりますこのコミュニティースクールですけれど、このコ

ミュニティースクールの構想が文科省の方から今回はっきり打ち出されてきており
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ます。そしてこのコミュニティースクールの議論が本格する中で、今までその通学区

を自由にあるいは学校選択制やってきた自治体のいくつかは再び元に戻すというよ

うなね、通学区制に戻すというようなこんな取り組みをこうしているわけでございま

す。実はこれを受けて辰野町どうしたらいいかってことなんですけれど、辰野町では

他の市町村よりも随分早い段階から、このコミュニティースクールということを取り

組んできております。これはコミュニティースクールという言葉が出る前から学校を

地域が支えるというこういう気風がずっとあったわけですね。ですのでこのあたりっ

ていうのはやっぱり大事にしていかなければいけないだろうと思うんですね。ひとつ

の学校が自由にいけるとかそういうふうにしてまいりますと、あるいは町内をひとつ

の学区にしてしまうということになりますと、昔からこう大事にしていたここの部分

がやっぱり崩壊するというそんな心配もございます。ですから基本、現在の通学制度

は堅持をしていきたいとふうに考えているわけですけれど、先ほどから議員言われる

ようにさまざまな事情でね、学校、就学の学校ではなくて隣、ほかの学校へ行きたい

というものについては丁寧に対応していかなければいけないんだろうなと、この想い

は今も変わりございません。以上です。 

○小 澤（11番） 

いろいろの制度の中で不可能かなっていうような今回答いただいたんですが、ぜひ

そういう中で現在も取り組んでいただいてることを正当化っていうか、みんなが認め

るような説明等もやっていただければ、川島の中でも当然に通学ができるという雰囲

気ができると思いますんで、ぜひその努力もお願いしたいっていうように思います。

次の質問に移りますが、最初に町長私案と教育に対する課題っていうことで質問さし

ていただきます。最初に総合教育会議のあり方についてということですが、昨日も総

合教育会議については質問がありました。その中でちょっと整理さしていただきます

けれど、この総合教育会議は町長が召集し会議は原則公開、構成員は町長と教育長及

びすべての教育委員となっております。位置づけについては地方公共団体の長と教育

委員会という執行機関同士の協議と調整の場とすることとされています。しかし町長

が議会の同意を得て教育長、教育委員を直接任命したり、予算や条例案の提出などを

握っていることから町長の権限が強くなったのではないかとの以前の、これも岩田議

長といいますか岩田議員も質問しているんですけど、それに対して教育長、「町長と

教育委員会という対等な執行機関だと思いますが、対等な執行機関同士が教育行政に
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ついて協議や調整を行ったり情報交換を行ったりする場ということであって、物事を

決定するその場ではないと私は考えております。今議員指摘されたように、じゃあ両

方の両者の意見が違ったという場合どうなのかっていうことについては、極力違わな

いようにこの町の教育行政ですので、丁寧に協議を重ねていくっていうことだと思い

ますし、合意したものについて両者が責任をもって取り組んでいくということになる

んだろうと思います。以上です」というような回答をしていますけれど、今回の平成

30年 3月 26日の町長の突然の川島小学校の 3年間存続宣言、そして今回の再度の一

方的とは思える私案の発表等により、協議と調整の場であるはずの総合教育会議とは

思えないのですけれど、教育長は今までの経過を振り返ってどのように感じているの

かお聞かせいただきたいと思います。 

○教育長 

 はい。まず議員が言われました教育長を町長が任命する、確かにそうですけれどそ

れによって町長の権限が強くなったということは、私まったくこう考えておりません

し、それはあたっていないんだろうなと思っております。あくまでも教育委員会と町

長ってのはこれは法律でも職務権限というようなことでね、はっきり規定もされてお

ります。ただまあ職務権限がそれぞれ教育委員会にある町長にあるというこの法律を

全面に出して、法律はこうだからこれ町長の権限ですよとかこれ教育委員会の権限で

すよっていうようなばっさりと切ってしまうようなね、そういうやり方ってのは私は

2万人きったこの町では避けるべきだろうと。ですから今回の私案は出されたわけで

すけれど、これはあくまでもここがスタートでこれから協議をしていくっていうこと、

ほいで一致点を合意点を見出していく努力ってのは、これから町長も教育委員会のほ

うもしていかなければならないんだろうなあと思います。ですから当然今スタートし

たばかりというふうに、1月にスタートしたとふうに考えてもいいんだあろうなと思

います。4月に町長が出すと言ってます。それを見守りながらとふうに考えておりま

す。ただ町長も今回の件については総括をしておりますので、それについてはあまり

触れませんけれど、1月の早い段階にもし教育委員会の方に相談があれば、また違っ

た協議ができたのではないかなあとは思ってはおります。以上です。 

○小 澤（11番） 

 今、中立っていいますか各独立した機関として機能していくっていう、しているん

ではないかという、それに努めるというように教育長の答弁だと思いますけれど、た
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だ今回のあれについては町長の一方的なものが町中に広がっている、そうするとああ

いう雰囲気になっちゃったっていうのが非常に残念だなあというように思いました。

そこんところはやっぱりもう 1回我々も見直さなければいけないなというふうに思い

ます。それと昨日なんですけれど、総合教育会議ってのは今言ったように対等な執行

機関で、教育行政について協議や調整を行う場ということになっておりました。それ

でこの協議、言葉の中なんですが協議についての定義ってのがありまして、自由な意

見交換として幅広く行えるものとあります。昨日の一般質問の中で、議員の中から過

日の総合教育会議の町長私案に対して、教育委員から撤回するべきだというような発

言もありました。ただこの発言っていうのはやっぱり我々、教育長また教育委員も町

長の任命を承認している同じ立場の方たちでありますので、ちょっと残念に思いまし

た。このことによってこれからの総合教育会議において、その委員さんたちの意見が

素直に述べていただけなくなるっていうことを若干危惧しましたんで、そんな私の感

想を述べさせていただきます。それでは 3点目の質問に移りますが、町長の職務権限

と教育委員会の職務権限っていうことで質問さしていただきます。公立小学校の存廃

について町長の職務権限に属しているのかについてお伺いします。この町長の職務権

限と教育委員会の職務権限について規定しているのが、昭和 31年制定の法律第 162

号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律です。町長の職務権限と教育委員会の

職務権限についての規定ですけれど、今の言った法第 21条に教育委員会は当該地方

公共団体が処理する教育に関する事務で次に掲げるものを管理し及び執行するとし

て、一つとして何項目あるわけですけれど、教育委員会の所管に属する学校その他の

教育機関を設置、管理及び廃止に関することとされています。そして町長の職務権限

としては、そのあとの第22条に地方公共団体の長は大綱の策定に関する事務のほか、

これは大綱は作成されておりますけれど、次に掲げる教育に関する事務を管理し及び

執行するとなっております。一つとして大学に関すること、二つ目が幼保連携型認定

子ども園に関すること、3私立学校に関すること、4教育財産を取得し及び処分する

こと、5教育委員会の所掌に関わる事項に関する契約を結ぶこと、6前号に掲げるも

ののほか教育委員会の所掌に関わる事項に関する予算を執行することと規定されて

おります。したがってこの中に公立小学校の存廃は、令和 3年 2月 26日辰野町教育

総合会議、先般行われた会議ですけれど、町長説明の中で川島小学校存廃問題の総括

として説明しておりますけれど、公立の小学校存廃について町長が言うことは、先ほ
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どの地方教育行政の組織及び運営に関する法律と照らし合わせても、町長の職務権限

から逸脱しているのではないかというように思っております。これは法律違反ではな

いかと思うのですけれど、町長はどのような法律を根拠に川島小学校を存続させると

公表してきたのかお伺いします。 

○町 長 

はい。総合教育会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これの第 1条の

4において地方公共団体の長と教育委員会という執行機関同士の協議と調整を行うた

めに設けると定められております。その協議事項の一つとして教育を行うための諸条

件の整備など重点的に講ずべき施策が挙げられております。町長と教育委員会の職務

権限については、昨日の吉澤議員の一般質問の答弁でも述べさせていただいたとおり

でありますが、町民の民意を反映するため総合教育会議で積極的に意見や提言を伝え

ることも責務であり、川島小学校存廃問題はこれに基づき自分の提言として公表した

ものであります。3年間このチャレンジに取り組むことができたのも、私の意を汲ん

で教育委員会が機会を与えてくれたおかげだと認識もしております。なお協議である

以上、時に自分の主張が教育委員会で考えている方針や方向性と異なる場合もあると

思いますが、その内容が民意を反映し教育委員会の合意の中で決定したものであれば、

教育委員会の出した結論に沿ってそれが円滑に実施できるように全面的に協力して

いきたいと考えております。 

○小 澤（11番） 

今、町長民意を反映するもんだということで発言しているということでしたけれど、

こんな通知が文部科学省の初等中等教育局、初等中等教育企画課っていうところから

発せられている文章がありまして、首長と教育委員会との関係を見直す際の視点とし

て、地方自治体における行政責任はその多くは首長が負っているが、教育に関する事

務については主に首長から独立した教育委員会が責任を負っている。教育委員会が所

管する教育事務については首長の指揮命令は及ばず、首長は教育委員の任命や予算編

成などを通じて間接的に責任を負っている。このような仕組みとされている理由は、

教育について政治的中立性や継続性、安定性の確保が強く求められ、合議制の機関を

通じて、これは教育委員会は現在 5名の方、教育長は一人であと委員の方が 4名です

かいらっしゃるんですが、その合議制の機関を通じて公正中立な意思決定や住民意思

の反映を図ることが適当と考えられるからである。また首長と教育委員会の権限分担
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の弾力化において、上記の視点にたった場合教育に関する事務の中で首長から独立し

て執行する必要があるものとしては、教育の政治的中立性の確保及び教育の自主性の

尊重のために、当然に必要であると考えられる学校や社会教育機関における教育内容

に関することが明記されています。また総合教育会議の設置の趣旨と役割についてで

すけれど、総合教育会議においての協議の議題とすべきではない事項の具体例として、

特に政治的中立性、これは今回川島小学校に対して町長の方は教育小学校の人数を増

やすためという名目で、政策的には移住定住政策ってのをとっておりますので、そう

いうことに絡めてと思うんですけれど、移住定住などの地域の活性化と絡めての政治

的政策を総合教育会議の議題とすべきではないとされているんに、この通知には見受

けられるんですが町長はどのようにお考えでしょうか。 

○町 長 

はい。町長としてはもちろん地域の活性化の効果も期待しましたが、各学校は地域

の皆さんに支えられております。地域とのつながりは学校の教育活動にとっても大切

なものとなっておりますので、教育行政の中では教育を行うための諸条件の整備の一

つの案として提言したつもりでおります。 

○小 澤（11番） 

先ほども言いましたけれど政策として地域と学校を絡めてやったていう、このこと

自体が今回非常に川島、町長も 1月のときでしたか川島地域の中に世波を起こしたり

しこりを残したような結果になってるっていうように思ってます。それを避けるため

にも本来は地域を活性化、私は前から言ってるんですけれど地域を活性化させるって

いうのと教育問題ってのは別個にしていただいて、昨日の話もありましたけれど、川

島小学校がなくなったら地域がなくなるっていうふうに考えるんでしたら、地域のた

めになくなってもいい政策を取っていくっていうのが政治の力ではないかというふ

うに思っています。その例としては鋸南町の保田小学校、ほどつっていったのかな、

その小学校みたいにそのまんま学校名を残して宿泊施設とか、また専売所っていうじ

ゃあなかった食べ物なんかを売るところを作った、それが大盛況になっててその名前

そのまんまの残してあるみたいなんですが、なってるという例もありますので、やっ

ぱり学校っていう教育っていうのと地域の活性化っていう政策的とは別個に考えて

いくべきではなかったかなというように思っています。ですんで今言った通知に書い

てありますけれど、やっぱり今までの政策は間違ってたんではないかっていうように
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私は理解しております。町長はそうではないという取り組みをしてきたというもんで

すから、それは意見の違いとして感想を申し述べさしていただきます。続いて第 4点

目といいますか川島地区の移住定住施策の評価についてということで質問させてい

ただきます。町長は 2月 26日の川島小学校存廃問題の総括、この 3年を振り返って

の文書において平成 30年 3月 26日の総合教育会議において、町長として平成 29年 9

月の辰野町立小学校あり方検討委員会の学級規模が概ね 10人とし、その後も増加の

見通しが立たない場合、関係校の統廃合について教育委員会において検討されたいと

の提言を尊重する中で、あえて川島小学校の存続により子育て世帯の移住定住を促進

し、児童数を増加傾向に転じることに 3年間の期限を切って取り組ませていただきま

したとし、その間さまざまな取り組みを川島区の中で行ってきた。しかし 3 年間そう

した多くの皆さんの努力があったわけですが、肝心な川島小学校の児童数はどうであ

ったかというと、平成 30 年度 10名、令和元年度 11名、令和 2年度 12名とこの 3年

間は横ばいから微増という状況で、少なくともこの 3年間の取り組みでは残念ながら、

今後の児童数を増加傾向に転じる状況までには至りませんでしたとの取り組み結果

が掲載されておりました。このことは川島小学校に対しての移住定住政策が失敗であ

ったっていうことを、町長は評価したのかなというように思ったわけですがいかがで

しょうか。 

○町 長 

 はい。児童数を増加傾向に転じる点だけを捉えれば失敗ということになるのかもし

れませんが、3年間の中で川島地域への移住促進、地域の活性化については精力的に

取り組んできていただいた多くの皆さんのご努力またご協力もあって、一定の成果を

挙げることができました。移住定住施策自体が失敗だとは思っておりません。ただし

今後地域の皆さんとの連絡会議の場でよく相談する必要があると思いますが、川島小

学校の今後のあり方と移住促進の取り組みは、今後いったん切り離してその上で移住

定住促進については、長野県移住モデル地区、川島区として現在の良い流れを地域の

皆さんと一緒に伸ばしていきたいと考えております。コロナ禍のあとの都市から地方

への人口移入、人口の移動ですねが期待されている中ではありますが、移住政策を過

度に推し進めるのではなく、現在暮らしている皆さんの暮らしを守り高めるための住

環境や活躍の場等を整え、川島や辰野町に関心を持って好意を寄せていただける関係

人口を広げることに、まずは注力、力を注いでいきたいと考えております。 
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○小 澤（11番） 

小学校別個とすれば成功したといいますか成果が上がっているっていう話なんで

すが、ちょっと今引っかかったのはまだ町長は存続する、長野県の移住モデル地区を

入れながらあれの移住モデル地区の認定には小学校がなければいけないということ

になってるんですが、存続していくというまた私案というふうにいうかもしれないで

すけど、教育総合会議の中で主張していくおつもりなのかちょっとお聞かせいただけ

ればと思いますけれども。 

○町 長 

 長野県移住モデル地区の認定条件、以前にもお話しましたけども、その該当地区に

小学校があること、これが前提、一番第一条件となっております。ただいかなる結論

が出ようとも、例えばすぐなくなるとかそういった話でもございません。この条件に

あった状態であれば少なくともこの制度を利用して、川島地区への移住定住を積極的

に進めてまいりたいという考えであります。以上です。 

○小 澤（11番） 

 即解決する問題ではないという中で、また 3年間引き延ばされるかなというような

不安も持ってるわけですけれど、て言いますのは以前町長は 3年間挑戦するっていう

ことを表明したあとでその 3年間のチャレンジ期間の終了後にですね、「川島が今よ

り元気で賑わっていることに期待しております。すなわち川島区の地区にとらわれず、

実を言うと辰野町全体に今回取り組む問題ですね。町全体に波及広がっていることも

期待して回答とさしていただきます」という答弁いただきました。ていうことはまた

今延びてくるかなというのと、これ町長は町全体に広げるっていうふうに話してるん

ですが、町長自身が 1 月の公表したときにねじれ現象また川島地区を寸断さしてる、

ほいで住民同士が争うような結果をもたらしているってことを町長結果として言っ

てるんですが、さらにそれをまだ数年続けるような政策を、小学校を残してやってい

くっていうつもりなのかお聞かせいただければと思いますが。 

○町 長 

そういった部分も含めてですね 4月に表明したいと思いますので、お待ちいただき

たいと思います。なおですね、ちょっと誤解がないようにお話しますけども、本当に

今回この県の移住モデル地区を導入しまして、これは本当に川島地区あるいは関係の

皆さんのお力で、非常に活性化が図られたと私は評価しております。少なくともああ
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いった地区での動きがですね町内 17区ございますけれども、他の地区でもああいっ

た姿を見てかなり刺激を受けた、あるいは方々も大勢いらっしゃることも聞いており

ますので、そういった点では非常に見本となる動きだったかなあと感じております。

以上です。 

○小 澤（11番） 

 私とちょっと違うもんですからこれ以上突っ込んでも違うだけの平行線たどると

思いますんで、違う質問をさしていただきます。次 4月に結論を延ばす理由と町長権

限についてということで質問さしていただきます。総合教育会議や教育大綱の策定等

規定した、平成 27年 4月 1日施行した地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

サブタイトルに教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、特に教育の政治

的中立性の確保については教育委員会は引き続き執行機関であり、総合教育会議で首

長と協議、調整は行うが最終的な執行権限は教育委員会に留保されているとしていま

す。したがって 3年前においても辰野町の今後の教育を考えて、多くの委員の皆さん

が熟慮を重ねまとめた辰野町小中学校あり方検討委員会の提言と町内小中学校の今

後に対する辰野町教育委員会の見解、川島小学校は提言どおり統合の対象として準備

を進める必要があると、結論を出さざるを得ないとの方針に基づき、統合の準備を始

めても現在思うのは良かったんではないかなあというように私は思っております。そ

れができなかったために、このような町中を巻き込んだ教育に対する政治の介入によ

って、混乱が起きているっていうように思っておりますので、そんなように単純に 3

年前ある意味では答申に基づいてやったということですれば、このような状態にはな

らなかったかなということを今現在思ってます。それで 2月の 26日のこの 3年を振

り返っての町長説明の中に「これからもこれまでも終始一貫して申し上げてきたとお

り、あり方検討委員会の提言に関しては尊重しており異論を唱えるものではありませ

ん。これら 3年間挑戦した結果と地域の現状を踏まえると、先ほどの話もありました

けれど今はこれまでの私の考えを大きく見直さなければならないと感じています」と

して「最後に現在川島小学校を必要としている子どもたちと、児童数が多い小学校へ

の通学を希望する子どもたち、それぞれの気持ちに寄り添った答えも教育委員会の皆

さんと一緒に検討させていただきたいと考えています」これ先ほども言っていただい

たんですが、これらの点については教育委員会の町内小中学校の今後に対する辰野町

教育委員会の、これ 30年の 3月 26日に教育委員会の見解として出したんですが、総
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合教育会議の中では触れられることなくてそのときの状態を新聞にも載っているん

ですが、町長の考えと教育委員会とは違ってるよということで紹介されておりました。

そういうことで先ほども 4月までっていうように言ってるんですけれど、その延ばす

理由っていうのが私わからないもんですから、延ばす理由ないんではないかというふ

うに思っております。それでできれば今議会最終日までに町長権限そこの題目のこと

なんですけれど、町長権限を行使し総合教育会議を開催し町長が町長選に立候補した

ときの「あり方検討委員会の提言案については最大限に尊重したいと考えます」私最

大限っていうのは先日っていいますか過去にもこの間の議会にもありましたけれど、

やさしい日本語とかいろいろあったんですが、最大限っていうのは尊重するって建前

の言葉ではないかというふうに私は理解してるんですけれど、その公約を実行してあ

り方検討委員会の答申にしたがって、昨日もありましたけれど松澤議員の質問・答弁

の中で新学習指導要領が小学校確か始まって、もうすでに始まってて来年度から中学

校にもいくっていうことだと思ってるんですが、その新学習指導要領はアクティブラ

ーニングっていう言葉が使われておりました。それが違う言葉に置き換えられてその

ローマ字でわかりにくいだろうということで、違う言葉に置き換えられてる指導要領

なんですけれど、その中に友達との話し合いができる教育を児童にはさせたいという

ことがなってます。それを川島小学校に当てはめた場合には、現在 12名ですかそれ

が今回 6年生 4名の中で 6年生 4名が卒業して一人だけ今回入学するっていうこの間

案内いただいたんですが、ということはもう 1桁の学校になってます。ほいでクラス

も複式に当然複式ですし 1名ずつになります。そうしますとこれから始まる新学習指

導要領に沿ってないということになると思います。昨日の話の中でも一人でもいいん

ではないかっていうように言われている質問もあったんですが、私、前から言ってる

ように音楽とかそれから体育ん中で、お互いに助け合いながらやってるっていう姿が、

子どもたちにとっても正常な姿だと思ってますし、またそれを望んで川島から西小学

校の方にまたほかの町内の大きい学校に行ってるっていう現実見ると、もうすでに町

長の話にもありますように、何回も 4月まで延ばす必要なくて今議会でまだ 18日ま

で間がありますので、教育委員会と再度総合教育会議を持っていただいて、この混乱

を沈めるのが町長としての責任ではないかというように思うんですがそのような考

えはないでしょうか。 

○町 長  
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 はい。2月の総合教育会議でも触れさせていただきましたけれども、3月定例会の

一般質問で議員の皆さんからご意見やご質問等もお聞きした上で自分の考えを整理

したいと考えました。そういった意味でもう少し時間をいただくことといたしました。

公表は 4月とさせていただいておりますけれども、前回の反省もありますので考えが

まとまったところで教育委員会などとはなるべく早い時期に相談してまいりたいと

考えております。町長権限は先に述べたとおりで自分としては積極的に意見提言を行

いますが、最終的には教育委員会が出した方向性に沿って教育の執行に協力していき

たいと考えております。 

○小 澤（11番） 

今、3月は無理だけれど 4月中なるべく早くという話をいただきました。今回のい

ろいろの私は騒動というように思ってるんですが、我々議員また町長としての使命っ

てのは同じだと思ってますが、それは町民の皆さんが毎日を安心・安全に暮らせるよ

うにそれぞれ我々議員としてもまた町長としても努めるってのが思ってます。しかし

今回の町長の総合教育会議の最も重要な教育の政治的中立性また継続性これは突然

に、前先ほどの法律ができるときに根橋議員も非常に心配している中で、町長が変わ

るたんびに教育が変わるってことは非常にまずいんではないかっていう指摘をして

おりました。そのときに加島町長の時代だったんですが、教育長もそういうことのな

いように引き継いでいきたいということで言ってたんですが、今回のは明らかに今ま

での教育体制をガラッと変えるっていう、継続性それからまた安定性にも無視したよ

うな町長私案だっていうように私は思っております。このことによってそれは総合教

育会議に事前に諮ることを怠ったってことも原因だと思うんですけれど、この点につ

いて文部科学省の初等中等教育長通知ってのがありまして、総合教育会議大綱の策定

にかかわる法令及び通知等についてに記されております議会に対する説明ってのが

あります。総合教育会議における協議の結果や大綱について、民意を代表する議会に

対する説明を通じ住民への説明責任や議会によるチェック機能が、果たされることが

重要であることっていう項目に照らし合わせても、町長の今回ってのはやっぱり一人

で考えたっていうように思ってるんですが、それが混乱をまねいたっていうように私

は思っています。ほいで現在世界中の人々の生命・財産を脅かしておりますコロナ禍

まだ収束する気配はないんですけれど、あれが災害って今回の騒動を災害って捉えち

ゃあいけないかもしれないんですが、住民の方にとってはある日突然に降って湧いた
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ようなことなもんですから、災害っていうような捉え方をしますとコロナ禍まだ現在

自然災害か人災かっていうことはまだ決まってはいないんですけれど、先ほど言いま

したように今回の町長私案に対しては町民の皆さんにとっては災いっていいますか、

失礼ですけれど言葉いけないかもしれないですが、それが町長によって起こされたっ

ていうように私は思います。ほれで自然災害でも河川の決壊等については早いうちに

私も経験あるんですが、土嚢なんかをつけば大きな災害にはならないんですけれど、

それを怠ってますとやっぱり被害は拡大するということです。長野市の例もあります。

それでその中である一部の町民の皆さんから私に寄せられるには、町長はどういうよ

うな責任をとるかなっていうようなことも耳にしております。私がこんなことを言っ

ちゃあいけないんですが、まだ町長 10月に選挙があるわけですけれど表明はしてな

いんですけれど、それをどっちにするかわからないんですが、早い今回の対応 4月っ

ていってる先ほどもう少し早くっていうように言っておりますので、なるべく早く解

決することが大きな傷にならなんでいいんではないかと、これは私のおせっかいかも

しれませんけれど感想を述べさせていただきます。次に質問に移らさしていただきま

すけれど、ちょっと時間がなくなっちゃったもんですがいけないんですが、山間地の

買物弱者支援事業について、これ長野県の企業局管理する既存発電所やこれから新規

に建設予定の発電所所在地の市町村に交付されます「水の恵みを未来へつなぐ交付金」

の活用により、高齢化の進行、人口の減少、免許返納などにより、日常生活に不可欠

な食料品や日用品等の買い物ができなくなっている買物弱者に対する支援として、現

在川島地区に例とりますと川島地区には移動販売車もあるんですけれど、これをドロ

ーンを活用した支援ができないかということです。この交付金の対象として先般交付

パンフレットが配られたんですが、市町村が実施主体となり先端技術等を活用した先

進的な行政サービスにより、住民福祉の向上や経済基盤の確立等地域課題の解決を図

る事業、その中には実現可能性の調査とか実証事業を含むということで当該課題解決

の効果が発電所所在地域に及ぶものと認められるものとされています。そしてイメー

ジとしては物流交通システムの構築等にとされておりまして、自動運転の実証それか

らドローンによる荷物配送等の例が載っておりました。これを見たとき現在伊那市が

やってるんですが、長谷地区を対称に行っているものを辰野町も川島地区また小野地

区等で車がないと行けないような地域に対する買物弱者に対して、支援のための導入

として導入すべきではないかというように考えました。事業形態としては町内のスー



133 
 

パーと提携しましてドローンを使用して、食料品や日用品を店舗まで行かなくても近

所まで運んでくれるシステムを構築して、買物弱者の支援を図るということなんです

れど、この点について導入していただける考えはないかお伺いします。 

○まちづくり政策課長 

ただ今ご質問いただきました「水の恵みを未来へつなぐ交付金」の概要は町議から

ご説明いただきましたとおりでございます。その具体的な先進的事業につきましてそ

のメニューにつきましては、地元川島区に対してご相談をかけているところでござい

ます。伊那市も同様の事業を展開しておりますけれども、せっかくの交付金でござい

ますので地域にとって最も効果の発揮が見込まれ、期待をもって受け入れられる事業

を選択していくことが良いと考えるところでございます。ご提案の件も含めて地元と

協議をしながら事業化を図っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

以上です。 

○小 澤（11番） 

 いくつも先ほど課長言われるように何種類か川島地区からも上がっていると思い

ます。私は先ほど言ったのが一番ベストだということで発言さしていただきましたの

で、ぜひそれも含んでいただいて事業を採択いただければというよう思います。それ

は川島地区、小野地区だけではなくてほかの山間地から町場まで遠いところにも、こ

れから当然に必要な手段ではないかというふうに思いますんで、ぜひ十分検討をいた

だきたいってことを要望しまして、以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○議 長 

 ただ今より暫時休憩といたします。再開時間は、11時 58分といたします。11時 58

分ですので、時間までにお集まりください。 

        休憩開始    11時 42分 

        再開時間    11時 58分 

○議 長 

 再開いたします。質問順位 10番、議席 6番、山寺はる美議員。 

【質問順位 10番 議席 6 番 山寺 はる美 議員】 

○山 寺（6番） 

はい。今回の一般質問の最後でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そ

れでは通告に従いまして 4点の質問をさせていただきます。はじめに町長はさる 1月
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25日の総合教育会議の場で「選べる学校の構想 子どもが学ぶ場を選ぶ」を発表され

ました。現在の小中学校を統合し辰野町立ほたる小中学校これは仮称のようですが、

現在ある校舎をキャンパス化し利用、学区は町内 1学区とし入学時にキャンパスを選

択し 1年や学期単位でも移動を可能とする町長の私案です。各キャンパスに自然や音

楽、スポーツ、芸術などの特徴を出し、現在の学校の環境や地域性を生かすという画

期的な構想です。この構想が実現すれば全国初の事業になるという、この考えは教育

長にも副町長にも誰にも相談せず町長ひとりで決められ、1月 25日の総合教育会議で

発表されました。町民からの反応は大きく賛否両論 100件以上の問い合わせや意見が

寄せられたと聞いています。それを受け 1箇月後の 2月 26日に 2回目の総合会議が

開かれ、町長は保護者、現場の先生方、町民の皆さんに不安と混乱をあたえてしまっ

たことに陳謝し町長私案の 2年後の 23年度の開校は見送りを明言し、川島小学校も

含めて町長の私案を 4月に再度発表することを確約されました。すでに何人かの同僚

議員が質問しておりますので、重複する点、省く点があるかと思いますが質問いたし

ます。まずはじめに町長が 3年かけて考案した町内 5校のキャンパス化構想、どのよ

うな思いや考えを経て実現しようと思ったのかその経緯を説明してください。 

○町 長 

はい。3年前に小学校の存続により移住を促進しその結果地域も活性化し、川島小

学校の児童数も増加傾向に転じさせる相乗効果を狙って挑戦させていただきました。

その中で川島小学校を必要としている児童と、一方で人数の多い学校を希望する児童、

それぞれの思いに寄り添った答えがないかについても思い悩んできました。さらにこ

の 3年間の中で新しい教育方法があることや先進地の事例も知り、不登校をはじめと

する思い悩んでいる子どもたちが増えていることも改めて認識して、その子ども達の

ために何ができるかについても問い続けてまいりました。こうした中で、現在の学区

制度が時には学校に子どもを合わせることになり、子ども達の負担や悩みの元になっ

ているのではないか、その一方で町内の各学校ではそれぞれに特色があって、すばら

しい教育が行われておりますので、子ども達も必要に応じ学校を選ぶことで環境を変

えることもできれば、その解決の一助になるのではないかとの発想が、今回のキャン

パス化の発想につながっております。もちろん社会性を養うためには、学校という新

しい環境にも子どもたちが慣れるように極力努力すべきだと思っておりますし、地域

との関わりも大切で、大半の児童や家庭は居住地域の学校に通学すると思いますが、
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それでも思い悩んでいる児童やより個性を大切にしたいと考えるご家庭にとっては、

学校が選択できることは救いにもなるのではないかと考えた次第であります。以上で

す。 

○山 寺（6番） 

はい。私たち議員はですね、2回にわたる総合会議を経て町長の思いっていうのは

大体わかったと思いますけれど、町民の人たちはその経緯についてわからないことが

あるというので今回質問させていただきました。それでは 2 番目の質問なんですが、

町長の私案をなぜ教育委員会と協議せずに総合教育会議で唐突に発表したのかとい

う質問に対しては、昨日舟橋議員が質問しておりますので割愛さしていただいて、そ

こで町長に確認なんですが、2月 27日の中日新聞に町長は川島小学校についてはキャ

ンパス化を目指したが自分の考えは変えなければいけないとし、4月中に表明する方

針は町、教育委員会との合意の上で示す考えを強調したとし、また川島小学校の統廃

合の方針が決まればキャンパス化もなくなるという考えを示したという記事があり

ましたが、これは町長の本意でしょうか。 

○町 長 

はい。1月の総合教育会議において表明してからですね、連日のようにいろんな方々

からご意見あるいはご批判等もいただいております。その時点ではですね正直かなり

自分自身改めなければいけないなという思いもありますけれども、日々微妙なところ

で揺れ動いているのも事実でございます。突然というような形をとってしまったこと

は本当に大いに反省しておりますので、一応予定ではその 4月に向けては教育委員会、

教育委員の皆さんともいろんな思いをお伝えする中で進めてまいりたいなと考えて

おります。以上です。 

○山 寺（6番） 

この記事が確かだとすれば、4月の総合会議で発表される町長の考えは、町教育委

員会としっかり話し合って発表されると理解してよろしいでしょうか。 

○町 長 

はい、そのとおりでございます。 

○山 寺（6番） 

はい。それでは 4月の発表を待ちたいと思います。3番目ですが町長の私案を 2年

後の 23年度に実現させたいと思った理由は何か、教育委員会、保護者の人達、現場
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の先生方との合意または財源確保等々がすべて順調に行くと思ったのでしょうか、そ

れともほかに理由がありますでしょうか。 

○町 長 

はい。現実に思い悩んで困っている児童や家庭のためには一刻も早く手を打ちたい

と考えたのが根本にございます。このため最短で 1年のうちに仕組みを考えてそのた

めの準備を 1年で整えることができれば、2年後には実現できるのではと思いました

が、現実的には多くの課題や見落としもありまして、各家庭や現場の先生方の事情を

考慮すればあまりにも拙速すぎて、2月の総合教育会議におきまして削除という形で

訂正をさせていただきました。 

○山 寺（6番） 

はい。確かにこの間、23年度は開校は無理ということで撤回なさいましたけれど、

町長のこの急いだ理由は私が考えたというか、私が思ったのですが、いち早くその日

本発の小学校のキャンパス化構想が実現すれば、このコロナ禍で都会から田舎に移住

の数が増えているうちに、人を呼び込みたいという思いがあったのではないかと私は

思ったのですが、町長のお考えの中にはそういうことはありませんでしたでしょうか。  

○町 長 

はい。川島小学校の存廃問題と例えば移住定住政策あるいは町全体の小中学校統合

するというような考え方、それぞれがですね非常に独立した大きなテーマでもござい

ます。それらを一緒くたに考えてた部分については、ちょっと私も整理しきれなかっ

た部分があったかなあと反省はしております。ただですねこれはおそらく初めて話を

することだと思いますが、自分も元々、山寺議員さんにも昔も大変お世話になりまし

たけれども、商工会の職員であります。辰野町、箕輪町のそれぞれの商工会でお世話

になってですね、そう大した実績は残せませんでしたが当時辰野町で 850企業、箕輪

町でも 700企業、少なくとも私はすべての企業を回らせていただいて、両町合わせて

1500企業の企業の皆さんと話もさせていただいてきております。特にこんな事言って

あれですけど、経営が行き詰まって倒産しそうな企業も本当に昔からある中で、どう

したら立て直すことができるかというその解決手法といいますかね、経済や経営学を

学んでいる方は当然勉強されていると思いますが、スウォット分析という分析手法が

ございます。Sは Strengthsが強い、強い点ですよね、Wは Weaknessesっていって弱

い点、強い点と弱い点、あとスウォットですので SWOTっていって Oは Opportunities
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っていって機会ですね、世の中何かいろんな変化があったときの機会、Tは Threats

っていって脅威その業界を脅かすような法改正であるとか、そういった SWOT という

ちょっと 4つの区分の中で現状を把握してどこを強くしていったらいいか、この企業

が生き残れるかっていう手法をですね、本当に OJTじゃあないですが現場で教わって

きた人間でございます。その習性がちょっと私にもずっとありますので、今回の構想

もそうなんですけど弱いところを克服することもひとつのやり方なんですが、強いと

ころをもっともっと伸ばせば弱点も補える、補えるってのが私も 30年近く企業経営

の相談にのってきたものとしてのちょっと核心的なところでもございます。ちょっと

ご質問とは話が逸れるようで恐縮なんですけど、そういった部分を含めてですね今回

いろいろな状況なぜ急いだかという点、あるいはなぜこんなキャンパス化構想を考え

たかという点も含めてですね、いろいろな周辺状況、周辺的なコロナもそうですし、

いろんな状況をすべて把握した上で自分なりにひとつの方向性を見出したというや

り方でございました。ちょっと答えになっているかどうかかわかりませんが、以上で

ございます。 

○山 寺（6番） 

 はい。当然町を率いていく町長はそういう想いがあって当然だと思います。しかし

ですね、この町の活性化と教育問題はやはり切り離すべきではないかと、先ほども小

澤議員が言いましたけれど私もそう思います。次にですね町長の目指す、誰一人残さ

ない教育の実践に町長私案のキャンパス制はいじめや不登校、引きこもりの子どもに

どう効果があると考えていますでしょうか。 

○町 長 

はい。ただ今のご質問に対しましては児童の個性や特性により、より合った学校を

選択することができる、こういったところであります。不登校やいじめなどで思い悩

んだときに環境を変えることができる、そういった選択肢があればその解決につなが

ると思っております。また学校に戻るために一生懸命がんばっても無理な場合は別の

選択もあると思えば、努力する心の拠り所にもなるのではないかなとも思っておりま

す。以上です。 

○山 寺（6番） 

町長の目指すその誰一人残さない教育っていうそのお気持ちは良くわかります。私

もその年々増加しているいじめや不登校、引きこもりが本当に年々その数値が上がっ
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てくってことに対してとてもその心を痛めてます。原因が多様化している中でその対

応も多様化しているようで 2016年にできた教育機会確保法ですか、それによれば登

校という結果のみを目指す目標としない取り組みもあるようです。町長のキャンパス

化もひとつの方法かもしれませんが、そういう取り組みもいろいろあるということを

頭に置いていただいて、そのキャンパス制というのも考えていただきたいと思います。

ここで私たち議員がですね昨年女性タウンミーティングを計画いたしました。しかし

2度計画したのですが、たまたまコロナの影響で開催することができませんでした。

そこで出席をお願いしていたお母さん方というか団体の皆さんに意見を募集いたし

ました。これは任意で募集しましたけれど、一人のお母さんが投稿をしてくれました、

投稿というか意見を寄せていただきました。「辰野町の小学校に入学する児童はすで

に 100名を切るほどになっています。町に小学校と中学校がそれぞれ 1校あれば良い

状態です。町長私案のように思い切った改革が必要です。川島小、西小、南小、東小

など各地域で考えるのではなく、辰野町全体の問題として捉えないと将来の展望はで

きません。地域エゴや利権の塊は捨てないと解決は選べず選択できず町を守ることは

できないと思います。その意味で町長の私案は、将来を見据えた画期的ですばらしい

案だと思いますが、各地域にこだわり配慮したものになってしまい辰野町全体でひと

つの地域と考えて問題を解決するという視点を見失っています。町にひとつの小学校、

中身の充実した学校にするべきです。教育内容の充実、教員の充実、施設の充実、通

学手段の充実を図り、町民の誇りとなり日本中に自慢のできる小中学校にしていただ

きたいと思います。心配される通学問題はスクールバスや巡回バスの充実を図ること

で、解決できると思いますっていうのは今スクールバスがですね、一般の人たちも乗

れる法律が変わったそうで、スクールバスも巡回バスに組み込んで活用すべきかと思

います」というご意見をいただきました。これは子育て中のお母さんの意見です。町

長が 3年かけて考えた私案、町民は大変な関心を持って注目しています。これをきっ

かけに辰野町の小学校の将来をしっかり見据えて検討をいただきたいと思います。次

の質問にまいります。女性活躍推進事業についてお尋ねします。令和 2年 6 月から地

域おこし企業人の方を迎えて役場の何人かの女性係長、課長補佐が主なメンバーで女

性活躍推進プロジェクトとして活動を始めています。この活動の動機、目的を教えて

ください。またこの事業は何年の計画の事業でしょうか。 

○副町長 
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はい。動機と目的ですが、プロジェクトリーダーの中村会計管理者から答弁してい

ただこうと思ったのですが、目的はいいけど動機は私じゃあ語れないと、このプロジ

ェクトを言いだしたのは副町長だから副町長から話してほしいというわけで私から

答弁させていただきます。よろしくお願いいたします。昨年の 2月になりますが上伊

那の町村長、副町村長が集まる連絡会がありました。その懇親会の前に会場となった

町の町長が紹介したい事業があるということで、クラウドソーシング事業というもの

を紹介されたんですね。この事業は若い世代特に子どもを持つ女性が働きやすい環境

整備と仕事の選択肢を増やすことを目的とした事業で、企業から仕事を集めて在宅で

子育てをしながら仕事ができる環境や女性が集まる場所として整備をしようという

ような事業であります。この話を聞きまして私衝撃を受けまして、昨日の松澤議員の

質問に一ノ瀬まちづくり政策課長がお答えしましたが、今、辰野町では人口減少がも

ちろん進んでおります。特に転出が転入を上回る転出超過の社会減の現象が顕著に見

られるわけでありますが、これを分析してみますとですね若い女性の転出が特に顕著

なんですね。これは長野県のデータになりますけれど、高校を卒業すると 75％の若い

女性、失礼しました高校を卒業すると 75％の子どもたちが大学・短大へ進学してしま

うそうです。そのうち 80％は県外、特に首都圏は 45％の子どもたちが行ってるそう

なんですが、そのうちユーターンして帰ってくる子どもたちは 33％しかいなくて、中

でも女性はもっと帰ってこないというデータです。これ例えますと若い子が 100人い

るとしますと、20人しか帰ってこなくてそのうち女性は数人しか帰ってこないという

ような例になりますが、なぜなら地方には女性の仕事がないから、都会には女性の仕

事の選択肢が多いけれど、特にこの上伊那もそうなんですけど製造業が多く、女性の

希望する職種や働く場所が少ないと言われているということであります。これはまさ

しく辰野町にも当てはまるわけです。女性の働ける場所またその働き方の多様化に対

応した施策がないとますます若い女性が減少してしまうのでは、それに伴い少子化が

ますます進行してしまうのではと本当に心配になったわけであります。また懇親会で

その説明いただいた女性の係長からですね、この町の事業は若い女性に好評で辰野町

から若いお母さんも通っているというお話を聞きました。これではみんな女性がその

町に行ってしまうということで、帰りの車の中でですね、町長と話す中で、来年度女

性にターゲットを絞った辰野町で女性が活躍できる環境を、整える事業をやりたいと

決意したわけであります。本当は専門の係を作りたかったんですが、職員を配置する
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中で人数が足りなくなってしまいまして、ちょっと配置ができずにですね中村管理者

にプロジェクトリーダーという兼務で指名をさせていただきました。プロジェクトリ

ーダーという役職をですね人事通知書にこの役職を入れたことはなかったんですけ

ど、初めて入れさせていただいた、これも決意の表れと感じていただければと思いま

すが、かえって中村管理者は戸惑ったと思いますけれど。その後 3月になりまして今

地域おこし企業人として活躍いただいています、パソナグループの人材開発部の福田

幸子さんと知り合いまして、経歴を聞きますとこのプロジェクトの推進にぴったりで

このタイミングでの出会い、今から思うとまさに奇跡的だったなあと思ってるところ

であります。またこの福田さんのニックネームがドドンパというそうで富士急ハイラ

ンドにあるアトラクションのひとつですねドドンパ。皆さんもご存知かと思いますが、

世界一の加速が売り物のアトラクションのひとつです。まさしくそのドドンパのごと

くハイスピードでこの事業の実現に向け企画いただきまして、またこの福田さんとの

出会いもこの事業の推進のきっかけだったのかなあと、今から感じているところであ

ります。また中村リーダーはじめ課長補佐、係長で構成されましたプロジェクトメン

バーの 7名の職員の皆さん、この短期間に福田さんのご指導の下 12回の会議を重ね、

さまざまな企画を考えていただき、また中にはすでに実施していただいてるもの、来

年スタートするものなど進捗いただきまして本当に心から感謝申し上げる次第であ

ります。さらに事業展開が進む中で、武居町長や私としては町の中に女性が気楽に集

まって相談やまたみんなで仕事ができるような、そんな場所ができればなということ

がまだ夢を見ているとこであります。またじゃあこのプロジェクトをですねいつまで

続けるのかということですが、今年度は事業の実施、更なる事業展開に向けて今年度

といいますか、来年度ですね来年度は事業実施更なる事業展開に向け更にパワーアッ

プをしていきたいと考えております。しっかりと担当を置いて専門の部署を作りたい

と今思っておりますし、女性活躍に加えまして今度は若者もターゲットに入れた事業

展開に進めたらと考えているとこであります。動機については以上であります。目的

につきましては辰野町に暮らす女性が生き生きと活躍でき、より暮らしやすい地域を

作ろうということで、これもアンケート等を実施し課題を整理いただいて、私の動機

以上にですねしっかりとした目的を定めていただきまして、この事業を進行していた

だいてます。長くなりましたが動機・目的については以上であります。 

○山 寺（6番） 
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はい。説明はお聞きしました。この事業がですね若い人たちと子育て中のお母さん

たちにしぼられているということでしょうか。これ私全協でもちょっと聞いたんです

が。すいません。 

○会計管理者 

このプロジェクトに関しましては、辰野町で暮らす働くすべての女性を対象にして

おります。来年度以降、先ほど副町長からもございましたが若い世代をまたキーワー

ドに進めていくことも考えておりますし、それからシニア世代まで展開していこうと

思っております。 

○山 寺（5番） 

はい。若い世代も当然なんですが、私たちシニアもですね辰野町に暮らしている女

性です。どうか生き生きと年代を重ねても活躍できる方法というかそれを示していた

だきたいと思いますね。はい、2番目ですが子育て世代のお母さんを対象に今回女性

活躍推進に関するアンケート方式による意識調査を行ったようですが、調査結果から

見えた課題その課題解決していく方法を教えてください。 

○会計管理者 

今回行いましたアンケート調査は女性が安心して働く環境づくりを推進すること

を目的に、辰野町に住む子育て中の女性に対して現状や課題の把握、また女性活躍の

推進施策に役立てることを目的として実施いたしました。8月に保育園・小中学校の

保護者宛にアンケートを配布し 9 月に回収いたしました。また分析をいたしました。

594世帯、回収率 54％と多くの貴重なご意見をいただき、課題の把握をすることがで

きました。結果の一部は広報たつの 11月号で報告させていただきました。またホー

ムページに公開しております。「たつの輝く女性プロジェクト」のバーナーをクリッ

クしていただきますと、ご覧いただけますのでまた見ていただきたいと思います。ア

ンケートの結果から見えた課題を、子育て・仕事・行政・地域・意識の 5つに分類し

整理し、それぞれの解決施策を企画検討してまいりました。アンケート結果で共通し

ていたのは、相談できる場所がほしい、情報や交流の場がほしいということでした。

子育て面では子育てと仕事の両立をしたい、家事・育児の負担を軽くしたいなどがあ

りました。仕事面では子どもがいても働きやすい職場や時間に融通のきく職場の情報

がほしい、スキルアップをしたいなどがありました。行政面では SNSで子育て情報が

ほしい、ひとり親家庭等への金銭的支援などの要望がございました。課題に対する解
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決施策としまして、まず今年度できることとして特にご意見やご要望が多かった仕事

に関する事柄でしたので、女性しごと相談室を開設いたしました。相談はキャリアコ

ンサルタントの国家資格を持つ、地域おこし企業人の福田さんが個別にあたっており

ます。また、辰野町に拠点を置く企業に対して、女性活躍推進に関してのヒアリング

をするため、企業訪問を実施しております。これまでに 16社へ訪問しており、企業

の取り組みや求人情報などをお聞きしているところでございます。解決施策に対する

令和3年度の事業としまして、毎月実施する予定でおります女性向けセミナーの開催、

それから子育て応援講座、子育てへの情報の発信、公民館とタイアップした講座と考

えております。また金銭的支援として出産祝金の支給と不育症予防接種への補助など

保健事業を予定しております。 

○山 寺（6番） 

はい。結果の課題の解決方法までご答弁いただきましてありがとうございます。先

ほども子育てのお母さんの教育に対する文を読まさせていただきましたが、このほか

にもですね先ほど中村課長がおっしゃった問題ですね、この町の問題なんですが、子

育て世代のお母さんは子育ての情報がほしい、相談したり交流する場がほしいまた市

町村から移住してきた人たちのお母さんは、辰野町は子育ての環境が整っていないと

いう厳しいご指摘もいただいてます。課題解決をもう解決であるお仕事相談室ですか、

始めているということですのでこれは大変評判がよくてもう何名かの方が相談に行

っているということですので、もう少しこれも広報をしっかりしていただいて、多く

の女性が利用できるように考えていっていただきたいと思います。今回は子育て世代

のお母さんが対象のようでしたが、この先年代層を広げて事業を拡大していただき、

何歳になっても辰野町に暮らす女性が生き生きと活躍できる指針を示していただき

たいと思います。私たち女性はこの事業に期待を持って注目していきたいと思います。

次にまいります。婚活事業に AI導入をという質問です。私は今まで何度となく少子

化問題の中で婚活の事業に町は力を入れるべきと提言してきました。未婚化・晩婚化

が少子化の主な原因と分析されています。若者の生き方の多様化、プライベートの問

題で他人が介入できないなど、そんな言い訳で言い訳の現状のままでいいのでしょう

か。少子化は多くの市町村で令和 3 年度事業の最重要課題として取り上げています。

上伊那郡内で人口減少、少子化が最も進んでしまっている辰野町が、令和 3 年度の予

算の中でなぜ少子化は町の最重要課題として前面に見える化しなかったかをお聞き
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します。 

○まちづくり政策課長 

はい。出生数を維持増加させるための少子化対策は、町の重要課題であるというふ

うに捉えております。この度プレス発表をしました令和 3年度当初予算のポイントに

おきましては、この 4月から始まる第 6次総合計画の初年度にあたることから、新し

い総合計画を中心に 6つの基本目標に沿って、重点的あるいは新規に取り組む事業を

中心にまとめたものでありますが、その中で基本的な考え方の記述がございますがそ

の中にはですね、「子育て支援及び女性・若者の活躍を積極的に推進します」このよ

うに記述をさせていただきました。強調した最重要課題というふうにはアナウンスと

いいますかできませんでしたが、このことからも町の重要課題であり、令和 3年度の

重点的に取り組む施策であるということをご理解をいただきたいと思うんですけれ

ども、出産を含め子育てには出会いから結婚、育児まで切れ目のない支援が必要され

ることを認識しておりますので、さらに併せてこの問題、家庭ですとか地域、事業者

などそれぞれの立場での取り組みにも期待をするところでございます。そうした環境

を整えていくことが大きくは女性活躍推進事業というふうに考え、その大きな事業の

中にあって子育て施策が占める割合は大きなものであるというふうに認識をしてお

ります。よろしくお願いします。 

○山 寺（6番） 

はい。令和 3年度内閣府は AIやビックデータを使った自治体の婚活事業に本腰を

入れると計画しました。AI をはじめとするマッチングシステムの高度化や、相談員に

よる支援を組み合わせた結婚支援に取り組み、AIが膨大な情報を分析し相性の良い人

を性格や価値観など、今までより、より細かく会員情報を分析し押し進めて相手を選

び出すという計画です。民間ではすでに AI婚活が広がり成果が出ているようです。

県の婚活支援センターでは AIが利用者に合った相手を紹介する仕組みを導入する予

算に、今、県会で今県会ですね要求しています。辰野町での導入の考えをお聞かせく

ださい。 

○保健福祉課長 

 はい。今、ご紹介いただきました AIを使った婚活事業は、これを導入いたしまし

たいくつかの県で効果を上げているということから、国が自治体への補助を広げてシ

ステムの導入を促すものであります。長野県でも長野県婚活支援センターが運営して
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おります、長野結婚マッチングシステムについてスマートフォンや AIに対応した機

能高度化のための予算を、議員ご紹介のように予算要求しているとのことであります。

この県のマッチングシステムは、ひとつの結婚相談所で登録すると県内 42 箇所の相

談所の登録者のデータを検索できるシステムで、県内で約 1,100人の登録データと公

的な結婚相談所の相談員の経験とノウハウを生かした、サポートを行っているもので

あります。辰野町が社会福祉協議会に委託して行っております結婚相談についても、

この登録相談所のひとつとなっています。町単独でこのシステムを導入するとなりま

すと費用面の問題もありますし、まだまだ会員数が少ないところでは AIによる診断

がうまくできない可能性もありますので、まずは町の結婚相談所に登録、相談してい

ただき、そこから県の AI によるマッチングシステムにつないで活用していただくこ

とが良いかと考えております。 

○山 寺（6番） 

 はい。今、課長も申しましたがこの結婚相談はですね社協に委託してるんですね。

社協にほんの形ばかりの結婚相談を開いています。それで数字を見せてもらいました

が、もうとにかく年々登録者は減っている、それとともに結婚も昨年は 1名、成婚は

1名だそうです。この状態で町はずっとこの来年度もですね社協に委託の予算しか取

っていませんが、町はこのままでこの婚活事業を続けていくおつもりでしょうか。 

○保健福祉課長 

 はい。議員ご指摘のとおり登録数は確かに減っておりますけれども、昨年 4月から

今年 1月までの相談件数につきましては約 100件、それから引き合い件数につきまし

ても 100件ちょっとという件数があります。またお見合いについても 17件ほどあり

まして、AI等いろいろな民間での結婚相談も今たくさんあるわけですけれども、従来

型のこのような相談についてもまだまだ需要があるのではないかと考えております。

現在交際中の方も 3組おりますし、今年になって成婚なされた方も 1組あるというこ

とですので、ずっとこの方法で続けていくかということについては検討をしなければ

いけないと思ってますけれども、今の町が委託している事業については申し上げたよ

うな状況になっておりますので、その辺も含めましてまた AI等、高度化の結婚相談

等も含めまして研究してまいりたいと考えております。 

○山 寺（6番） 

はい。この結婚支援は先送りできる問題ではありません。形ばかりの結婚相談を社
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協に委託するのではなく、行政がしっかり取り組むべき問題かと思います。ちなみに

今年度の辰野町に結婚届を出した人は 43 組、今年度生まれた赤ちゃんは 75 名です。

真剣に考えていただきたいと思います。次に最後の質問にまいります。行政相談ワン

ストップ窓口の開設をですが、午前中にですね、津谷議員がですねお悔やみコーナー

の窓口の設置をという問題で質問いたしました。そしたら総合窓口でとにかく係員が

全部そこに来ていろいろ説明して相談に行った方はその場ですべてが間に合うとい

うご返答をいただきましたが、これを子育て支援また介護、医療でもそういうワンス

トップ窓口の開設はできないでしょうか。 

○住民税務課長 

はい。今、議員ご指摘のとおりでございまして、役場窓口にこられる多くの皆様に

つきましては、多種多様なお問い合わせを持ってきておられます。その中でもどこの

課で手続きや相談をしていいのか良くわからないという方もいらっしゃいます。その

ような場合には間違えないようにまた不安を解消するように丁寧なご案内に心がけ

ているところでございまして、住民税務課に限らずそういった対応をとってまいりた

いと考えております。特にその中でも高齢の方だとか体が不自由な方につきましては、

それぞれの課に出向いていくのでなくて、役場へ入ってきていただいた総合窓口です

べてのお手続き、ご案内、相談などをできるような体制をとってまいりたいと考えて

おります。現在コロナ禍でありまして、3密を避けるために待合スペースっていうも

のは縮小してきておりまして、混雑することもございます。そのようなときこそ迷っ

ているお客様に対して気づくこと、できること、お待たせしないこと、丁寧に最後ま

で対応することってことを念頭におきまして、不快な思いをさせない、安心してお帰

りいただけるよう今後も職員に徹底してまいりたいと考えておりまして、今回このご

質問をいただき、改めて職員に徹底するよう促したところでございます。 

○山 寺(6番) 

 はい、ありがとうございます。やさしい行政を目指して、ぜひ町民のために行政の

皆さんはしっかりと対応していただきたいと思います。以上をもちまして私の質問を

終わります。   

○議 長 

 以上で、一般質問は全部終了いたしました。よって、本日はこれにて散会といたし

ます。大変ご苦労様でした。 
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９.散会の時期 

  3月 9日     12 時 45分 散会                                                                                                                                                                                                                                                        

 


